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平成２５年３月第１回八街市議会定例会会議録（第６号） 

………………………………………………… 

１．開議 平成２５年３月１９日 午前１０時００分  

１．出席議員は次のとおり 

    １番 長谷川 健 介 

    ２番 鈴 木 広 美 

    ３番 服 部 雅 恵 

    ４番 小 菅 耕 二 

    ５番 小 山 栄 治 

    ６番 木 村 利 晴 

    ７番 石 井 孝 昭 

    ８番 桜 田 秀 雄 

    ９番 林   修 三 

    10番 山 口 孝 弘 

    11番 湯 淺 祐 德 

    12番 川 上 雄 次 

    13番 古 場 正 春 

    14番 林   政 男 

    15番 新 宅 雅 子 

    16番 鯨 井 眞佐子 

    17番 加 藤   弘 

    18番 京 増 藤 江 

    19番 右 山 正 美 

    20番 丸 山 わき子 

    21番 小 髙 良 則 

    22番 中 田 眞 司 

………………………………………………… 

１．欠席議員は次のとおり 

    な  し 

………………………………………………… 

１．地方自治法第１２１条の規定による会議事件説明のための出席者は次のとおり 

市 長   北 村 新 司 

副 市 長   小 澤 誠 一 

教 育 長   川 島 澄 男 

総 務 部 長   浅 羽 芳 明 

市 民 部 長   加 藤 多久美 
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市民部参事（事）国保年金課長   石 毛   勝 

経 済 環 境 部 長   中 村 治 幸 

建 設 部 長   糸 久 博 之 

会 計 管 理 者   江 澤 弘 次 

教育委員会教育次長   長谷川 淳 一 

農業委員会事務局長   藤 﨑 康 雄 

選挙管理委員会事務局長   小 出 聰 一 

監 査 委 員 事 務 局 長   麻 生 和 敏 

財 政 課 長   吉 田 一 郎 

介 護 保 険 課 長   宮 崎   充 

下 水 道 課 長   藏 村 隆 雄 

水 道 課 長   佐 藤 幸 男 

学校給食センター所長   石 川 孝 夫 

総務部参事（事）総務課長    小 出 聰 一 

厚 生 課 長   石 川 良 道 

経済環境部参事（事）農政課長   吉 野 輝 美 

建設部参事（事）道路河川課長   勝 股 利 夫 

庶 務 課 長   勝 又 寿 雄 

………………………………………………… 

１．本会議の事務局長及び書記は次のとおり 

  事 務 局 長   森 田 隆 之 

  副 主 幹   太 田 文 子 

  副 主 幹   梅 澤 孝 行 

  主 査 補   須 賀 澤 勲 

  副 主 査   居 初 理 英 子 

………………………………………………… 

１．会議事件は次のとおり 

 ○議事日程（第６号） 

                      平成２５年３月１９日（火）午前１０時開議 

    日程第１ 発議案の上程 発議案第２号 

         提案理由の説明 

    日程第２ 議案第２号から議案第２８号 

         委員長報告、質疑、 

         議案第２３号組み替えを求める動議の提出、質疑 

         議案第２３号修正動議の提出、質疑 

         討論、採決 
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    日程第３ 発議案第２号 

         質疑、委員会付託 

  追加日程第１ 議案の上程 

         議案第２９号、議案第３０号 

         提案理由の説明 

         委員会付託省略、質疑、討論、採決 

  追加日程第２ 発議案第２号の撤回の件 
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○議長（中田眞司君） 

 ただいまの出席議員は２２名です。したがって、本日の会議は成立しました。 

 これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、配付のとおりです。 

 日程に入る前に報告します。 

 最初に、各常任委員会付託事件について、各常任委員長から審査報告の提出がありました

ので、配付しておきました。 

 次に、監査委員から１月予算執行分に係る例月出納検査報告書が提出されていますので、

その写しを配付しておきました。 

 次に、本日の欠席の届け出が、石川学校給食センター所長よりありました。 

 以上で報告を終わります。 

 日程第１、発議案の上程を行います。 

 発議案第２号の提案理由の説明を求めます。 

○桜田秀雄君 

 それでは、発議案第２号、八街市空き家等の適正な管理に関する条例の制定について。 

 提出者は桜田秀雄。賛成者は古場正春議員でございます。 

 条例案は、お手元にお配りのとおりでございますが、若干、提案に至った理由、条例案の

骨子を述べさせていただきます。 

 国が５年ごとに行っている調査によると、全国の空き家は平成２０年に、約７５７万戸で

１０年前に比べて、約１８０万戸増加し、空き家率は１３．１パーセントになっています。 

 八街市の空き家も３千６００戸を超え、空き家率は１２．９パーセント、市内には、私の

知る限りでも６カ所に火災で焼け落ちた建物が、長い間放置され、周辺住民は防犯や環境衛

生上、大変不安な生活を余儀なくされています。 

 現在、こうした建物や管理不全な空き家に対して、対応できる法的な根拠がないために、

市当局も大変に対応に苦慮しているところでございます。こうした状況を打開するために、

各市町村で独自の条例を制定し、多くの成果が報告されています。本議会での一般質問でも

事の重要性から市独自の空き家対策条例の制定を求め、住民の安心・安全な暮らしの保証と

生活環境の整備を求めてまいりました。 

                                          

                                          

                      

                                          

                                

 八街市には、昭和４７年に空き地の管理の適正化に関する条例が制定されておりますが、

平成２４年３月議会で、既定の条例に空き家の規定を加える方法もあるとの市長答弁があり、

各派の意見も出そろったことから、政策形成が整いつつあるものと思います。 
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 本条例案は、関係する住人が迷惑している。空き地、垣根、空き家の３つの問題を空き家

等として、１つの条例に取りまとめ、実効性の高い内容になっております。 

 条例の名称は、八街市空き家等の適正な管理に関する条例とし、先ほども申し上げました

が、空き地、垣根、空き家、この迷惑３事案を１つの条例に取りまとめたものでございます。 

 次に、条例の骨子でございますが、１、管理不全な空き家等について、市民からの情報提

供。２つ目に情報等に基づく実態調査。３つ目に改善への助言。４つ目に勧告に従わない場

合の公表。５つ目に改善命令。６つ目に代執行ができることなどから構成をされております。 

 特に代執行に至らず、頼らず、問題の解決が図られるよう、緊急、安全、代行措置及び命

令代行措置を設け、緊急に危険を回避する必要があるとき、また、命令に関わる措置が履行

できない旨の申し出があったときは、所有者の同意を得た上で、措置ができることとしてお

り、かかった経費については、所有者から徴収することといたしております。 

 なお、条例の施行には、規則の整備、庁内の措置整備、市民への周知など、一定期間を要

することから、施行日を施行の日からとさせていただいております。 

 よろしくご審議の上、議決くださいますよう、お願いを申し上げます。 

○議長（中田眞司君） 

 ただいま議題となっています発議案第２号の質疑については、本日の日程第３で行います。 

 日程第２、議案第２号から議案第２８号を一括議題とします。 

 各常任委員長の報告を求めます。 

 最初に、林修三総務常任委員長。 

○林 修三君 

 おはようございます。総務常任委員会に付託されました、案件６件につきまして、去る２

月２８日、３月１日の両日にわたり委員会を開催し、審査いたしました。 

 審査の結果は、配付してあります報告書のとおりではございますが、若干、審査内容につ

きまして、要約してご報告申し上げます。 

 議案第２号は、八街市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定

についてです。これは、暦年で付与している職員の年次休暇を年度で付与し、管理するため

に改正するものです。 

 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定いたしました。 

 議案第３号は、八街市特別職の職員等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の

制定についてです。 

 これは、平成２４年度までの時限措置として実施していた特別職等の給与の減額を引き続

き平成２５年度においても継続して実施するために改正するものです。 

 審査の過程において委員から、「この改正は、行政改革の一環として行っていくとのこと

ですが、現在の財政状況と今後の見通しを伺う。」という質疑に対して、「平成２５年度一

般会計予算においては、財政調整基金と臨時財政対策債、合わせて２０億円により、予算編

成している状況です。臨時財政対策債は、地方交付税の代替措置になりますが、財政調整基
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金については限りがあるので、十分に考えての財政運営となるものです。今後の状況は、平

成２６年度から消費税の引き上げ等が始まるので、経常的経費が上がってくるものと考えて

います。現在、６年連続で経常収支比率が９０パーセント台が続いており、今後も続くもの

と考えています。」という答弁がありました。 

 次のとおり反対討論がありました。 

 「この条例の一部改正については、平成１５年度から毎年３月議会に議案として提出され

てきました。行政改革の一環と説明していますが、１年で期限が切れて元に戻るというもの

で、真剣に市財政のあり方に向き合っているのかという疑問を持つものであります。課税所

得２００万円以下の世帯が７割を超す八街市民の生活実態のもとで、新年度予算編成にあた

り、弱者への新たなサービスの削減、負担増などを盛り込んでいます。市民目線での妥当な

市長報酬にすべきであり、また、１年ごとの条例改正ではなく、本則改定として位置付ける

べきであります。以上の立場から反対するものです。」 

 次のとおり賛成討論がありました。 

 「この一部改正は、市長、副市長及び教育長の給与について、市長にあっては１０パーセ

ント、副市長にあっては７パーセント、教育長にあっては５パーセントの削減をそれぞれ行

うものであって、今年度平成２４年度においても、平成２３年度の削減率をさらに一段上回

る削減が現在行われているところです。平成２５年度においても、この平成２４年度と同様

の削減率により給与の削減を引き続き実施するものです。この削減は、低迷する昨今の社会

情勢や本市の厳しい財政状況等をしっかり受け止めた上での取り組みであり、市民視点から

も評価されるものであると考えるものです。また、県内でも市長などの給与削減を実施して

いる市町村はさほど多くはなく、一部の実施しているところと比較しても、今回の本市にお

ける削減は、同等ないし、それ以上のものになっています。この点から評価すべきものであ

ると考えます。よって、この条例の制定について賛成するものです。」 

 採決の結果、賛成多数のもと、原案のとおり可決と決定いたしました。 

 議案第４号は、八街市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついてです。 

 これは、国の基準に準じて、職員の通勤手当の支給額の一部を改正するものです。 

 審査の過程において委員から、「この改正より、対象となる職員数を伺う。」という質疑

に対して、「現在、在職している職員を基準にすると９３名になります。」という答弁があ

りました。 

 次に「通勤手当の全体の見直しが必要ではないか伺う。」という質疑に対して、「現在の

ところ、全体的な見直しは考えていません。一般的に民間も含めて、非課税限度額を基準に

通勤手当が支給されている状況にありますので、増額するようなことは考えていません。」

という答弁がありました。 

 次に「１円未満の端数の切り上げ、切り下げについて伺う。」という質疑に対して、「第

８条第５項の部分については、最終的に給与を支給する場合の端数処理の考え方です。基本



－２９３－ 

的には、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律を受けたものです。第１８条につ

いては、１時間当たりの給与の計算を行う途中のところで、どのように端数を取り扱うかと

いうことになります。」という答弁がありました。 

 次のとおり賛成討論がありました。 

 「今回の通勤手当の改正は、通勤手当において非課税限度額を超過している５キロメート

ル以上１０キロメートル未満の区分の手当支給額を他の区分と同様に非課税限度額の４千１

００円に変更するというものであり、客観的合理性の観点から、これ以外の区分の職員との

公平性や均衡を考えるならば、ごく当然のことと考えるものです。したがって賛成するもの

です。」 

 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定いたしました。 

 議案第５号は、八街市一般職の職員の管理職手当の特例に関する条例の一部を改正する条

例の制定についてです。 

 本市の厳しい財政状況から、一般職の職員の管理職手当について、平成２５年度において

も２０パーセントの削減をするものです。 

 審査の過程において委員から、「管理職手当カットが始まってどのくらいの年数がたつの

か。また、対象役職数と対象額を伺う。」という質疑に対して、「平成１７年度については、

１年度間の実施。平成１８年度は実施はしていません。それ以降は、平成１９年度から平成

２４年度まで実施してきました。都合７年度間実施しています。役職ごとの人数については、

部長等は７名、参事職が４名、課長職が２９名、７級主幹職が３名、６級園長が３名、安全

安心担当官が１名、各園の園長７名で全部で５４人になります。１年度間の影響額は、７５

５万円相当の削減と試算しています。」という答弁がありました。 

 次に「八街市のラスパイレス指数は低い状況と思いますが、その状況と照らし合わせて管

理職手当を削減する状況なのか伺う。」という質疑に対して、「ラスパイレス指数は近隣と

比べて決して高い数値ではないと承知しています。しかし、管理職手当の削減については財

政事情などを勘案しますと、管理職として率先して何らかの行動を起こさなければならない

という背景もありますので、ラスパイレス指数とは切り離したところで考えたいと思ってい

ます。」という答弁がありました。 

 次のとおり反対討論がありました。 

 「政府は昨年１１月に国家公務員の退職手当を約１５パーセント減らす改正法を成立させ

ており、全自治体に対し、条例改正で地方公務員も国と同様に退職手当を減額するよう要請

しています。管理職は自治体にとっては市政運営にあたって貴重な人材であり、財産だと思

います。財政が厳しくなったからと、その責任をとらせるのは間違いであります。さらに総

務省は管理職手当の削減を１０パーセント程度求めています。八街市では、今回も２０パー

セントの削減で、影響額は７５５万円にもなります。県内の職員の給与比較では、３６市中

ワースト４であり、ラスパイレス指数では９８．２と低くなっています。せめて手当での補

充は必要ではないでしょうか。一生懸命働いても管理職だから、中堅層だからとカットされ



－２９４－ 

ていたのでは、働く意欲に関わります。責任ある立場の職員の保障をすべきであり、管理職

手当の削減は、やるべきではありません。以上の立場から反対します。」 

 次のとおり賛成討論がありました。 

 「職員の管理職手当は、さかのぼること平成１７年度から一定の減額が実施されてきてい

るところです。これは、本市の厳しい財政状況をきちんと受け止め、管理職自らが率先して

何らかの対応をしなければならないという意思表示のあらわれであるものと捉えており、大

いに評価されるべきと認識しています。依然として本市の厳しい財政状況に改善の兆しが見

られず、先に開催された市の行財政改革推進本部においても、このような財政状況のもとで

は管理職手当の削減を止める時期にはないとのことから、平成２５年度においても２０パー

セントの減額を実施するという決定がなされ、これをもとに平成２５年度の時限措置として

２０パーセントの減額が実施されるということです。このような管理職職員の思いや行財政

改革推進本部における決定は、尊重されるべきものです。このようなことから賛成するもの

です。」 

 採決の結果、賛成多数のもと、原案のとおり可決と決定いたしました。 

 議案第１８号、平成２４年度八街市一般会計補正予算のうち、当委員会に付託されました

のは、第１表歳入歳出予算補正の内歳入全款、歳出１款議会費、３項を除く２款総務費、４

款衛生費の内１項７目、８款消防費、第２表繰越明許費補正の内２款総務費、８款消防費、

第３表地方債補正についてです。 

 審査の過程において委員から、歳入では、「市税の法人税、固定資産税の増額理由を伺

う。」という質疑に対して、「国の平成２３年度の税制改正の当初政府案は、法人税率の引

き下げを平成２３年４月１日以降、つまり決算は平成２４年度から影響する予定でした。本

市では、その影響を受けることとなる法人市民税及び市たばこ税を平成２４年度予算に反映

させる形で計上していましたが、法人税率改正が国会審議において与野党の合意が得られず、

実施が先延ばしされ、結局政府案が修正されて、平成２４年４月１日以降に開始する事業年

度となり、決算確定は平成２５年度になりました。１年先延ばしになったために、本市にお

ける法人市民税等も平成２５年度から影響を受けることになりましたが、国会における税制

改正が急であったために、本市の当初予算は当初政府案をもとに、平成２４年度から影響を

受ける形に計上していたため、予算組み替えの補正をする必要が生じたものです。固定資産

税の土地については、時点修正で鑑定をかけた結果、減額ということになりました。ここ数

年来、土地については、毎年若干ですが評価額が落ちているという状況です。家屋について

は、当初見込んでいた新増築分が若干増えたことによるものです。償却資産については、平

成２３年度に住野地区に大規模工場が新設されたことによるものです。」という答弁があり

ました。 

 次に「復興特別法人税は始まっているが、これが増の原因にならないのか。」という質疑

に対して、「復興特別法人税については、平成２４年４月１日から平成２７年３月３１日ま

での３年間、１０パーセント税率を上乗せするもので、平成２４年事業開始年度からという
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ことになります。平成２５年の決算から影響するものなので、今回は関係ありません。」と

いう答弁がありました。 

 次に「市営住宅使用料減の理由を伺う。」という質疑に対して、「市営住宅使用料につい

ては、入居件数が１月末現在で５件、退居件数が１６件ということで、退居の方が多くなり

ましたので減額するものです。滞納繰越分については、離職や病気のために収入が得られな

いとして納付が遅れている方が多く、歳入の不足が起こるために減額するものです。」とい

う答弁がありました。 

 次に「浄化槽設置整備事業循環型社会形成推進交付金の減の理由を伺う。」という質疑に

対して、「当初３７基分を予算計上していましたが、県からの配分が３３基でしたので、４

基分減額するものです。」という答弁がありました。 

 次に「生活・就労等支援対策事業補助金減の理由を伺う。」という質疑に対して、「緊急

特別措置事業住宅手当の５２４万１千円の減については、平成２４年度の実績として、本年

１月１６日現在で、延べで７６件、実人員で１７人、支給額で３２４万１千６００円となり、

当初の見込みを下回ったため減額するものです。就労支援業務の委託に関する１２７万８千

円減については、就労支援相談員を２名配置していますが、うち１名は、派遣委託により設

置していました。労働者派遣法の規程により同一業務での派遣が３年間までとされているこ

とから、平成２４年１１月末日で委託期間が満了したことにより、減額するものです。その

後については、１名直接雇用して、２名体制を維持して就労支援業務を行っています。」と

いう答弁がありました。 

 次に「青年就農給付金の利用できなかった理由を伺う。また、国に対して利用できる制度

にしてほしいと申し入れしているのか。」という質疑に対して、「要件に満たなかった内容

といたしまして、要件の１つの農用地の確保が困難であったことから、給付金事業の活用が

図れませんでした。これについては、県農業事務所と連携しながら相談に乗り、いろいろ協

議しております。要件の緩和については、要望していきます。」という答弁がありました。 

 次に「後期高齢者医療健康診査費委託金の減の理由を伺う。また、対象者数、受診者数を

伺う。」という質疑に対して、「千葉県後期高齢者医療広域連合から後期高齢者の健康診査

の委託を受けており、事業費が確定したことにより、減額するものです。対象者は５千５８

５人、受診者は９５９人で、受診率にすると１７．２パーセントとなります。」という答弁

がありました。 

 次に「地域自殺対策緊急強化基金補助金の事業内容を伺う。」という質疑に対して、「児

童・生徒、保護者も含めて、不登校、いじめ、家庭内暴力、ネグレストなどの問題から自殺

に結び付かないよう支援するための基金で、教育支援センターの事業に充当しています。」

という答弁がありました。 

 次に、歳出２款では、「庁舎非常用発電機設置工事の内容について伺う。」という質疑に

対して、「庁舎非常用発電機設置工事については、全体で２７５ＫＶＡ、現行契約電力の６

１．５パーセントをカバーすることになります。燃料については、調達の面から軽油を見込
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んでおり、タンクは３千５００リットルで４８時間連続燃焼が可能と見込んでおります。２

７５ＫＶＡは、１４５ＫＶＡと１３０ＫＶＡの２台に分かれます。第１庁舎、第３庁舎が１

４５ＫＶＡで、第２庁舎の裏へ設置。また、総合保健福祉センターについては、１３０ＫＶ

Ａでセンターの屋上への設置を予定しています。事業費については、９千４２１万７千円で

すが、市債として９千６０万円、一般財源３６１万７千円となります。市債については、緊

急防災減災事業で８千万円、防災対策事業で１千６０万円です。」という答弁がありました。 

 次に「東日本大震災等避難者支援に係る民間賃貸住宅提供事業の減の理由を伺う。また、

当市に避難されている人数を伺う。」という質疑に対して、「実際に民間賃貸住宅に入居さ

れる方の実態から、予算を下回る執行状況になっています。年度途中で地元にお帰りになる

方が何人かいましたので、当初の見込みよりも実際の執行額が少なくなると見込んでいます。

避難されている方は、宮城県の方で１世帯７名、福島県の方で６世帯１５名、計７世帯２２

名の方が当市に避難されて民間賃貸住宅に入居されています。」という答弁がありました。 

 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定いたしました。 

 議案第２３号、平成２５年度八街市一般会計予算のうち、当委員会に付託されましたのは、

第１表歳入歳出予算の内歳入全款、歳出１款議会費、３項を除く２款総務費、４款衛生費の

内１項７目、８款消防費、１１款公債費、１２款諸支出金、１３款予備費、第２表継続費、

第３表債務負担行為、第４表地方債についてです。 

 審査の過程において委員から、歳入では、「個人市民税の減、伸び悩みの原因をどのよう

に分析しているのか。」という質疑に対して、「前年度当初予算比で、現年度分６１４万７

千円、０．２パーセントの微減となっており、ほぼ横ばい状態です。これは、平成２５年度

に大きな税制改正が予定されていないことや、依然として景気低迷等の影響により、残念な

がら納税者の所得が伸びない厳しい状況が続くという想定のもとに見込んでいるもので

す。」という答弁がありました。 

 次に「復興特別税の見込みを伺う。」という質疑に対して、「臨時増税分ですが、所得税

については、２０１３年１月から２．１パーセント、２５年間上乗せになります。住民税に

ついては、２０１４年６月から１千円、１０年間の上乗せになりますので、現状においては

まだ影響はありません。」という答弁がありました。 

 次に「平成２５年度の税の徴収にあたっての収入が低迷している世帯への対策、対応はど

のように考えているのか。」という質疑に対して、「滞納者の事情など十分に聞き取りなが

ら対応したいと考えています。」という答弁がありました。 

 次に「法人市民税は、前年度と比較すると若干増となっているが、今後どのような見通し

か伺う。」という質疑に対して、「国税である法人税が改正されることになり、大企業であ

れば３０パーセントの税率が２５．５パーセント、中小企業では１８パーセントが１５パー

セントとなります。しかし、全体で見ると単純に前年度の当初予算と比較すると、平成２５

年度については、増加が見込めると考えています。」 

 次に「固定資産税の増額理由を伺う。」という質疑に対して、「土地については、基本的
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には、評価替え以後３年間変更はないのが原則ですが、毎年時点修正をかけています。この

時点修正で評価額が落ちているということから、この下落傾向は緩やかになりつつあるもの

の平成２５年度も落ちると見込み、減額で見込んでいます。家屋については、在来分の家屋

に加えて、新増築の家屋が今回、約２３０棟余り増えると見込んでいます。償却資産につい

ては、住野に大規模工場が開設されたことにより増になったものです。」という答弁があり

ました。 

 次に「自動車取得税交付金の減額理由を伺う。」という質疑に対して、「国の予算が非常

に遅れたことが影響し、本市の予算編成時において通知がありませんでしたので、過去の実

績や地方財政収支の仮試算などから算出したことによります。」という答弁がありました。 

 次に「総務使用料の庁舎建物等使用料の内容を伺う。」という質疑に対して、「庁舎建物

等使用料のうち５５４万４千円については、職員の通勤用自家用車の駐車使用料で１５４台

分を計上しています。」という答弁がありました。 

 次に「児童福祉施設使用料の児童クラブ保育料が前年度より減になっている理由を伺

う。」という質疑に対して、「平成２５年度の入所見込数が平成２４年度の予算見込数に比

べて、月平均３３人減る見込みで計算しています。」という答弁がありました。 

 次に「社会体育施設使用料が前年度と同額が予算計上されている理由を伺う。」という質

疑に対して、「平成２２年度の実績をもとに今回計上しました。本来であれば２年前の平成

２３年度の決算額をもとに計上するところですが、平成２３年度は、東日本大震災の影響で

８月まで夜間の使用等を制限していたことにより、平成２３年度の決算額が通常の年度に比

べて低いことから、その１年前の平成２２年度の決算額を今回計上しました。」という答弁

がありました。 

 次に「住宅用太陽光発電設備導入推進事業補助金は、前年度と比較してどのような状況か

伺う。」という質疑に対して、「平成２４年度については、１キロワット当たり県２万円、

市１万円ずつで３万円、３．５キロワットを上限として１０万５千円を補助していました。

平成２５年度については制度が改正になり、県・市が１万円ずつの２万円で、３．５キロワ

ット７万円上限の補助となります。基数については、平成２４年度当初は４０基で、平成２

５年度は６０基計上しています。」という答弁がありました。 

 次に「緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金が、かなり昨年度と比較して増額になっ

ている理由を伺う。」という質疑に対して、「事業内容は３事業になります。１つ目は、現

在道路台帳が紙ベースで管理保管されていますが、電子化にすることにより効率を図り、市

民サービスの向上を図るという目的で道路台帳の電子化事業で５千１７６万３千円です。２

つ目としては、来庁者に対する市民サービスの向上を図るため、フロアマネジャーを庁舎ロ

ビーに配属するフロアマネジャー業務で３６１万７千円です。３つ目として、市内の小中学

校で援助が必要とされる児童・生徒の安全、きめ細かな指導や支援を推進することを目的に

行う教育補助員配置事業で４千９６万４千円です。以上３つの事業を県に申し込みしまし

た。」という答弁がありました。 
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 次に「学校保健課題解決支援事業委託金の内容を伺う。」という質疑に対して、「新規事

業であり、心の健康保持に取り組み、本市の長欠・不登校の問題に働きかける事業内容を計

画しているものです。具体的には、講師を招いての講演会の開催、啓発資料の配付などにな

ります。」という答弁がありました。 

 次に「諸収入の延滞金については、国は延滞金の率を引き下げるとのことですが、当市独

自に検討する考えはないか。」という質疑に対して、「延滞金の率については、国で見直し

を進めています。案として聞いているのは、１４．６パーセントを９．３パーセントに見直

そうとしているようです。これについては、地方税法の中で延滞金の率がうたわれるところ

ですので、当市は地方税法にのっとって適用する形になると思います。」という答弁があり

ました。 

 次に「諸収入給食事業収入では、給食費は何人分か。また、平成２４年度と比較するとど

のような状況か。」という質疑に対して、「平成２５年度に給食費を計上した人数は児童・

生徒数で５千８１６人です。内訳は小学校が３千６７２人、中学校が２千１４４人です。平

成２４年度当初予算計上時の児童・生徒数は、６千６２人でしたので、２５年度は２４６人

の減になります。」という答弁がありました。 

 次に歳出２款では、「財政力指数から見た市長の給料と市長交際費の見直しについてどの

ように考えているのか。」という質疑に対して、「給料については、現時点で１０パーセン

トの削減を実施しているところですが、平成２５年度におきましても、取り止める状況にな

いと判断しました。交際費については行財政改革を推進している中で、種々検討してきまし

た。この算定にあたりましては、近隣市の状況を見たところ、印旛管内７市の平均を下回っ

ており、県内３６市の平均が平成２４年度１９６万円という状況もあります。しかし、県内

事情とは別に八街市の財政状況を踏まえた中で、今回４０万円減額したものです。」という

答弁がありました。 

 次に「職員厚生費の産業医の仕事内容を伺う。」という質疑に対して、「労働安全衛生の

関係から事業所に必ず置かなければならないもので、設置しているものです。業務内容は、

職員の健康相談、各職場の巡視や職員向けの講演をお願いしています。」という答弁があり

ました。 

 次に「事務機器管理費の使用料及び賃借料の減額理由を伺う。」という質疑に対して、

「コピー機を総務課で１２台管理しているうち、モノクロの９台のコピー機について平成２

４年度から入札形式をとりました。従前は、基本契約料のほかにカウンター料金がかかる料

金体系になっていましたが、入札にあたりカウンター料金、保守料金も含めた契約にするこ

ととして入札を行った結果、削減が図られました。平成２５年度は、その体系で契約が継続

されますので、平成２４年度当初予算と比べますと平成２５年度は、大きな削減となりま

す。」という答弁がありました。 

 次に「千葉県ＪＲ線複線化等促進期成同盟負担金の活動内容を伺う。」という質疑に対し

て、「千葉県及び県内５１市町村並びに千葉県経済協議会が会員となっており、それぞれの
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市、町などからの要望等を取りまとめて、ＪＲ本社、千葉支社にさまざまな要望をしていま

す。八街市としては、複線化の促進、快速電車の増発、佐倉駅での乗り継ぎの利便性などを

要望しています。」という答弁がありました。 

 次に「公共交通対策では、平成２４年度は地域公共交通調査業務を委託しましたが、この

内容は平成２５年度に具体化が図られるのか伺う。」という質疑に対して、「市内全般にわ

たるＪＲ、路線バス、タクシー、ふれあいバスの関係の調査を行いました。これをもとに、

市内のあるべき交通の姿を検討しているところです。引き続き平成２５年度で計画を取りま

とめる予定です。」という答弁がありました。 

 次に「電算管理費の使用料及び賃借料の増の理由を伺う。」という質疑に対して、「総合

行政情報システムの古い分が昨年の１２月３１日で終了しました。本年１月４日から新しい

システムが稼働したことによります。」という答弁がありました。 

 次に、歳出８款消防費では、「避難場所整備事業費では、備蓄倉庫２基の予定とのことで

すが、しっかりした倉庫で、中に棚や換気扇が設置され、鍵がかかればいいと思うので、短

期で数多くの場所に備蓄倉庫が設置できるようにならないか伺う。」という質疑に対して、

「今まで備蓄倉庫は毎年１基ずつ設置してきましたが、今回３．１１を踏まえ、かつ地域防

災計画を作成する中で整備の速度を上げなければならないので、今回２基分の予算措置をし

たところです。ご指摘のありましたことについても、今後検討していきたいと考えていま

す。」という答弁がありました。 

 次に「防災備蓄用品は、どの程度確保されているのか。」という質疑に対して、「各備蓄

倉庫には主食約８００食、副食約８００食、そのほかには毛布、防水シートは１００ずつ。

また、発電機などが備えてあります。今回新たに整備するものは、簡易トイレ、リヤカーな

ど災害時に必要となる物資を平成２５年度予算で設置します。」という答弁がありました。 

 次に「自主防災組織整備事業では、新たに各地域へ組織していく取り組みはどのように考

えているのか。」という質疑に対して、「地域防災計画の修正作業を行っている中で、共助

部分にあたる自主防災組織により、地域が災害時に対応し合う絆を構築することは、非常に

重要であると再認識しているところであります。今後は、自主防災組織設立の推進も含めて、

各区等に共助部分の重要性を認識していただくことにより、今後は地域防災力を向上させて

いかなければならないものと考えています。」という答弁がありました。 

 次に「耐震性貯水槽設置工事の内容を伺う。」という質疑に対して、「八街バイパス事業

計画上にある、１０トンの防火水槽の撤去に要する経費になります。」という答弁がありま

した。 

 次のとおり反対討論がありました。 

 「新年度予算の予算編成方針では、財源確保にあたり、市税の確保に努めるとともに、受

益者負担の適正化、新たな財源についても積極的に取り組むとし、２９７事業の見直しで１

億９千２００万円の削減を図ったとしています。この中には、身体障害者・精神障害者保健

福祉手帳交付等診断料助成削減、児童クラブの時間延長による保育料負担や、はり・きゅ
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う・マッサージ券の支給制限など、最も支援が必要な市民への負担増とともに、市職員の出

先機関の駐車料金の徴収、管理職手当の２０パーセントの削減などが含まれています。また、

債権確保など一層の徴収強化の方針が出されていますが、こうした財源確保は限界です。こ

の間、大きな経済波及効果をもたらした、住宅リフォーム助成制度のように、市民の懐を暖

める施策を縦横に張り巡らせることや、自然エネルギー活用など地域経済活性化の街づくり

で市税収をアップさせる取り組みが必要です。歳出で指摘すべき点は、市長の政治姿勢が問

われる給与・交際費についてです。市の財政力指数は０．６５３で市長報酬は７７万４千円、

類似団体の白井市の財政力指数は０．９０１、富里市は０．７８１と八街市より高くなって

いますが、市長報酬は７４万７千円と低くなっています。また、市長交際費は「精いっぱい

の努力」と前年度の１９０万円から１５０万円に引き下げていますが、平成２３年度決算で

は１８６万８千円となっており、隣の佐倉市長は７６万４千９７０円の支出にすぎません。

八街市の財政力、また、市民の生活事態から見れば、当然引き下げた予算計上をすべきです。

再検討を求めるものです。２点目に、税金の無駄をなくという点で、入札制度の改善につい

てです。平成２４年度の土木に関わる一般競争入札の結果は、平均９７．２８パーセントと

なっており、９５パーセント以上は談合の疑いが極めて高いとされています。高落札への厳

しい対応が必要です。３点目には安全対策費の５４．４パーセントもの削減です。八街市の

道路事情からいえば、むしろ増やすべきであります。市民の安全対策を軽視する予算計上と

いっても過言ではありません。以上の立場から反対するものです。」 

 次のとおり賛成討論がありました。 

 「平成２５年度予算編成方針に、現下の行政環境と厳しい財政状況を認識した上で、限ら

れた財源を重点的かつ効果的に配分する施策精選型の予算編成と掲げられております。最初

に、限られた財源についてですが、長引く景気低迷の中、市税収入の向上を図るという大変

大きな課題を抱えておりますが、前年度と比較し、約１億円の増となっております。また、

地方交付税、各譲与税や交付金などについては、過大見積もりに留意した予算計上であるよ

うに見受けられますし、国・県支出金につきましても、現行制度で見込まれるものを積極的

に活用し、財源確保に努めております。さらに、行政財産管理の適正化ではあるものの、新

たに職員通勤自動車を駐車する場合の有料化や飲料水等自動販売機の設置場所の貸付収入を

見込んでおります。しかしながら、財源不足は避けられず、各種基金からの繰り入れや市債

を活用することにより、その財源不足に対応しております。中でも市債については、前年度

と比較し、約１億３千万円増となっておりますが、歳出の市債償還元金を下回っており、起

債残高の削減に努めております。一方、歳出面では、行財政改革推進本部を中心に事務事業

全般にわたり経費の節減や既存の制度・施策の見直しに努め、先の一般質問の答弁にありま

したように、一般財源ベースで約１億９千２００万円の財源を生み出し、予算編成に反映し

たということでございます。人件費については、市長等の特別職の人件費について、引き続

き削減となっており、一般職人件費についても継続して管理職手当２０パーセントを削減し

ております。次に、重点的かつ効果的に配分する施策精選型についてですが、主な施策を挙
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げてみますと、東日本大震災から今月１１日で丸２年となりますが、その教訓を活かし、東

日本大震災復興基金を利用して、災害時の避難場所整備事業として災害対策用品の充実を進

めるとともに、第１６分団消防機庫の建て替えや第８分団の水槽・小型動力ポンプ付き積載

車が更新されるなど、火災予防体制も充実されます。そのほか、課税事務の効率化を図るた

めのエルタックス導入や、電子入札を図るための、ちば電子調達システムの導入など、効率

的で効果の高い事務処理を推進するための経費を計上しております。以上のように、財政の

健全化を維持するという困難な行政課題に対しての努力が伺われ、予算編成方針に沿った予

算となっております。とはいえ、財政調整基金の積立金残高は、このままの取り崩しが進め

ば、平成２６年度には枯渇しそうな状況でありますので、今後も北村市長の強力な指導力の

もと、一層の経費削減に取り組むとともに、財源確保に努め、複雑かつ多様化する市民ニー

ズに応えつつ、中長期を見据えた行財政運営をお願いしまして、賛成するものでございま

す。」 

 採決の結果、賛成多数のもと、原案のとおり可決と決定いたしました。 

 以上、総務常任委員会に付託されました、案件に対する審査の結果について、ご報告申し

上げました。議員各位におかれましては、当常任委員会の決定どおり、ご賛同くださいます

ようお願いいたしまして、委員長報告を終わります。 

○議長（中田眞司君） 

 次に、山口孝弘文教福祉常任委員長。 

○山口孝弘君 

 文教福祉常任委員会に付託されました、案件１４件につきまして、去る３月５日、６日に

委員会を開催し、審査いたしました。 

 審査の結果は、お手元に配付してあります報告書のとおりでありますが、審査内容につい

て要約してご報告申し上げます。 

 議案第６号は、八街市学校給食センター事業特別会計条例を廃止する条例の制定について

です。 

 これは、八街市学校給食センター事業特別会計を廃止し、一般会計内で経理するため、条

例を廃止するものです。 

 審査の過程において委員から、「このことによって消費税を払う必要がなくなるとのこと

ですが、今までどのぐらい払っていたのか。」という質疑に対して、「平成２３年度決算で

は、４９万２千９００円、平成２２年度決算では、４６万２００円、平成２１年度決算では、

４５万３千円になります。」という答弁がありました。 

 次に「学校給食法第１１条の経費の負担については、どのようになるのか伺う。」という

質疑に対して、「経費の負担とは、賄い材料に係る部分については保護者が給食費として負

担し、それ以外のものは、学校を設立している市町村が負担することになっていますが、一

般会計においても何ら影響はありません。」という答弁がありました。 

 次に「賄い材料費を一般会計に入れるのをどのように考えているのか。」という質疑に対
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して、「給食費を保護者が負担しなければならないのは、特別会計でも一般会計でも何ら変

わることはありません。保護者が納めたものを一般会計で処理するか、特別会計で処理する

かの違いになり、区分負担は何ら変わることはありません。」という答弁がありました。 

 次に「特別会計を廃止することによるメリットを伺う。」という質疑に対して、「一般会

計側からすると、一般会計から特別会計に繰り出ししていますが、このような作業がなくな

り、日々の資金繰りに使用できます。特別会計側としては、繰入作業がなくなり、消費税を

納めなくて済むことなどがあります。」という答弁がありました。 

 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定いたしました。 

 議案第７号は、八街市児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制

定についてです。 

 これは、児童クラブにおいて、延長保育を実施し、利用者の利便性の向上を図るため、条

例の一部を改正するものです。 

 審査の過程において委員から「保育料の免除を受けている人数を伺う。」という質疑に対

して、「平成２４年度で、延べ９３人がひとり親家庭です。生保が延べ３５人で、実人数は

３人になります。」という答弁がありました。 

 次に「延長にあたり、指導員の人員配置の状況を伺う。」という質疑に対して、「人員配

置については、社会福祉協議会に委任しているところでありますが、今回延長するにあたり

協議したところ、手配できるとのことでした。」という答弁がありました。 

 次に「延長保育を利用する人数を伺う。」という質疑に対して、「利用者の１０パーセン

トを見込んでいます。」という答弁がありました。 

 次に「一時的に、家庭の事情により児童クラブに預けたいなど、不測の事態が発生した場

合、日割り利用料を徴収してもいいので、受け入れはできないか。」という質疑に対して、

「現状では考えていませんが、これから子ども子育て新システムが始まり、ニーズ調査を実

施して市民の方のニーズを把握して検討したいと考えています。」という答弁がありました。 

 次に反対討論がありました。 

 「日本共産党は、児童クラブの開設時間延長を一貫して求めてきました。今回７時まで延

長する条例が提出されたことは大変歓迎できますが、延長分の保育料を新たに徴収すること

は納得できません。特に、ひとり親家庭の利用は３割となっており、今でさえ５千円の保育

料を半分にしてほしいという悲鳴が上がっています。不安定雇用と低賃金収入の世帯が多い

もとで、これ以上の負担増を押し付けるべきではありません。誰もが安心して利用できる児

童クラブにすることを求め反対します。」 

 採決の結果、賛成多数のもと、原案のとおり可決と決定しました。 

 議案第８号は、八街市高齢者福祉計画策定審議会設置条例等の一部を改正する条例の制定

についてです。 

 これは、市民部内の組織の見直しにより、課の名称が変更になるため、それぞれの条例の

一部を改正するものです。 
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 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。 

 議案第９号は、八街市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてです。 

 これは、介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律による介護

保険法の一部改正により、指定地域密着型介護老人福祉施設の指定に関する基準等の一部が

条例に委任されたことから、条例の一部を改正するものです。 

 審査の過程において委員から、「第１４条の法人とは、どのような条件があるのか伺

う。」という質疑に対して、「個人や団体とするといった法人格の要件を緩めることはでき

ないということから、申請者について法人と定めているものです。」という答弁がありまし

た。 

 次に「この条例に関係する当市の事業者数を伺う。」という質疑に対して、「密着型では

夜間対応型訪問介護が１施設、認知症対応型通所介護が２施設、小規模多機能型居宅介護が

２施設、認知症対応型共同生活介護が７施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

が１施設、合計で１３施設になります。介護予防については、認知症対応型通所介護と小規

模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護で、計１１施設になります。」という答弁

がありました。 

 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。 

 議案第１０号は、八街市指定地域密着型サービス基準条例の制定についてです。 

 これは、指定地域密着型サービスの基準が条例に委任されたことから、新たに条例を制定

するものです。 

 審査の過程において委員から、「県の基準を参酌した条例ですが、八街市独自のサービス

を実施する予定はないか伺う。」という質疑に対して、「八街市独自のところは、地域密着

型介護老人福祉施設は本来はユニット型が基本ですが、八街市の実情を考慮いたしまして、

今回居室の定員を４人以下とすることができることを追加しました。」という答弁がありま

した。 

 次に「八街市内の対象施設は全て社会福祉法人で、ＮＰＯ法人はありませんか。」という

質疑に対して、「ＮＰＯ法人は、ありません。」という答弁がありました。 

 次に「火災が起こった場合に、早期発見がこのような施設では最も重要ではないかと考え

ます。地域住民の協力を真っ先に仰がなければいけないので、施設の外に向かって外の人が

火事だと認知できるような設備が必要ではないか伺う。」という質疑に対して、「地域住民

の方々を巻き込んで、防災活動、防災訓練を行っているところです。」という答弁がありま

した。 

 次に「定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画の同意にあたって、本人・家族が理解でき

ない場合どのようにするのか．」という質疑に対して、「認知症などにより内容がわからな

い場合は、それなりの対応を検討しなければならないと考えています。」という答弁があり

ました。 

 討論は賛成討論が１件ありました。 
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 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。 

 議案第１１号は、八街市指定地域密着型介護予防サービス基準条例の制定についてです。 

 これは、指定地域密着型介護予防サービスの基準が条例に委任されたことから、新たに条

例を制定するものです。 

 審査の過程において委員から、「この条例に関する施設全てにスプリンクラーを設置でき

ないか伺う。」という質疑に対して、「今後、検討したいと考えています。」という答弁が

ありました。 

 次に「介護予防を実のあるものにするためには、お金の心配がなく利用できるように利用

料の軽減、また、人員の配置などが必要ですが、市だけではできないところもありますので、

国に予算要求できないか。」という質疑に対して、「予算というよりは、介護保険の中で、

国の負担割合等について要望は行っていきたいと考えています。」という答弁がありました。 

 次に「提供拒否の禁止では、具体的にどのようなときに、事業者はサービスの提供を拒否

するのか。」という質疑に対して、「入所する方が感染症や定員オーバーなどのときに拒否

できます。」という答弁がありました。 

 討論は賛成討論が１件ありました。 

 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。 

 議案第１２号は、八街市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定についてです。 

 これは、新型インフルエンザ等対策特別措置法の公布により、各市町村において新型イン

フルエンザ等対策本部の設置について条例に委任されることから、新たに条例を制定するも

のです。 

 審査の過程において委員から、「市長が任命する職員の対象者を伺う。」という質疑に対

して、「今回新規条例として上程していますが、現在は同様の内容で要綱があり、部長相当

職を配置していますので、基本的には、その要綱を踏襲して部長相当職を予定していま

す。」という答弁がありました。 

 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。 

 議案第１８号、平成２４度八街市一般会計補正予算のうち、当委員会に付託されましたの

は、第１表歳入歳出予算補正の内、歳出２款総務費の内３項、３款民生費、４款衛生費の内

１項１目から４目、９款教育費についてです。 

 審査の過程において、委員から、歳出３款では「保育園管理費の臨時保育士賃金の減は何

人分か伺う。」という質疑に対して、「臨時保育士は当初３８人予定していましたが、最終

的には３０人の雇用になりましたので、８人分減額するものです。」という答弁がありまし

た。 

 次に、歳出４款では、「健康診査の受診状況を伺う。」という質疑に対して、「受診人数

は、胃がん検診３千１５８人、大腸がん検診６千１０人、子宮がん検診は終了していません

ので、途中経過では８５８人、乳がん検診５千８５０人、肺がん検診５千６２９人、前立腺

がん検診２千７９０人になります。」という答弁がありました。 
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 次に、歳出９款では「教育振興費の要保護・準要保護児童生徒就学援助の人数を伺う。」

という質疑に対して、「小学校２５７人、中学校１５３人」という答弁がありました。 

 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。 

 議案第１９号は、平成２４年度八街市国民健康保険特別会計補正予算についてです。 

 審査の過程において委員から、「一般会計繰入金の増は、保険税軽減のためとのことです

が、対象者が増えたことによるのか。」という質疑に対して、「新年度予算の試算は、前年

度の１０月までの状況を踏まえて、新年度予算を組み立てていますので、現状との差額分を

増額するものです。」という答弁がありました。 

 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。 

 議案第２０号は、平成２４年度八街市後期高齢者医療特別会計補正予算についてです。 

 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。 

○議長（中田眞司君） 

 会議中でありますが、ここで１０分間の休憩をいたします。 

（休憩 午前１０時５９分） 

（再開 午前１１時１０分） 

○議長（中田眞司君） 

 再開します。 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

○山口孝弘君 

 議案第２３号、平成２５年度八街市一般会計予算のうち、当委員会に付託されましたのは

第１表歳入歳出予算の内、歳出２款総務費の内３項、３款民生費、４款衛生費の内１項１目

から４目、９款教育費についてです。 

 審査の過程において委員から、歳出３款では、「民生委員の増減について伺う。」という

質疑に対して、「全体の人数は、９１名で変更はありません。」という答弁がありました。 

 次に「社会福祉協議会活動促進費では、前年度より減額になっているが、社会福祉協議会

の仕事は増えているのではないか。」という質疑に対して、「社会福祉協議会は、ボランテ

ィア活動をはじめ、市からの委託業務など、さまざまな分野に及んでご協力をいただいてい

ます。平成２５年度にあたっては、社会福祉協議会として正規の職員を１名増員予定で

す。」という答弁がありました。 

 次に「幼児ことばの相談室運営費では、言語訓練は幼児の時に大変重視するべきと考える

が、減額の理由を伺う。また、対象者の状況を伺う。」という質疑に対して、「相談員の回

数を減らして、それを職員が対応することによるものです。相談指導件数は、平成２２年度

１７１件、平成２３年度は１６０件と若干減っています。延べ人数にすると、若干増えてい

ます。」という答弁がありました。 

 次に「地域生活支援事業のデイサービス支援費が削除されている理由を伺う。」という質

疑に対して、「この事業は、日中一時支援事業で対応することにしました。」という答弁が
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ありました。 

 次に「ひとり暮らし高齢者等訪問業務の減額理由を伺う。」という質疑に対して、「平成

２４年度では、傾聴ボランティアの方々のユニホーム購入代が含まれているため、平成２５

年度より多くなっています。」という答弁がありました。 

 次に「児童クラブ管理運営では、備品など充実についての対応を伺う。」という質疑に対

して、「社会福祉協議会に委託しているところですが、現在は備品の交換などの要望はあり

ません。」という答弁がありました。 

 次に「子育て支援センターの充実はどのように考えているのか。」という質疑に対して、

「八街かいたく保育園で、支援センターを実施していただけると聞いていますので、さらに

充実されるものと考えています。」という答弁がありました。 

 次に「生活保護費では、基準額の引き下げなど、どのように考えているのか。」という質

疑に対して、「全国的には、保護受給者の不正受給あるいは、貧困ビジネスなど、制度に対

する国民の信頼を揺るがすような事案が生じているのが事実です。このような中、生活保護

の適正化、保護制度の見直しを国の方で取り組まれていると認識しています。保護制度の適

正化に関しては、全国市長会においても不正受給や貧困ビジネスを適正に排除するなど、生

活保護の適正化に向け、必要な法改正等を行うとともに、就労自立支援を講じるよう要望し

ているところです。生活保護受給者に対する就労支援の強化は当然のことですが、生活困窮

者のニートと呼ばれる若い世代の就労の問題も含めた対応を国の方で、現在検討していると

ころですので、このような制度がさらに拡充されることによって、少しでも生活保護費の抑

制につながればと考えています。」という答弁がありました。 

 次に「生活保護費の増額の内訳を伺う。」という質疑に対して、「対平成２４年度との比

較で、生活扶助費が２千１万１千円、３．６パーセントの増。住宅扶助費が２千１９６万６

千円、９・９パーセントの増。教育扶助費が９万１千円、０．８パーセントの増。医療扶助

費が４千７９２万５千円、５．８パーセントの増。介護扶助費が９３０万円、２１．１パー

セントの増。出産扶助費が１万８千円、３．９パーセントの増。生業扶助費が３７万１千円、

６．１パーセントの増。葬祭扶助費は変わりません。」という答弁がありました。 

 次に「知的障害者生活ホーム運営費補助金が、前年度より減額した理由を伺う。」という

質疑に対して、「昨年度、当初２つの事業所が対象となっていましたが、昨年度中に１つの

事業所が障害介護給付費の対象となる事業所になりましたので、平成２５年度は１事業所を

計上したことによります。」という答弁がありました。 

 次に「社会を明るくする運動運営費は、ここ数年同じ額ですが、この運営費の中で講師等

謝礼に充てる額を増やすことはできないか伺う。」という質疑に対して、「社会を明るくす

る運動に関しても、社会情勢が厳しい中で、いろいろな対応が求められているところです。

全体として経常経費に関しては予算削減の方向があります。講演にウエートを置いた活動に

ついては、実行委員会でいろいろなご意見がありまして、啓発活動にもっとウエートを置く

べきだというご意見もあるところですので、全体の方向性については実行委員会の中で議論
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いただき進めていきたいと考えています。」という答弁がありました。 

 次に「長寿祝金の平成２５年度の見込みを伺う。」という質疑に対して、「満８０歳が４

５３人、満８８歳が２２２人、満９９歳が１１人、満１００歳が５人となります。」という

答弁がありました。 

 次に「敬老会の記念品がなくなった経緯を伺う。」という質疑に対して、「各地区の特色

ある敬老会を開いていただく方がよいのではないかということで、今までの補助額を約倍に

増額して、記念品を廃止することにしました。」という答弁がありました。 

 次に「八街かいたく保育園の４月の入園者数を伺う。」という質疑に対して、「内訳は、

ゼロ歳児４名、１歳児１２名、２歳児８名、３歳児１２名、４歳児８名、５歳児５名の計４

９名になります。」という答弁がありました。 

 次に「総合保健福祉センター費の庁舎維持管理工事の内容を伺う。」という質疑に対して、

「情報管理課のサーバー室の空調関係工事が２３８万１千円でエアコンの増設１基などと、

空調自動制御機器不良箇所改修工事が１２３万２千円と、雨水槽排水ポンプ交換工事４８万

３千円になります。」という答弁がありました。 

 次に、歳出４款では、「骨密度測定の委託料について、平成２５年度は機械を借りて行う

とのことですが、今までのような測定、また、推進ができるのか。」という質疑に対して、

「健康相談で外に出向き行っていますが、これからも市で予算を組んで借りる分以外に借り

て、これからも行っていきたいと考えています。」という答弁がありました。 

 次に「母子保健費の子ども医療費助成事業が増加した要因を伺う。」という質疑に対して、

「少子化という傾向がありますが、医療費については自然増で、１千万単位で増えています。

それに加えまして、昨年１２月１日から小学校４年生から中学校３年生までの方についても

受給券を発行いたしました。窓口での支払いが、２００円で病院に通える制度になりました

ので、利便性が高まったということで、なお一層の医療費が増えると考えまして、当初予算

では大幅な増という計上になっています。」という答弁がありました。 

 次に「子宮がん検診が隔年となるとのことだが、周知方法は。」という質疑に対して、

「周知方法は、個別に差し上げるほかに、広報紙、地区回覧などにより周知します。」とい

う答弁がありました。 

 次に「保健衛生総務費の中で特別旅費が削除され、健康都市連合から脱退をするとのこと

ですが、今回脱退をする理由を伺う。」という質疑に対して、「市民の健康づくりを日々行

っているので、この会に参加し続けることの意味合いが薄いと判断し、平成２４年度をもっ

て退会するものです。」という答弁がありました。 

 次に「健康増進事業費が大幅に削減されている理由を伺う。」という質疑に対して、「が

ん検診費の対象人数を積算するにあたり、実績から予算を作成しています。しかし、予算が

不足したから検診ができないわけではなく、超えてしまった場合は予算を確保したいと考え

ています。」という答弁がありました。 

 次に「健康相談室の平成２４年度の実績について伺う。」という質疑に対して、「平成２
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４年度は６月に２回、１１月に１回の３回実施しています。場所は南部老人憩いの家１回、

保健センター２回で、いずれも骨密度測定を行っています。また、合計で３３３名の方が受

けられています。」という答弁がありました。 

 次に「予防費の中で需用費、医薬材料費が前年度３千４１３万円から今回１万円と大幅に

減となっている理由を伺う。」という質疑に対して、「この医薬材料費はインフルエンザ、

ポリオ、麻しん、風疹、二種混合、ＢＣＧなどのワクチンを購入する予算です。平成２５年

度から予防接種の委託経費の中に薬代を含めることで、八街地区の医師会と協議が整いまし

たので減となるものです。」という答弁がありました。 

 次に「心理相談員謝礼の内容について。また、相談件数について伺う。」という質疑に対

して、「発達の遅れや言葉に問題がある小さなお子さんを対象に、遊びの教室を行っており、

この教室で相談にあたっていただいております。保護者等の相談対応を年間で３８回お願い

しています。」という答弁がありました。 

 次に、歳出９款では「小学校施設整備事業費の減の理由を伺う。」という質疑に対して、

「平成２４年度については、川上小学校の浄化槽の全面的な改修工事が２千７００万円あり

ましたので、維持管理工事としては、平成２４年度とそれほど変わりありません。」という

答弁がありました。 

 次に「学力向上推進事業が廃止になった経緯と事業の成果を伺う。」という質疑に対して、

「平成２１年度から当初３カ年の事業として開始したものです。平成２４年度については１

年間延長しました。一番力を入れた部分は基礎学力の部分で、毎学期行われる基礎学力調査

において、かなり成果があったと報告を受けています。」という答弁がありました。 

 次に「教育補助員の仕事内容を伺う。」という質疑に対して、「業務内容は、教育活動に

おける児童・生徒の安全確保に係る補助、生活指導に係る補助、教育活動に係る記録事務の

補助、読書活動の補助です。また、司書教諭の補助として図書室の本の整理、環境整備にあ

たっていただく予定です。」という答弁がありました。 

 次に「公民館だよりの新聞折り込みをなくした経緯を伺う。」という質疑に対して、「経

費削減のために、公民館だよりの印刷も職員で行い、配布については各戸回覧とすることに

なりました。」という答弁がありました。 

 次に「図書館費の貸出用図書購入費が減額となっていますが、新しく図書を買うときの基

準を伺う。」という質疑に対して、「市民要望や新刊図書等について、司書による選書会議

を行い、購入しています。」という答弁がありました。 

 次に「特別支援教育就学奨励費の内容を伺う。」という質疑に対して、「特別支援学級に

入級している児童・生徒を対象に援助しているものです。援助内容は、学用品、校外活動費、

医療費などになります。」という答弁がありました。 

 次に「外国語指導助手事業は、業務委託でなく、直接雇用にできないのか。」という質疑

に対して、「平成２４年度から平成２６年度の３年契約で実施しているところです。」とい

う答弁がありました。 
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 次に「教育振興費の児童用図書では、図書標準はどの程度満たされているのか。」という

質疑に対して、「本市の学校図書館の蔵書状況は、小中学校ともに学校図書館図書標準の約

９３パーセントとなっています。」という答弁がありました。 

 次に「教育支援センターの訪問相談員の成果を伺う。」という質疑に対して、「訪問によ

る学校復帰は、延べ人数で平成２２年度３人、平成２３年度１２人、平成２４年度は現在で

１１人になります。」という答弁がありました。 

 次に「改築される朝陽小学校の太陽光発電は、どのぐらいの必要量を賄うことができるの

か。」という質疑に対して、「電力量については、緊急時に体育館の照明などに対応できる

ようにしたいと考えています。使用量全体からすると５パーセント程度と考えています。」

という答弁がありました。 

 次に「スポーツプラザ管理運営費の体育館清掃費の減の理由を伺う。」という質疑に対し

て、「委託内容の変更で、委託の清掃時間を今まで１日２人で６時間行っていたものを１日

２人で３時間にする予定です。足りないところは、職員が清掃することになります。」とい

う答弁がありました。 

 次に「新年度から幼稚園の延長保育は行うのか。」という質疑に対して、「定員割れして

いる状況を打開したいということで、時間外保育延長について検討しているところです。」

という答弁がありました。 

 次に、反対討論がありました。 

 「不況の中で国民の生活が大変な状況下で、安倍内閣は、デフレ不況からの脱却のために

と、賃金の引き上げ政策がない中で２パーセントの物価上昇目標を掲げる一方、社会保障制

度改革推進法を制定し、その方針に沿って、生活保護基準の引き下げ、年金引き下げなどの

社会保障改悪をしようとしています。国が国民の暮らしを破壊しようとしている、このよう

なときこそ、市は、市民の暮らし・福祉を守る防波堤の役割をしなければなりません。とこ

ろが新年度予算は、人間ドックへの助成増額、児童クラブの保育時間延長など、評価できる

面もあります。しかし、その延長時間の保育料を新たに負担増とすることや、高齢者に対す

る数少ない福祉サービスであるマッサージ券の支給が半分になるなど、サービス削減に歯止

めがかかりません。子育て支援について、児童館の設置計画がないのは問題ですが、現在、

市の行事が実施されない日に開放されている総合保健福祉センターの部屋を親子の交流の場

として常設できるかを検討しているという答弁がありました。早期の実施と各学区に児童館

を設置する計画を早急に立てることを求めます。生活保護の施策では、相談に乗るケースワ

ーカーの人数を増やし、懇切丁寧な相談・指導ができる体制にすることが求められています。

国は、生活保護基準を今年８月から引き下げると言っています。総額７４０億円のうち、生

活扶助費６７０億円を３年かけてカット、期末一時扶助７０億円をカットするというもので

す。生活保護基準の引き下げは、最低賃金の引き下げにつながりかねません。基準額は、住

民税非課税限度額とも連動しているため、基準額が引き下がれば、これまで非課税だった低

所得者も課税されることになります。このことは、保育料、国保税、介護保険料の基準など
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にも影響し、負担が増加する人が生じるとともに、就学援助が打ち切られ、多数の子育て世

代に影響します。国民の命・暮らしを守る生活保護基準の引き下げは、生活保護を利用して

いる人々の生活を破壊するばかりではなく、国民生活全般に影響を及ぼします。市民の暮ら

しを守るために、生活保護基準を引き下げないよう国に要求することを求めます。健康増進

については、がん検診の受診率を引き上げるために、検診費用の無料化を求めます。また、

健康増進費の項目に禁煙対策や骨密度などの項目を加え、健康増進策の充実を求めます。教

育費については、１点目に学校に行きたくても行けない不登校の児童・生徒は、全国平均の

３、４倍にもなっており、多くの小中学生・保護者が苦しんでいます。教職員の増員、小学

校への適応教室の設置など、児童の居場所の設置や各小学校区に相談員を設置するなど早急

で抜本的な対応が求められています。２点目に、外国語指導助手が今年度も委託事業となっ

ていますが、直接雇用にすべきです。３点目に、各小中学校に図書館司書の配置を求めます。

４点目に、小中学校の備品購入費や消耗品は、半減となった部分がありますが、平成２５年

度予算はさらなる減額となっています。教育に必要な予算を削るべきではありません。教育

費の５点目に、市民の暮らしが悪化する中で、小中学校の就学援助費の受給率は全国平均の

１６パーセントの半分の７．３パーセントにとどまっています。十分な教育を保障するため

に必要な家庭に支給できるよう就学援助の拡充・改善が求められます。また、クラブ活動費、

生徒会費、ＰＴＡ会費にも適用するよう求めます。さらに、青少年の健全育成のためにも、

ひきこもり対策の充実を求めます。最後に、スポーツプラザのトレーニングルーム指導員の

配置をするなど、健康増進を求める市民の声に応えるよう求めて反対討論とします。」 

 次に、賛成討論がありました。 

 「最初に、民生費については、本年度７７億９千４３３万２千円の予算、前年比約１億４

千万円、１．９パーセント増の予算を計上しています。内容を見ると障害者自立支援給付事

業１１億３千１５８万３千円と前年度より手厚い予算措置を計上しております。また、難病

療養者支援事業費は、前年度から月２千円給付の市単独事業も増額の予算計上しています。

待機児童問題に関しては、八街かいたく保育園の新設により、大幅な待機児童の減少につな

がりますが、まだ待機児童がいる状況には課題が残ります。児童クラブの管理運営について

は、議案第７号にもありますが、時間延長による増額予算を計上しており、働くお母さん方

や母子家庭の皆様方にも十分な配慮が伺われます。また、生活保護費の急増の対策について

は、国の法改正を注視しながらになりますが、扶助費の伸びが気になります。その中でも増

大する医療扶助費８億７千６５３万９千円の対策については、医療レセプトを活用しながら、

医師会、歯科医師会、薬剤師会等にも緊密に連携を取りながら、ジェネリック医薬品を推進

していくなどの答弁がありました。また、新年度は生活保護システムの整備も期待をすると

ころで、生活保護費の受給に関しても、窓口での適正な審査、判断の上、生活保護問題に取

り組んでいます。衛生費の中では、２２億６千２４９万７千円、約１．１パーセントの２千

６０２万円の減ですが、母子保健費に関しては、今年度から小学校４年生から中学校３年生

まで現物給付方式に転換をしたためであり、予防のための各健康診査の増進を図っており、
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７千８３７万円の増額は十分理解できるものです。また、新規事業として、未熟児養育医療

費３６６万円は、県の支出金も一部活用されており、弱者対策に十分な救済措置を取ってい

ます。健康増進費は前年度比７パーセントの減額ですが、厚生労働省の指針の中で、子宮が

ん検診が毎年の検査から２年に一度の隔年になった影響等が考えられ、乳がん検査において

は、４０歳以上の方を対象に超音波とマンモグラフィーの両方を採用して対応しているなど、

丁寧な対応が見受けられます。なお、各検診の受診率に関しては、さらなる受診率の向上に

向けて努力を期待するものです。教育費については、２１億２８１万５千円、前年度比約３

億４千万円、１９．８パーセントの増ですが、学校給食センター事業特別会計が一般会計に

繰り入れられ、増額となっています。全体的に見ると、各項目に対して適切な予算措置がさ

れている様に思われます。平成２４年度育て八街っ子推進事業費が一定の責任を終え、県の

緊急雇用創出事業、平成２５年度教育補助員配置事業２６名を適材適所に配置という答弁が

ありました。また、この中では、ペットボトルツリー事業が今年度展開されましたが、来年

度も継続して行う予定とのことです。朝陽小学校改築事業が開始され、中央公民館整備事業

では、南棟耐震補強工事、トイレ改修工事等が取り組まれる予定になっています。学校教育

相談員の中で、平成２３年度より１名増員した家庭訪問相談員は、年間延べ５４０回を超え

ており、不登校児童・生徒の対策も適切に対応しています。総体的に見て、大変厳しい財政

による予算措置の中、大所高所の視点により、きめ細かな対応が見受けられます。決められ

た財源の中で、それぞれの事業が最大の効果が発揮される事を切望します。以上を鑑みて賛

成するものです。 

 採決の結果、賛成多数のもと、原案のとおり可決と決定しました。 

 議案第２４号は、平成２５年度八街市国民健康保険特別会計予算についてです。 

 審査の過程において委員から、「一般被保険者国民健康保険税では、現年分は増、滞納繰

越分は減の理由を伺う。」という質疑に対して、「毎年の予算計上において、前年度の１０

月現在の調定額をもとにして、前々年の収納率を予算の範囲として計上しているものです。

現年度分の増については、基本的には調定額が現状としては毎年下降気味です。前年度と比

較すると１千万円ほど調定額が減になりますが、収納率が平成２３年度決算で６ポイント上

がりました。これは現年分ですので、その関係で現年度は、予算上プラスになっている状況

です。滞納繰越分については、平成２３年度の滞納繰越額は減ってきています。このような

関係から調定額がかなり下がっており、予算計上する収納率は、ほぼ横ばいで収納予算を算

出しましたが、調定額の減により滞納繰越分が減りました。」という答弁がありました。 

 次に「保険税滞納世帯数について伺う。」という質疑に対して、「２月１日現在で、滞納

世帯数は全部で６千２８世帯、うち現状として国保加入世帯が３千６世帯、差し引きの３千

２２世帯は、現在は国保に加入していない社会保険に切り替わった世帯や他市町村に転出し

た世帯になります。」という答弁がありました。 

 次に「限度額認定証を滞納世帯に発行できないか伺う。」という質疑に対して、「限度額

認定証の発行は、国の基準では世帯主が滞納していないことを確認をする規程があります。
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しかし、現在、景気低迷ということで職に就けないなど、いろいろな道義的な問題もあり、

各市町村で状況を踏まえて、交付してもよいと国では言われています。滞納者でも分割納付

すれば、全て交付をするという一定基準を作ってしまいますと、八街市の場合、非常に滞納

額の差がありますので、どういう形で納得していただけるかが難しいところです。近隣市と

均衡が図れないところもありますので、印旛管内の課長会議で協議しています。」という答

弁がありました。 

 次に「千葉県下５４市町村のうち、２０の市町で資産割を続けています。近年資産割をな

くしている状況がありますが、資産割についてどのように考えているのか伺う。」という質

疑に対して、「資産割については、千葉県３６市のうち１２市が、まだ資産割を課税してお

り、印旛管内の市では八街市だけの現状です。確かに資産割は増税感、不公平感が生じてい

ることは理解しているところですが、現状としましては、資産割は国保会計の中では大切な

財源で、概ね一億円になります。国保への加入形態が５０年前は、自営業、農業等の世帯が

中心でしたが、現在は概ね２割ぐらいになっており、会社員、また現在、職業のない方など

が多くなっている中では、資産割は重荷であると認識しているところです。当市は平成２０

年度に、資産割を２５パーセントから５パーセントの引き下げを行い、順次引き下げを行っ

ていくという考えのもと進んでいました。平成２０年度に後期高齢者医療の制度が始まり、

保険税額が大幅に減ったことで、資産割の引き下げが止まっている状況です。これからの課

税状況を勘案すると、やはり資産割は将来的になくすべきであると思っているところで

す。」という答弁がありました。 

 次に、反対討論がありました。 

 「デフレ不況のもとで収入が減り続け、暮らしが悪化する中、国保税を払いたくても高過

ぎて払いきれない市民に対し、市は差し押さえなどの徴収強化を続けています。徴収強化を

しても、平成２３年度の収納率は、現年度分で８４．０２パーセント、過年度分と合わせる

と４６．１４パーセントであります。高過ぎる国保税のために多くの方々が苦しんでいます。

保険証がなければ、具合が悪くなったときに、すぐに病院に行けません。地方自治体の仕事

は、住民の福祉を向上させ、命・暮らしを守ることであり、社会保障としての国保の役割を

果たすために、全ての世帯に保険証を交付することを求めます。そのためにも、「国保税が

高過ぎる。引き下げてほしい。」という市民の切実な声に応え、収入に応じた払える国保税

にし、憲法第２５条がうたっている健康で文化的な最低限度の生活を保障し、社会保障とし

ての国保の役割を果たすために、一般会計からの制度外繰り入れを再開するとともに、国庫

負担を早急に元に戻すよう国に強く要望することを求めます。また、国は、国民の反対を押

しきって７０歳から７４歳までの医療費負担を２割にしようとしていますが、実施されるな

らば、高齢者を医療から遠ざける結果になります。実施しないよう国に求めるべきです。ま

た、入院する際、保険税滞納者に限度額認定書が発行されないことは、病気の悪化、命を縮

める結果になりかねません。限度額認定証の発行を求めます。医療費の増大が国保財政悪化

の原因の１つとなっています。昨年度から保険事業費として人間ドックへの助成が始まり、
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今年度さらに拡大したことは評価できます。しかし、特定健診の予算は減額です。メタボ検

診だけではなく、検査項目を増やすなど、基本健診を充実させ、病気の早期発見、早期治療

の取り組み、また、国民皆保険制度を破壊するＴＰＰ交渉に参加しないことを国に要求する

ことを求めて反対討論とします。」 

 次に、賛成討論がありました。 

 「我が国の国民皆保険制度は、誰もがいつでもどこでも平等に、安心して医療を受けるこ

とができる医療制度を確立し、世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成してきました。

この皆保険制度を維持していくことは、国民みんなの願いであり、行政に課せられた使命で

はないかと考えます。しかしながら、近年、世界に類を見ないスピードで高齢化が進行し、

非正規労働者の増加や所得の減少、また、家族形態や地域の変化など、社会経済の諸情勢に

大きな変化が生じており、医療を取り巻く環境にも大きく影響していることから、医療保険

財政も厳しい状況が続いております。さて、保険税については、市税等徴収対策本部の取り

組みが、収納率の向上という成果となってあらわれてきているようですが、増加する医療費

には届いていないのが現状のようです。しかし、そのような中、提案されている平成２５年

度当初予算については、保険税を前年度と比較しても、不況の影響から予算額が横ばいとな

っておりますが、予算の算出基礎での現年度分徴収率は、８４パーセントを確保していくこ

ととしており、徴収対策本部の意気込みが感じられます。また、千葉県における国保広域化

等支援方針も継続的に実施しており、国庫補助金も減額されることなく交付されるものと思

われます。一方、歳出においては、今年度の状況から、保険給付費の増加は推測できますが、

義務的な経費であることから、単純に予算を抑えることはできないものであり、医療費の増

が避けられない中、疾病予防、医療費の適正化は、欠くことのできない重要な施策となって

おります。その１つの事業として、保健事業に力を注ぐことが有効であり、特定健康診査に

加え、人間ドック助成事業費も拡充することにより、特定健康診査の受診率の向上にも努め

ると聞いておりますので、保健事業の充実に期待しております。最後に、国保担当者におか

れましては、保険者としての責務を十分に認識しつつ、引き続き市税等徴収対策本部を中心

に、徴収率向上に向けた施策を展開し、より安定した国保事業の運営に取り組んでいただけ

るものとの期待も含め、賛成するものであります。」 

 採決の結果、賛成多数のもと、原案のとおり可決と決定しました。 

 議案第２５号は、平成２５年度八街市後期高齢者医療特別会計予算についてです。 

 審査の過程において委員から、「特別徴収保険料の減、普通徴収保険料の増について内容

を伺う。」という質疑に対して、「基本的には、年金からの天引きになる特別徴収が原則と

定めていますが、年金受給額の少ない方や年金から借入等を行っており、保険料を差し引く

額が年金支給の中にない場合があります。また、口座振替に変更し、普通徴収に変更する方

もいますので、日々変わっていくものです。」という答弁がありました。 

 次に「短期保険証の交付は何名か伺う。」という質疑に対して、「平成２４年１月末では、

１８名、平成２５年１月末では、２２名になります。」という答弁がありました。 
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 次に、反対討論がありました。 

 「制度開始以来、後期高齢者医療制度は国民から「廃止」を求められています。年齢で医

療差別を実施する制度を導入している国は日本だけです。２年ごとに保険料の見直しがあり、

高齢者の増加、医療費の増加などにより、際限なく保険料が引き上げられます。滞納者には

短期保険証を発行し、差し押さえもするという大変冷たい制度です。八街市において２２人

に短期保険証が送付されており、所得が低い高齢者はつらい思いをしています。正規保険証

を交付すべきです。長く社会に貢献してきた高齢者がお金の心配なく必要な治療を受けられ

るようにすることが国民の願いです。日本共産党は高齢者を差別する後期高齢者医療制度を

廃止し、元の老人保健に戻すよう国に要求することを求め、また、保険料軽減を県に要求す

るよう求めて反対します。」 

 次に、賛成討論がありました。 

 「後期高齢者医療制度は、７５歳以上の全ての方々がこれからも安心して医療を受けるこ

とができるよう、将来にわたり国民皆保険を堅持するため、若い世代を含めた全ての世代で

支え合う医療制度として平成２０年度に創設され、以降５年が経過いたしました。しかしな

がら、７５歳に到達すると、それまで加入していた保険制度から分離した保険制度に加入さ

せるといった、年齢による区別をしている等の問題点が生じていることから、本制度は既に

制度廃止の方針が出されておりますが、現在も３党の実務者協議、並びに社会保障制度改革

国民会議において検討されています。さて、このような中、平成２５年度の後期高齢者医療

保険事業ですが、保険料につきましては、保険料率、均等割額に変更はなく、保険料軽減措

置や被保険者の負担軽減は継続されております。また、給付につきましては、被保険者数の

増加が見込まれるため、保険者である広域連合への負担金の増加が推測されますが、義務的

経費であるため、これはやむを得ないものと考えられます。今後は、高齢者医療制度の新制

度施行までの国の動向について十分留意いただき、的確な対応を図ることを期待し、賛成す

るものです。」 

 採決の結果、賛成多数のもと、原案のとおり可決と決定しました。 

 議案第２６号は、平成２５年度八街市介護保険特別会計予算についてです。 

 審査の過程において委員から、「保険料軽減についてどのように考えているのか。」とい

う質疑に対して、「現在、軽減については、現状の制度を活用して、利用していただきたい

と考えています。」という答弁がありました。 

 次に「特養の待機者数を伺う。」という質疑に対して、「平成２４年７月１日現在ですと

１６３名、平成２５年１月１日現在では、若干減り１５６人になります。」という答弁があ

りました。 

 次に「介護予防サービス等諸費の４千万円の減額理由を伺う。」という質疑に対して、

「介護予防等諸費については、要支援１または２の方がサービスを利用するための給付です。

平成２２年度においては、利用件数ですと１２．２４パーセントの減、サービス費用額です

と１３．１６パーセントの減、平成２３年度の利用件数では１３．２８パーセントの減、費
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用額においては、１５．３４パーセントの減と、ここ数年二桁台の減がありました。平成２

４年度１２月末現在の利用件数は、５．８パーセント減、サービス費用額は２．４５パーセ

ントの減ということで、ここに来て一桁台の減になってきました。この減になってきている

分、年々介護サービス等諸費が増えています。通常の増分と介護予防サービス等諸費で４千

万円減したものを介護サービス等諸費に追加しています。」という答弁がありました。 

 次に「チェックリストの回収率を伺う。また、ひとり暮らしや内容がよくわからず回答で

きない方への対応について伺う。」という質疑に対して、「平成２４年度は１万３千３０６

名の方に送付し、回収率は５２．５パーセントでした。各戸を訪問するのは、現状の包括支

援センターの職員ではなかなか難しいと考えていますが、何らかの形で今後対応できる方法

がないか考えていきたいと思います。」という答弁がありました。 

 次に、反対討論がありました。 

 「平成２４年度から第５期介護保険制度が始まり、介護保険料が平均１３パーセント、基

準額で年間６千１００円引き上げ、５万２千８００円になりました。年金から引かれるもの

が多く、手元に残る額が少ないと高齢者から悲鳴が上がっている中、平成２３年度決算にお

いて、八街市の普通徴収の人の約３割が滞納となっており、収納率は県下最下位グループと

なっています。滞納額が増加する中で保険料を引き上げたことは、滞納者を増やします。要

介護・要支援の認定を受けている方のうち、保険料を１年以上滞納しているのは、平成２５

年１月現在１６名、そのうちの７名が介護保険サービスの制限を受けています。所得が低い

ために保険料を払えない人が滞納すれば、サービスの利用を制限されたり、利用料が３割に

引き上げられ、高齢者の生活が成り立たなくなります。保険料、利用料の軽減を求めます。

また、保険料を引き上げた一方、保険あって介護なしの状況が拡大しています。特養待機者

は１６６名に上っており、実効ある早急な対策が必要です。さらに、在宅の高齢者に対する

ヘルパーによる生活援助が３０分以上６０分未満から２０分以上４５分未満に時間短縮され

たことで、買い物や洗濯などの不可欠な援助を削られ、日常生活に深刻な困難を生じるなど、

さまざまな影響が出ています。制度改定のたびに改悪され続けてきましたが、利用料の負担

軽減、ヘルパーの生活援助の時間短縮を撤回し、利用者が安心して生活できる制度にすべき

です。国の責任で介護職員への抜本的な処遇改善を国に要求すべきです。また、保険給付費

では、介護サービス等諸費は前年度と比べると約５億７千１４５万円の増加ですが、介護予

防等諸費は４千万円の減額です。介護予防を充実させることが重度化を遅らせることにつな

がります。介護予防の充実を求めます。療養型短期入所療養介護の保険給付は前年度と比較

すると約８億２千７００万円減額、介護療養型医療施設の給付も約５千３００万円減額して

おり、療養型のサービス減をどう解決するのか大変疑問です。各中学校区に地域包括支援セ

ンターを設置し、高齢者の見守り事業の開始や配食サービスの充実を求めます。制度が始ま

ったときの目標である介護の社会化を達成するために、また、待機者を解消するための施設

の増設をはじめ、在宅高齢者へのサービス拡充を求めます。また、介護保険料・利用料の軽

減も必要です。小泉・自公政権時代に毎年２千２００億円社会保障の費用が減額され、社会
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保障をズタズタにしました。安倍政権は社会保障制度改革推進法により、介護保険制度もさ

らに制度を改悪しようとしています。制度改悪を許さず、充実させることが必要です。また、

保険料の全額免除、収入に注目した一律免除、一般財源からの繰り入れは適当でないという

三原則を厚労省が指導していますが、介護保険は自治義務であり、多くの自治体が独自の施

策を実施しています。八街市でも市民の生活実態に合った独自の取り組みとともに、三原則

撤廃を国に要求することを求めて反対討論といたします。」 

 次に、賛成討論がありました。 

 「平成２４年１０月１日現在の高齢者人口は１万５千７２７人、人口に占める高齢者の割

合、高齢化率は２０．９５パーセントに達し、２千１１３人の方が要支援・要介護認定を受

けています。介護保険制度が発足した平成１２年度末の高齢者人口の９千１３５人、要支

援・要介護認定者数の８３９人と比較しますと、高齢者人口は１．７２倍に、要支援・要介

護認定者数は、２．５２倍に増加するなど、より一層の高齢化の進展が見られます。平成２

５年度介護保険特別会計予算は、歳出においては、第５期介護保険事業計画を受けて、サー

ビス利用の増加に対応した３７億１千５２５万６千円の計上であり、歳入においては、保険

給付の支給を補うべく、国、県、支払基金及び市の負担割合に応じて計上し、介護保険料は

第１号被保険者の増加により前年度より５．３１パーセント増の７億６千５２３万２千円を

見込んでおります。以上のことから、介護保険財政の健全性、持続性を確保すべく努力され

ており、賛成いたします。」 

 採決の結果、賛成多数のもと、原案のとおり可決と決定しました。 

 以上、文教福祉常任委員会に付託されました、案件に対する審査の結果について、ご報告

申し上げました。何とぞ当常任委員会の決定どおり、ご賛同くださいますようお願いいたし

まして、委員長報告を終わります。 

○議長（中田眞司君） 

 会議中でありますが、ここで昼食のため、しばらく休憩をいたします。 

 午後は、１時１０分から再開いたします。 

（休憩 午前１１時５９分） 

（再開 午後 １時１０分） 

○議長（中田眞司君） 

 再開します。 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 次に、川上雄次経済建設常任委員長。 

○川上雄次君 

 それでは、経済建設常任委員会に付託されました、案件１１件につきまして、去る３月７

日、８日に委員会を開催し、審査いたしました。 

 審査の結果は、お手元に配付してあります報告書のとおりでありますが、審査内容につい

て要約してご報告申し上げます。 
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 議案第１３号は、八街市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定

についてです。 

 これは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正により、市町村が設置する一般廃

棄物の処理施設に置く技術管理者の資格の基準について条例に委任されたことから、条例の

一部を改正するものです。 

 審査の過程において委員から、「技術管理者とは、全体的な管理をしていく管理技術者と

いう認識でいいのか。また、環境条例第１７条の資格の内容について伺う。」という質疑に

対して、「現在、技術管理者の中で焼却施設の技術管理者と最終処分場の技術管理者に分か

れています。当市には焼却施設の技術管理者が３名、最終処分場の技術管理者が２名資格を

取って焼却施設並びに最終処分場の管理にあたっています。また、第１７条の２に実務に従

事したものとありますので、第１７条の２に関わる実務経験で資格を有しています。」とい

う答弁がありました。 

 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。 

 議案第１４号は、八街市小規模水道条例の制定についてです。 

 これは、水道法の一部改正により、小規模水道の設置及び管理に係る基準が、条例に委任

されたことから、新たに条例を制定するものです。 

 審査の過程において委員から、「市内で監督指導する事業所は何カ所あるのか。」という

質疑に対して、「小規模専用水道２１件、小規模簡易専用水道２件です。この中には居住だ

けではなく、例えば学校のような施設では、小規模専用水道に該当する公共施設は７件、小

規模簡易専用水道に該当する公共施設はありません。」という答弁がありました。 

 次に「監督指導する人は、どのような資格が必要か伺う。」という質疑に対して、「特に

資格を有す者ではないと、県から聞いています。」という答弁がありました。 

 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。 

 議案第１５号は、八街市市道の移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定

める条例の制定についてです。 

 これは、高齢者、障害等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部改正により、市道の

移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準について、条例に委任されたことから、

新たに条例を制定するものです。 

 審査の過程において委員から、「現在道路の新設、改修など、いろいろ工事をしているが、

この条例を視野に入れているのか伺う。」という質疑に対して、「この条例に関係する道路

は、生活関連施設間の距離が概ね１キロメートルということで、国土交通大臣の指定を受け

てやる場合に、この条例が適用されます。今進めている道路整備は歩道等も整備しますので、

その際にはこの条件と同じように幅員も確保し、段差もなくすように計画を進めており、実

際そのように行っています。」という答弁がありました。 

 次に「昔の側溝蓋は穴が大きく、そこに杖が入ってしまいます。このようなことを改良し

ていく計画はあるのか伺う。」という質疑に対して、「この条例を適用して整備する道路は、
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国土交通大臣から指定を受ければ、視覚障がい者などの誘導鋲も付けますし、間違って側溝

の蓋にステッキが刺さるようなことがない安全な構造になりますが、一般的な道路において

障がい者の方のステッキが刺さらないような構造の蓋に替えるというような計画はありませ

ん。」という答弁がありました。 

 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。 

 議案第１６号は、八街市公共下水道大池第三雨水幹線建設工事に係る基本協定の変更につ

いてです。 

 これは、平成２４年度第２回八街市議会定例会で議決され、締結した基本協定の一部につ

いて、協定に係る金額及び期間に変更が生じたことから、基本協定の一部を変更するもので

す。 

 審査の過程において委員から、「５億円が減額されると、これは市にとって財源的に非常

に助かる問題です。この減額の内容を伺う。」という質疑に対して、「当初、２次覆工型の

シールド工法を使う計画でしたが、今回最新の技術の活用により、１次覆工型のシールド工

法を選択したので、工期の短縮及び工事費が削減されたものです。」という答弁がありまし

た。 

 次に「この工事が遅延する要因はあるのか伺う。」という質疑に対して、「トンネルを掘

る工事ですので、地下埋設物の調査を実施していますが、不測の事態が生じた場合にマシン

が途中で止まるという可能性が全くないとは言えません。よほどのことがない限りは、順調

に進むものと考えています。」という答弁がありました。 

 次に「当市には他にも冠水箇所があり、今後このような工事の発注も考えられます。今回

のように下水道公団に丸投げでは、職員が育たないのではないか伺う。」という質疑に対し

て、「今回は下水道事業団が監督をして工事を始めますが、市の担当者もその工事現場に行

き、自分の疑問点などを、監督者や現場代理人等に確認しながら、技術的な知識を得ていけ

るものと考えています。」という答弁がありました。 

 次に、反対討論がありました。 

 「私たち日本共産党は、大池第三雨水幹線建設に対して容量不足であり、将来的に禍根を

残します。また、財政が逼迫しているもとで、市民生活を支える施策を優先させるべきだと

事業の凍結を求めてきたところです。随意契約の問題やコスト削減について、どれだけ調

査・検討をしたのか、大変疑問を持つと指摘もしてきました。今回の基本協定の変更は予定

していた工事費を５億９５３万円減として、借金を３億２千３９０万円減らすものとなって

います。しかし、元利償還金は、総額１１億４千１００万円に上り、今後２５年間５年据え

置きとはいえ、今後２５年間毎年１千９００万円の返済が求められ、この間のクリーンセン

ター建設、八街駅前区画整理事業、駅舎整備事業の償還金は８億円を超し、大池第三雨水幹

線建設費が加われば一層厳しい財政運営が強いられます。今、何を最優先にして市政運営か

を改めて見直すべきです。この立場から反対します。」 

 次に、賛成討論がありました。 
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 「八街駅北口を含めた３００ヘクタールの地域の雨水の排水を、この第三雨水幹線が担う

ものと認識しております。特に、近年一区十字路付近の冠水は、大変厳しいものがあります。

このあたりを一刻でも早く解消するためには、この第三雨水幹線が必要であります。かねが

ね八街市は雨水対策が後手にまわってきましたけれども、この第三雨水幹線が一刻も早く完

成することによって、八街駅北口を含めて約３００ヘクタールの雨水の問題が解消できるの

ではないかというふうに推測しています。よって、賛成するものです。」 

 採決の結果、賛成多数のもと、原案のとおり可決と決定しました。 

 次に、議案第１７号は、八街市公共下水道（雨水）整備事業大池調整池用地の取得につい

てです。 

 これは、土地所有者の相続人全員から起工承諾を取得し、施工した調整池用地内の土地に

ついて、相続人との交渉が整いましたので、当該用地を取得するため、議会の議決を求める

ものでございます。 

 審査の過程において委員から、「これで用地買収が全て済んだわけですが、大池調整池の

全体的な整備の進捗状況を伺う。」という質疑に対して、「大池調整池の整備は、現在下流

池は全て終了し、上流池の整備は、整備率が６９．５パーセントです。今後、大池第３雨水

幹線が完成した以降、上流池の整備をしたいと考えています。」という答弁がありました。 

 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。 

 議案第１８号、平成２４年度八街市一般会計補正予算のうち、当委員会に付託されました

のは、第１表歳入歳出予算補正の内、歳出４款衛生費の内１項５目から６目及び２項、５款

農林水産業費、６款商工費、７款土木費、第２表繰越明許費補正の内５款農林水産業費につ

いてです。 

 審査の過程において委員から、歳出５款では、「青年就農給付金は後継者対策の一環とし

て、もっと簡素的で後継者がもっともらいやすい給付金に変えていく必要があると思います。

この問題については、どのように考えているのか。」という質疑に対して、「年間所得が２

５０万円以上になると、１５０万円の給付が受けられないという問題点もあります。一生懸

命頑張って所得を上げると、給付されなくなるなど、非常に問題があると思います。今後も

国・県の方には八街の実情や問題点などを申し上げていきたいと考えています。」という答

弁がありました。 

 次に、歳出７款では「道路側溝や流末での放射能の状況を伺う。」という質疑に対して、

「各地区の側溝清掃の２、３週間前に市の職員と区長さんに立ち会ってもらい、検査を行っ

ており、国の基準をオーバーする数値は検出されていません。業者委託している分は、市内

１０カ所程度検査をした結果、平均４８５ベクレルでした。」という答弁がありました。 

 第２表では「グリーンやちまたの２億５千万円が年度内に調整がつかないということです

が、見通しを伺う。」という質疑に対して、「１月に入札会が終わり、業者が決定していま

す。現在のところ４月３０日までの完成で進めています。」という答弁がありました。 

 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。 
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 議案第２１号は、平成２４年度八街市下水道事業特別会計補正予算についてです。 

 審査の過程において委員から、「流域下水道維持管理費は放射能関係で増額されているが、

東京電力への賠償はどのようになっているのか。」という質疑に対して、「東京電力への賠

償請求は、県で賠償請求を行っております。賠償額に応じて、負担率により流域の団体に返

還されています。全体の維持管理費から２千９０４万５千１７０円が差し引きされ、今回の

管理負担金となっています。」という答弁がありました。 

 次に「整備されているところには住居が張り付いていて、用途区域内の普及率の９０パー

セントは、難しいと考えます。区域外への布設についてどのように考えているのか伺う。」

という質疑に対して、「用途区域外を整備する場合の整備条件は、原則として、現区域内の

９０パーセントの整備が必要となっています。特別な事情があった場合に多少の融通がきく

ような県の回答もありましたが、最低でも９０パーセントを超えないと難しいのではと判断

しています。」という答弁がありました。 

 次に、反対討論がありました。 

 「第２表には、変更による継続費補正も載っております。下水道は、周辺の雨水が集中し

て集積されるところから、放射能の関係の検査などしっかりと対応すべきであります。また、

平成２４年度の予算でも、日本下水道事業団の研修費が載っていますが、このような研修に

果たして参加していいのかどうか、甚だ疑問に思うわけであります。このようなことにより

反対します。」 

 採決の結果、賛成多数のもと、原案のとおり可決と決定しました。 

 議案第２２号は、平成２４年度八街市水道事業会計補正予算についてです。 

 審査の過程において委員から、「不納欠損２３０万４千円は何件分か伺う。」という質疑

に対して、「１３２世帯、２６５件です。」という答弁がありました。 

 次に「漏水の件数について伺う。」という質疑に対して、「本年度２月末現在で、本管に

ついては２９カ所、給水管については１５０カ所、合計１７９カ所で、前年同時期と比較い

たしますと、２４件減っています。」という答弁がありました。 

 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。 

 議案第２３号、平成２５年度八街市一般会計予算のうち、当委員会に付託されましたのは

第１表歳入歳出予算の内、歳出４款衛生費の内１項５目から６目及び２項、５款農林水産業

費、６款商工費、７款土木費、１０款災害復旧費についてです。 

 審査の過程において委員から、歳出４款では「資源回収実施団体奨励金の事業状況を伺

う。」という質疑に対して、「資源回収実施団体奨励金は、平成２５年度予算案では、奨励

金を１キログラムあたり４円から２円に半減する予算案を提出させていただきましたが、市

内部おいて再度検討した結果、当市では今後もごみの減量化やリサイクルを積極的に推進し

ていく立場から、現在６３団体、約６千人以上のボランティアの方々の活動を支援すること

として、平成２５年度の奨励金については、平成２４年度と同額の１キログラムあたり４円

とすることを３月４日開催の市行財政改革本部会議において決定されたところです。また、
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不足が見込まれる予算については、執行状況を見ながら、早ければ９月議会で補正などによ

り対応したいと考えています。」という答弁がありました。 

 次に「井戸水の検査で、最近不適と認められる井戸があれば、その状況を伺う。」という

質疑に対して、「平成２３年度においては、南部地区６５カ所を検査して、硝酸態窒素及び

亜硝酸態窒素が基準値を超えた井戸は、全体の３２．３パーセント、２１カ所が検出されま

した。また、一般細菌が検出された井戸は、３カ所ありました。」という答弁がありました。 

 次に「地下水の水質検査では、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素が基準値を超えた井戸がある

中、なぜ、検査箇所を減らすのか伺う。」という質疑に対して、「水質検査を行っている場

所は、以前に廃棄物が埋められたなど、地下水に影響がありそうな場所について検査を行っ

ているところです。全体的なバランスを見て、平成２５年度は南部地区６０カ所を検査すれ

ば、八街市内の井戸については、網羅できると考えています。」という答弁がありました。 

 次に「クリーンセンターの焼却主灰、飛灰の処理状況について伺う。」という質疑に対し

て、「平成２５年度の焼却主灰は、今までどおり、３カ所に搬出することになりました。飛

灰については、現在クリーンセンターに保管してある分を鹿島に常時搬出する予定です。３

月に薬剤処理の施設が完成しますので、それに伴って秋田県の小坂及び長野県にも搬出する

予定です。」という答弁がありました。 

 次に「家庭用小型合併処理浄化槽設置事業は、予算は足りるのか。」という質疑に対して

「平成２５年度においては、新規の設置については、補助対象にしない改正をしたところで

すが、平成２４年度の実績を見ますと、通常型の汲み取り転換が１基、高度処理型の単独転

換が１３基、高度処理型の汲み取りからの転換４基で、計１８基になります。平成２５年度

は転換分を２３基予定し、前年度を上回る予算計上になります。」という答弁がありました。 

 次に「焼却処理施設管理業務が、昨年度より増額になっている理由を伺う。」という質疑

に対して、「運転管理は、平成２２年度から平成２４年度までの契約が切れまして、今度、

平成２５年度から３年間の契約を結ぶことになりますが、昨年度の運転管理業務が１億１千

３４０万円。それに対して、今年度は１億７千７５３万４千円になりますので、この分の増

額になります。」という答弁がありました。 

 次に「焼却炉維持修繕事業の今後の見通しを伺う。」という質疑に対して、「平成２２、

２３、２４年度にかけて、一番費用のかかる焼却炉の耐火物については、概ね終了していま

す。今後はごみの量を考慮すると、維持修繕は部分的修繕で済むのではないかと考えていま

す。」という答弁がありました。 

 次に、歳出５款では「農業振興費の増の理由を伺う。」という質疑に対して、「輝けちば

の園芸産地整備支援事業のパイプハウス等の導入について、昨年度の約３倍の予算を計上し

ました。また、青年給付金では、１名分１５０万円の増などが主なものになります。」とい

う答弁がありました。 

 次に「園芸用廃プラスチック適正処理事業では、３．１１以降、処理受け入れが難しいこ

とがありましたが、現状を伺う。」という質疑に対して、「昨年の２月１０日に放射性物質
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の関係で、東金の処理工場が停止になったことがありました。その後、ビニール等を洗浄し

て搬入する等の条件のもと受け入れが再開され、８月から八街市としては一斉回収を開始し

ました。中には若干基準を超えるものもありましたが、年２回実施していますので、再度洗

浄して搬出していただくことで対応しています。今のところ、順調に進んでいます。」とい

う答弁がありました。 

 次に「有害鳥獣駆除対策事業では、４月からカラスの駆除など１年を通して許可を取るこ

とが可能になったと聞いているが状況を伺う。」という質疑に対して「平成２４年度は３月

末まで許可をとって、実施することになりました。平成２５年度については、年間を通じて

駆除対策を実施する予定です。」という答弁がありました。 

 次に「環境保全型土づくり対策事業では、ヘアリーベッチも取り入れていく話がありまし

たが、どのようになっているのか。」という質疑に対して「現在は、エン麦や小麦関係の種

子を配付して、実施していますが、ヘアリーベッチは、現在、試験ほ場を設置し、効果等を

検証しています。この種子は麦と比べて高価なものなので、経済効果などもあわせて研究す

る必要があります。試験ほ場の成果を見ながら検討したいと考えています。」という答弁が

ありました。 

 次に「農業委員会委員の女性委員の登用について伺う。」という質疑に対して、「千葉県

女性農業委員の会があり、積極的に参加していただいています。」という答弁がありました。 

 次に「後継者対策を含めて、ＪＡアグリの雇用派遣のような雇用についてどのような状況

か。」という質疑に対して、「雇用確保ということでは、当市としては行っていません。」

という答弁がありました。 

 次に「農業振興費の農業研究会補助金の内容を伺う。」という質疑に対して、「農業研究

会を構成する組織としては１０団体あります。グリーンやちまた、農協青年部、植木組合、

酪農、養豚、養鶏、梨組合、指導農業士並び農業士会、北部連合出荷組合、酒米組合が活動

しています。主だった内容は、指導農業士並び農業士会等において、後継者育成やＴＰＰの

関係講演会、畜産関係では、伝染病予防などの取り組み、グリーンやちまたでは市場関係へ

の消費拡大。農協青年部では、新品種の導入試験等を実施しています。」という答弁があり

ました。 

 次に「被害森林再生・資源循環促進事業の内容を伺う。」という質疑に対して、「被害森

林の再生に向けて、病虫害、気象災害に対して、事業費のうち１０分の４以内を県と市で補

助しているものです。」という答弁がありました。 

 次に、歳出６款では「シルバー人材センター補助金の内容を伺う。」という質疑に対して、

「シルバー人材センターに係る人件費に充てているものです。」という答弁がありました。 

 次に、「勝浦のＢ－１グルメ大会に参加する予算は、計上されているのか。」という質疑

に対して「平成２４年度においては、２２回にわたって各地区に八街の特産品のＰＲを行っ

ています。それに伴う、予算の計上はしていませんが、落花生を消耗品で購入して配布した

り、農政課の協力によりニンジンジュースも配布しています。このような中でやり繰りをし
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てＰＲ活動を行って行きます。」という答弁がありました。 

 次に、「酒々井アウトレットモールによる八街の商店街などの影響をどのように考えてい

るのか。」という質疑に対して「酒々井アウトレットモールには、特産品等をＰＲする市の

パンフレットを置かしていただけることになっていますので、市内商店の活性化につながれ

ばと期待しているところです。空き店舗対策として、ぶらんみなみ、ギャラリー悠々、八街

推奨の店ぼっちに賑わいを創出するための事業を継続して、空き店舗対策として行っていき

たいと考えています。」という答弁がありました。 

 次に「商工業振興費減の理由を伺う。」という質疑に対して、「中小企業資金融資預託金

が平成２４年度、６千万円だったものが、平成２５年度は４千万円、２千万円の減額となっ

ています。これについては、預託金の１０倍までが、貸付の限度額として千葉県信用保証協

会と信用保証に基づき、八街市内の中小企業者に融資できるものとなっています。平成２５

年１月末現在において、本制度を利用しての各金融機関の債務残高合計が約２億２千８００

万円となっています。預託金が平成２５年度４千万円ですと、４億円まで融資できます。平

成２５度においては、約１億７千万円の融資が可能となります。このことにより、今回預託

金を４千万円とし、昨年度より２千万円減額したものが大きな要因です。」という答弁があ

りました。「ちばプロモーション協議会の内容を伺う。」という質疑に対して、「ちばプロ

モーション協議会は、県の観光協会が事務局となって県内で物産展など、いろいろなキャン

ペーンを行っています。当市も催し物があるときに参加しています。」という答弁がありま

した。 

 次に、歳出７款では、「国の臨時交付金はハード面だけではなくて、ソフト面でも活用で

きるということなので、積極的に対応してもらいたいが、どのような状況か伺う。」という

質疑に対して、「今回、国の方に要望している舗装修繕の関係は、いわゆる生活道路で２５

路線ピックアップして、総額１億２千２００万円を要望したところです。」という答弁があ

りました。 

 次に「市税収の固定資産税が約５千３００万円増えています。住宅リフォーム補助事業に

よる増改築で、固定資産税の増収に貢献しているのか伺う。」という質疑に対して、「固定

資産税等の増収に結び付いたかはわかりませんが、市内業者が４７件工事していますので、

地域の活性化につながっていると考えています。」という答弁がありました。 

 次に「公園費の減の理由を伺う。」という質疑に対して、「都市公園維持管理業務の委託

内容の見直しを行いました。具体的な例では、木を剪定する回数を減らすなど、削減を図っ

たところです。削減による維持管理の水準を維持するためには、職員が巡回して適切な管理

をしていきたいと考えています。」という答弁がありました。 

 次に「市営住宅の環境整備の充実を望むがいかがか。」という質疑に対して「実住、富士

見、榎戸、笹引、交進団地の一部では公募を停止しており、退居した部屋には、入居できな

いことになっています。交進団地は、平成２５年度から全住宅について公募を停止し、朝陽

団地についても、耐用年限の３０年を過ぎていますので、徐々に公募の停止を考えていきた
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いと思います。限られた予算の中で、できる限りの修繕をしていきたいと考えています。」

という答弁がありました。 

 次に、反対討論がありました。 

 「平成２５年度の予算編成は、基本的な考え方はもちろんのこと、強引な行財政改革推進

の無謀さを露呈したものだと言わざるを得ません。付託された４款衛生費の中のリサイクル

推進では、資源回収団体への奨励金４円を２円に、これではリサイクルも進むわけがなく、

市は議案提案から、わずか数週間で訂正。全く市民感情などを考えない予算が計上されたも

のであると言わざるを得ません。また、太陽光発電助成金は昨年並みで、市民の自然エネル

ギーへの高まりからすれば消極的な予算であります。クリーンセンターでは、運転管理業

務・修繕費に３億７千７００万円もかかり、市の財政を圧迫していることは間違いのない事

実であります。八街市の基幹産業である農業、商工予算は３億８千万円、総予算のわずか１．

９パーセントの予算配分であり、これでは活性化しません。農林水産業費では、あくまでも

北総中央用水事業を進め、農家が要らないというのに推進をし、その背景にある道路の改

善・設置は放置されたままであります。商工費では、利子補給金は２千万円も減額され、業

者が最も必要としている少額の貸付制度は幾ら提案をしても、ナシのつぶてである。商店街

活性化の対策は遅々として進まず、さまざまな空き家店舗活用を提案してもそのままで、こ

れでは街中が衰退していくのは目に見えてきます。真剣に街づくりを考える必要があります。

７款土木費では、大池第三雨水幹線整備事業に１億６千万円もの負担金の拠出金であり、身

近な道路舗装こそ優先させるべきであります。住宅リフォーム助成制度は大変市民に喜ばれ

たとしながらも、予算は昨年並みの３００万円、市の活性化を実感しながら、起爆剤としよ

うとしない市の姿勢があらわれています。住宅管理費では交進住宅や笹引団地など環境を整

備しなければならないのに十分な予算措置がなく、いかにも早く出ていってくれと言わんば

かりの対応であります。十分な予算措置をすべきであります。以上の点から反対討論といた

します。」 

 採決の結果、賛成多数のもと、原案のとおり可決と決定しました。 

 議案第２７号は、平成２５年度八街市下水道事業特別会計予算についてです。 

 審査の過程において委員から、「下水道台帳等作成業務の内容を伺う。」という質疑に対

して、「毎年、下水道を整備した場所、延長、桝の位置などをデータ入力して、図面化して

いる業務です。」という答弁がありました。 

 次に、「公共下水道維持管理業務の委託内容を伺う。」という質疑に対して、「マンホー

ルポンプの点検業務になります。毎月８カ所について電源設備、人孔内の点検、ポンプの稼

働状況の確認などを行っています。」という答弁がありました。 

 「大池第三雨水幹線工事概要の説明などは、どのように行っているのか伺う。」という質

疑に対して、「地元の説明会では、位置図などについて、スライドを使って工事概要等を説

明しています。議員の方については、全員協議会で位置図により説明しているところですが、

詳細な資料の配付については検討させていただきます。」という答弁がありました。 
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 次に、「大池第三雨水幹線工事の残土処理について伺う。」という質疑に対して、「残土

については、薬剤注入をしての掘削になり、産廃扱いになりますので、佐倉市の処分場に搬

出する予定です。」という答弁がありました。 

 次に、「下水道使用料の減の理由を伺う。」という質疑に対して、「大木にある大口の利

用者であった食品加工工場が、移転したことによることが主な原因になります。」という答

弁がありました。 

 次に、「公共下水道汚水整備工事により、受益できる世帯数を伺う。」という質疑に対し

て、「この工事による隣接する住宅の軒数は１０軒になります。」という答弁がありました。 

 次に、「雨水排水で実住小裏の県営住宅脇についてはどのように考えているのか。」とい

う質疑に対して、「公共下水道雨水事業計画においては、幹線としての計画はない状況で

す。」という答弁がありました。 

 次に、反対討論がありました。 

 「歳出の７８．２パーセントを占める下水道雨水建設費は、前年対比７２．６パーセント

増であり、大池第三雨水幹線工事が進められています。財政が逼迫していることで、市民生

活を支える施策を求めてきましたが、このようなことが後回しにされる危険性もあります。 

 また、クリーンセンター、駅北側区画整理事業、駅舎整備事業などの償還金８億円に大池

第三雨水幹線を加えれば、莫大な借金返済となり得ることは明らかです。まさしく市民要望

が遠ざかってしまいます。このようなことから反対します。」 

 次に、賛成討論がありました。 

 「大池第三雨水幹線工事により、約３００ヘクタールの八街駅北口から、一区、文違、八

街学園付近を含めた地域の冠水が緩和、解消されるのではないかと考えています。八街市の

喫緊の課題の中に雨水排水対策があります。富山地先、一区地先、三区地先の排水について

は、市民の要望が大変強いところです。今回、大池第三雨水幹線の整備をすることによって、

その１カ所が解消されることなので、この事業に賛成します。よって、この議案に賛成しま

す。」 

 採決の結果、賛成多数のもと、原案のとおり可決と決定しました。 

 次に、議案第２８号は、平成２５年度八街市水道事業会計予算についてです。 

 審査の過程において委員から、「給水申込負担金の算出根拠を伺う。」という質疑に対し

て、「自然増分を計上しています。」という答弁がありました。 

 次に、「老朽管更新工事の内容を伺う。」という質疑に対して、「工事費舗装本復旧工事

を含めて、１億４千５００万円で、施工距離は１千２１９メートル、４カ所になります。」

という答弁がありました。 

 次に、「水道料金の見通しについて伺う。」という質疑に対して、「推計で予測していた

よりは、補助金が減額となっているため、赤字は予想されますので、数年先には水道料金の

値上げが必要になると考えています。」という答弁がありました。 

 採決の結果、賛成全員のもと、原案のとおり可決と決定しました。 
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 以上、経済建設常任委員会に付託されました、案件に対する審査の結果について、ご報告

申し上げました。何とぞ、当常任委員会の決定どおり、ご賛同くださいますようお願いいた

しまして、委員長報告を終わります。 

○議長（中田眞司君） 

 以上で、各常任委員長の報告を終わります。 

 これから、各常任委員長報告に対する質疑を行いますが、委員長報告に対する質疑の範囲

は、委員会の審査過程及び結果に対する質疑に限られ、議案の審議に戻るような質疑はでき

ませんので、ご了承願います。 

 最初に、総務常任委員長報告に対する質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中田眞司君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで、総務常任委員長報告に対する質疑を終了します。 

 次に、文教福祉常任委員長報告に対する質疑を許します。 

○丸山わき子君 

 議案第２３号に対して、１点お伺いしたいというふうに思います。 

 先ほどの委員長の報告の中で、賛成討論では教育予算について、適切な予算となっている

という内容の報告がございました。しかしながら、教育予算は総務費、学校管理費、また、

教育振興費など、約６千６００万円が削減されております。その辺について、どのように論

議されたか、委員長からの答弁をいただきたいというふうに思います。 

○山口孝弘君 

 文教福祉常任委員会では、長時間にわたり、２日間にわたって議論されたわけでございま

すが、賛成討論で適切な予算になっているという報告ですが、これは、あくまでも賛成討論

でありまして、賛成討論の中で、そういう言葉があったということでありまして、しっかり

とした議論がされたというふうに、私は思っております。 

○丸山わき子君 

 あくまでも賛成討論ということは、根拠があっての賛成討論であろうかというふうに思う

わけですけれども、どう見ても、約６千６００万円もの削減というのは、教育行政に対する

大きなしわ寄せになるのではないかと、私は大変心配するところであります。 

 それと、もう１点、議案第２４号、これは国民健康保険特別会計予算についてお伺いする

ところであります。 

 報告等を伺っておりますと、年々医療費は増大していると。人間ドック等も導入し、予防

医療に対しての対策を強めているということもわかったところでありますが、しかし、特定

健診に対して予算の削減をしていると。そこら辺については、なぜ予算減になったのかとい

ったところの論議がされたのかどうか。こういった早期発見、早期治療に対する、そういう

取り組みの強化ということは、必要ないのかどうか。その辺についての論議がどのようだっ
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たのか、お伺いしたいと思います。 

○山口孝弘君 

 その点の論議については、あくまでも要約ですので、要約した中で説明させていただきま

したが、十分な論議がされたものと、私は思っております。 

○議長（中田眞司君） 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中田眞司君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで、文教福祉常任委員長報告に対する質疑を終了します。 

 次に、経済建設常任委員長報告に対する質疑を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中田眞司君） 

 質疑なしと認めます。 

 これで、経済建設常任委員長報告に対する質疑を終了します。 

 次に、議案第２３号、平成２５年度八街市一般会計予算の組み替えを求める動議が、配付

のとおり提出されました。この動議は、所定の提出者がおりますので、成立しました。 

 ここで、提出者の説明を求めます。 

○丸山わき子君 

 それでは、平成２５年度八街市一般会計予算について組み替えを求める動議につきまして

の説明をしたいと思います。 

 提出者は、私、丸山、また、右山正美議員、京増藤江議員でございます。 

 組み替えを求める理由につきまして、長引く不況のもと、国の消費税大増税、社会保障の

削減の一体改革が押し付けられようとしているとき、地方自治体は国の悪政の防波堤となり、

市民が安心して暮らせる街づくりを進めることが求められております。 

 しかし、北村市長の提案した新年度予算は、徹底した事務事業の見直しによる市民サービ

スの廃止、削減、負担増の一方で、強引な大池第三雨水幹線事業の推進であります。これで

は、市民生活や地域経済は一層悪化するばかりです。日本共産党市議団は、深刻な財政危機

のもとでも、市民の暮らし、福祉を優先する予算の組み替えの再提出を提案するものであり

ます。 

 ２点目に、組み替えの基本的な考え方についてであります。住民の福祉の増進を図る、こ

のことを基本とする地方自治法の本旨に沿って、市民生活を向上させる。そのために、次の

４点にわたっての充実を求めるものであります。 

 １点目は、保健・福祉施策の充実を図ること。 

 ２点目に、防災・減災対策、安全・安心の街づくりを進めること。 

 ３点目に、子育て・教育施策の充実を図ることであります。 
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 また、４点目には、地域経済活性化で元気な街づくりに取り組むことであります。 

 次に、組み替えの内容についてご説明いたします。 

 １点目に、雑紙・布類など、ごみの分別・減量化に取り組み、あわせてクリーンセンター

の維持管理費の縮小を図っていく。また、リサイクル推進費の資源回収奨励金については、

２３年度当時のキロ５円に戻す。そのために、２７６万５千円を計上するものであります。 

 いま少し説明いたします。新年度予算の編成にあたりましては、２９７事業の見直しの中

で、リサイクルへの市民意識は定着したとし、資源回収団体への補助金、キロ当たり４円か

ら２円に、将来的にはゼロ円にすることを明らかにいたしました。しかし、委員会の審議の

中で、４円に戻すという答弁がありました。市のリサイクルは財政難の中で、今後のクリー

ンセンターの維持管理費を最小限にとどめることが求められており、そのためには、燃やす

ごみ行政から再利用へと切り替えていく一層の努力と取り組みが求められています。そのた

めに、市民との協働が必要であり、せめて平成２３年度のキロ５円復活は必要であります。 

 以上のことから、２７６万５千円を計上いたします。 

 ２点目に、暮らし・子育て・福祉を応援する点でございます。 

 身体障害者・精神障害者保健福祉手帳交付等診断料助成の削減、はり・きゅう・マッサー

ジ券の支給制限を復活させるという内容でございます。 

 新年度予算では、身体障害者・精神障害者保健福祉手帳交付等診断料助成を削減しようと

しています。障害者保健福祉手帳交付を申請する人は、収入のない方がほとんどであります。

負担強化は認められません。 

 はり・きゅう・マッサージ券についても、２４枚から１２枚への支給制限をするものであ

ります。高齢者にとっては、大切な治療の一部であり、サービスの削減は認められません。 

 以上の点から、３３万６千円を計上するものであります。 

 次に、児童クラブの時間延長による保育料の負担をなくすという点であります。 

 これは、１５０万円の計上であります。指導員の時給９００円に対し、半分を父母が負担

するというもので、この父母負担分を計上したものであります。 

 次に、就学援助費の拡充、８００万円であります。 

 これは、国の方からもクラブ活動費、生徒会費、ＰＴＡ会費についても、就学援助の内容

とすることを指導されております。現在、小学校２５７名、中学校１５３名の子どもたちが

就学援助を受けているわけですが、このクラブ活動費、生徒会費、ＰＴＡ会費を援助すると

なりますと、現予算にプラス８００万円を計上するということでございます。 

 次に、学校図書室への新聞配備についてであります。 

 これは、平成２４年度から地方交付税化されております。各学校に１紙ずつの新聞を配備

することで、５０万円が必要となってまいります。５０万円を計上いたします。 

 ３点目に、地域経済活性化への事業促進、雇用の増大ということで、まず１点目は住宅リ

フォーム助成を増額する計上をするものであります。平成２４年度は、当初３００万円、補

正で１００万円、総額４００万円で事業費は６千６００万円となり、本市でも経済波及効果
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があることを実証いたしました。この制度を起爆剤とした元気な街づくりに取り組むべきで

あります。新年度当初予算は、平成２４年度と同じ３００万円でありますが、消費税増税の

動向のもとで、増大することが見込まれます。また、補正を組むまでの間、申請が間に合わ

ないという谷間をなくすために、５００万円を増額し、総額８００万円とするものでありま

す。 

 次に、住宅用太陽光発電設備導入推進補助金の増額であります。６００万円を計上いたし

ました。平成２４年度、７６基、補正を含めますと７５２万７千円、平成２５年度当初予算

は前年度と同様４２０万円です。補正を組むまでの間、申請できない。また、市民の要望は

大変多くなっております。６００万円の増額とするものであります。 

 次に、小中学校施設の維持補修・修繕であります。これは、２千万円の計上といたしまし

た。当初予算では、各小中学校の補修修繕要望の約半分の予算しか計上されませんでした。

教育環境を整える。このことは、自治体の大きな役割であります。よって、２千万円を計上

したものであります。 

 次に、住宅耐震改修費の補助枠を増やすということで、１０件、１００万円を計上したも

のであります。減災対策として取り組まなければならない分野であります。平成２７年度ま

でに、耐震化９０パーセントに持っていくという県の計画がございます。また、市もそうし

た計画がございます。残念ながら遅々として進んでいないのが実態であります。周辺自治体

の補助額を参考にいたしまして、補助枠を３０万円から４０万円に広げ、住宅改修を後押し

するものであります。 

 次に、交通安全施設整備事業費を前年度並みに戻すということで、２７０万円を計上いた

します。これは、カーブミラー設置費でございますが、設置箇所の減少により、平成２４年

度５８９万４千円から、平成２５年度は３１０万６千円と５２．６パーセントの削減となっ

ております。市の道路事情からいえば、計画的に高規格のミラーへと設置への切り替えが求

められております。安全性を確保していく必要があります。そのために、２７０万円の計上

といたしました。 

 以上、合計額は４千７８０万円となります。この組み替えの財源につきましては、市長の

報酬・交際費の削減をはじめ、財政調整基金・市債の繰り入れを検討したいと思います。 

 また、元気臨時交付金の活用、これも国の方からも交付金があるわけですが、八街市には

３億１千万円がおりてくるという予定のようでございます。こうした交付金の活用、また、

税金の無駄をなくすという点で、入札制度の改善をしていかなければならないと思います。

平成２４年度の土木に関わる一般競争入札の結果は、平均９７．２８パーセントと大変高い

落札率になっております。９５パーセント以上は談合の疑いが極めて高いと言われているわ

けで、公正・透明・競合性をより一層発揮させ、高落札への厳しい対応、改善が求められて

います。 

 そして、いま一つは市の土地の活用であります。こうしたところから財源を捻出し、市民

の皆さんの暮らしを守る。そして元気な街づくりへの予算計上をしたいというふうに考えて
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おります。ぜひ、この提案に対し、ご協力いただきたい、このように思います。 

○議長（中田眞司君） 

 これから、組み替えを求める動議に対しての質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中田眞司君） 

 質疑がなければ、これで質疑を終了します。 

 次に、議案第２３号、平成２５年度八街市一般会計予算に対する修正動議が配付のとおり

提出されました。 

 この動議は、所定の提出者がおりますので、成立しました。 

 ここで、提出者の説明を求めます。 

○桜田秀雄君 

 それでは、平成２５年度八街市一般会計予算に対する修正動議の説明をさせていただきま

す。 

 提案者は、私、桜田秀雄でございます。賛成者は古場正春議員でございます。 

 それでは、平成２５年度八街市一般会計予算に対する修正動議について、提案の理由を述

べさせていただきます。 

 予算の一部修正を求める主なものは、資源回収実施団体への奨励金を１キログラム当たり

５円に戻し、歳入歳出の総額を１９９億１千７９２万１千円にしようとするものです。具体

的な内容については、お手元に配付されておる修正案のとおりでございますが、若干、提案

に至った理由を述べさせていただきます。 

 ３月定例議会に提案された平成２５年度八街市一般会計予算、歳出４款衛生費、１項保健

衛生費中、リサイクル推進費が前年度の約半額１５６万８千円が計上されております。 

 審査の過程で、市民回収団体に対する奨励金は、１キログラム当たり２円とし、１４６万

円を計上したと答弁がございました。当該奨励金は、平成２３年度まで、１キログラム当た

り５円であったものが、平成２４年に４円に引き下げられ、平成２５年度はさらに２円に引

き下げる内容になっております。資源回収奨励金は、成田市の１キログラム１０円をはじめ、

県内３７市中、２６の市で取り組まれている事業であります。本会議一般質問の中で、市民

との協働を成熟させるために、財政的にひ弱な協働の担い手である各種団体の育成強化を論

じたところでございますが、昨年は市民と協働に対する協力団体への背信行為であります。

３月１１日に開催されました協力団体への事業説明会では、参加者の間から協力団体をばか

にするのか。値下げに反対、削減ではなく、増額を求める声が相次ぎました。今回、当局は

盛り上がってきた市民との協働に冷や水を浴びせ、市民に対して修復不可能なほどの不信感

を植え付けてしまいました。 

 今、議会としてやるべきこと、できることは何でしょうか。修復不可能に陥った市当局と

関係諸団体との融和を図り、奨励金の削減ではなく、平成２３年度当時の１キログラム５円
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に戻すことで、財政的にひ弱な市諸団体に手を差し伸べ、協働の担い手である諸団体の育成

強化に努めることであります。本予算の提案説明の中で、市長は限られた財源を重点的かつ

効果的に配分する施策精選型、通年型予算としたと述べております。リサイクル推進費、資

源回収実施団体奨励金の事業は、１年を通じて行う通年型の事業であります。リサイクル事

業奨励金は、単なる助成金ではありません。子どもたちが大人と一緒に汗を流して資源の回

収を行うことは、行動を通じて資源の大切な住環境を守ることを学ぶことであり、汗を流し

て得た奨励金で、子ども会の活動を支えることは、生きた教育、実践教育そのものでありま

す。 

 地方公共団体の予算は、法律そのものであります。先ほど、経済建設常任委員長の報告の

中に、３月４日の会議の中で、本会議での答弁を修正し、資源回収実施団体に対する奨励金

を現状維持すると表明されたとお聞きしておりますけれども、地方財政法第３条では、予算

は合理的な基準により、その経費を算定し、これを予算に計上しなければならないと定めら

れており、答弁の修正は合理的な基準に誤りのあったことの証であり、予算書で修正するの

が、健全な議会のあり方であります。 

 よって、第１に市と協力団体の融和、信頼性の再構築を図ること。 

 第２に奨励金の削減ではなく、１キログラム当たり５円に戻し、協働の担い手であり、財

政的にひ弱な協力団体の育成強化を図ること。 

 第３に地方公共団体の予算は、法律そのものであり、過ちは予算書で修正するのが議会の

役割であると思います。 

 以上、３点の観点から予算の修正を求めるものです。よろしくご審議の上、議決ください

ますよう、お願いを申し上げます。 

○議長（中田眞司君） 

 これから、修正動議に対しての質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

○川上雄次君 

 ただいまご説明がありましたので、若干、疑問点をお尋ねしたいと思います。 

 先ほど、委員長報告をさせてもらいましたけれども、当委員会で今回の予算改正、４円に

戻すという執行からの説明がありました。これについては、今回の一般質問の中でも、私も

リサイクルの推進ということで一般質問させてもらいました。また、私ども会派の鯨井議員

の方からも、議案の質疑の中で２円にすることはいかがなものかという質問をさせてもらっ

た中で、議会と執行との議論の中で、現状４円に戻すということで、そういった経緯がござ

いました。 

 今、桜田議員のご説明を聞いていく中で、４円に戻すのではなくて、５円にという観点な

んですけれども、どうして４円ではなくて５円までという形の提案になったのか。それをも

う一度、お聞きしたいと思います。 

○桜田秀雄君 
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 まず、１点目は先ほど申し上げましたように、３月議会の一般質問の中でも、いわゆる市

民との協働である担い手、市民団体、ボランティア団体、子ども会、こうしたものの育成強

化が必要であると、こういう質問をいたしました。また、３月５日、当局の会議の中で、４

円に戻すと、そういう話があったという話を聞いておりますけれども、３月１１日に開催を

されました協力団体への説明会、約６０団体以上が参加されたと思うんですが、私も傍聴さ

せていただきました。この中で、やはり先ほど申し上げましたように、長い間、いわゆるリ

サイクル、そして焼却炉を長持ちさせたい、そういうことで、十数年間、皆さんが協力をし

てきた。そういうものに対して、あまりにも非情ではないか。値下げどころではなくて、５

円に上げてほしいと、こういう声もありましたので、私の意見と一致するところがございま

したので、提案をさせていただきました。 

○川上雄次君 

 今のお話の経緯はわかりましたけれども、本来この奨励金というのは、リサイクル協同組

合から各種団体へ支払われた金額プラスアルファというか、相場的なものが下がってきて、

運営が厳しいときに、市の方で奨励金を出して支援するという、そういう本来の目的があっ

たと思うんですね。それで、今は例えば新聞に関しては１キログラム２円、雑誌は１円、ア

ルミ缶は１キログラム１０円、ビール瓶は２円という形で、昔は低くて奨励金を出さなけれ

ばならないということだったと思うんですけれども、この平成２３年、２４年に関しては５

円から４円にと、昨年の１年前にこの議会で予算案が出されて、１回下がっているんですけ

れども、このとき、５円から４円にすることに関して桜田議員は賛成されていますよね。今

回、その奨励金という観点から考えると、この相場等が変わったから、もう１円上げろと言

われているのか。それとも、別のお考えがあって言われているのか。昨年の１年前の議決の

ときと、今とどういった形で変わられたのか。その辺をお伺いします。 

○桜田秀雄君 

 確かに昨年の予算の中では、そのような経緯があったと思います。今、協働のまちづくり、

昨年度８回の市民講座がございました。大変盛り上がってまいりました。私も長年の経験の

中で、いわゆる市民団体というのは、本当に財政的に苦しいんですね。そういう中で、どう

いう形で、この市民団体、いわゆる協働の担い手を育てていこうかと、そう考えたときに、

ただ単なる助成金、例えば市川市のように予算の１パーセントを充てるとか、そういうこと

もございますけれども、八街市には、そういう財政的な裏付けもございませんから、先ほど

申し上げましたように、汗を流して働くことでやっている、この資源回収、これに対して厚

い手当をして、それを活用して市民団体が健全な経営を行っていただきたい。そういう観点

からご提案を申し上げています。 

○鯨井眞佐子君 

 お伺いいたします。今、桜田議員が協働のまちづくりで、今、市民の皆さんから盛り上が

りがあったと。それで、推進団体が盛り上がったみたいな言い方をされましたけれども、そ

うではなくて、この推進団体はもとからやっております。それで、今回、今、桜田議員が提
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案理由の中で言っておりました、３月１１日の会議の中で増額の声が相次ぎましたと。どの

ような状態だったのでしょうか。 

○桜田秀雄君 

 先ほど申し上げましたように、例えば老人会、この皆さん方は、この制度ができた当時か

らこの運動に参加をされてきたと、こういう経過がありまして、この議案について市の方か

ら各種団体に案内状が届いたと。その中で予算の削減が盛られていたと、こういう状況があ

りまして、老人会やあるいはそうした団体が市役所の方に抗議に来られたと、こういう経緯

がありました。そういう内容が１１日の会議の席上で、そうした皆さんから発言が相次いだ

ということであります。 

○林 政男君 

 実は、私どもの経済環境常任委員会の中で、先ほど来の話が出ました。そのときに、市当

局は、補正をもってきちんと対応するというお話でした。ですから、この一般会計を修正す

るということ、これは市長はベストな予算で出したわけですから、これはこれで、修正しな

いで、このまま行った方が、私はいいと。委員会の中のやりとりでも、私はそういう感触を

受けました。補正でしっかり対応するという経済環境部長がしっかり答弁していますから、

この修正動議には賛成しかねます。そこで、私の意見に対してどうですか。 

 常任委員会では、こういう討論をして、先ほど言ったように補正でしっかり対応するとい

うような答弁が当局から出ましたから、それに対して、ここで修正しなくてもいいんじゃな

いですかというのが、私の意見です。それに対して意見を聞かせてください。 

○桜田秀雄君 

 大変残念なんですが、いわゆる議会の議員である者が、このような発言をされるとは予想

外でございました。先ほども申し上げましたように、予算は地方財政法の中で、合理的な基

準により、その経費を算定しと書かれています。いわゆる、そうしたものを上積みをして予

算編成をされてくるわけであります。そうした基本的な部分で誤りがあったというのであれ

ば、当初予算の審議の中で、そういう話が出てきたものであれば、その中で補正で対応する

というのは、いわゆる通年型予算に対する軽視ではないか。議会の軽視ではないかと、その

ように思います。議会としては、毅然たる態度であり、今回起こった問題について、当局に

反省を求める。そういう意味でも予算案での修正をすべきであると、このように思います。 

○林 政男君 

 ちょっと誤解されているんじゃないでしょうか。当局で出した、この一般会計予算を修正

しようということでしょう。それで、今その中のリサイクルの奨励金については、市当局は

４円を２円、２円を４円といろいろありますけれども、今この予算を出しているわけですよ

ね。そこに、もし、今、桜田議員がおっしゃられるような意見があれば、それは次の例えば

６月とか、９月議会で改めるものは改めていくし、追加補正するものは追加補正していくと

いう考え方でないと、この全部の１９０何億円の予算を直すということでしょう。これは、

私は、その考え方には同調できませんけれども、財源にしても、どういうふうに手当てする
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んですか。増やすと簡単に言いますけれども、そんな簡単に、この１９０何億円、動かせま

せんよ。どういう財源を考えているんですか。 

○桜田秀雄君 

 財源については、一応いろいろ考えたんですが、財政調整基金、これを２９２万１千円上

積みをすると。これで対処したいと、このように考えています。 

○議長（中田眞司君） 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中田眞司君） 

 質疑がなければ、これで質疑を終了します。 

 議案第２号から議案第２８号、議案第２３号の組み替えを求める動議及び議案第２３号の

修正動議の討論通告受け付けのため、しばらく休憩しますので、休憩時間中に通告するよう

にお願いします。 

 しばらく休憩します。 

 なお、再開時刻については、事務局より連絡をいたします。 

（休憩 午後 ２時２９分） 

（再開 午後 ３時２０分） 

○議長（中田眞司君） 

 再開いたします。 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 これから、討論を行います。 

 議案第３号に対し、湯淺祐德議員から。議案第３号、議案第５号、議案第２３号の修正動

議及び議案第２３号に対し、丸山わき子議員から。議案第５号に対し、加藤弘議員から。議

案第７号、議案第２３号に対し、石井孝昭議員から。議案第７号、議案第２４号、議案第２

５号、議案第２６号に対し、京増藤江議員から。議案第１６号、議案第２１号、議案第２７

号に対し、右山正美議員から。議案第２３号の修正動議及び議案第２３号に対し、鯨井眞佐

子議員から。議案第２４号に対し、木村利晴議員から。議案第２５号に対し、服部雅恵議員

から。議案第２６号に対し、小山栄治議員から討論の通告がありましたので、順次発言を許

します。 

 最初に、丸山わき子議員の議案第３号に対する反対討論を許します。 

○丸山わき子君 

 それでは、私は議案第３号、八街市特別職の職員等の給与の特例に関する条例の一部を改

正する条例の制定について反対するものであります。 

 この条例の一部改正につきましては、平成１５年度から毎年３月議会に議案として出され

てまいりました。行政改革の一環と説明していますが、１年で期限が切れて元に戻るという

もので、こうした扱いに真剣に市財政のあり方に向き合っているのかという疑問を持つもの
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であります。 

 市長は、市民の暮らし第一の市政運営に努めているとしつつ、課税所得２００万円以下の

世帯が７割を超す八街市民の生活実態のもとで、新年度予算編成にあたり、弱者への新たな

サービスへの削減、負担増などを盛り込んでいます。市民の目線での妥当な市長報酬にすべ

きであり、また、１年ごとの条例改正ではなく、本則改定として位置付けるべきであります。 

 この立場から反対するものであります。 

○議長（中田眞司君） 

 次に、湯淺祐德議員の議案第３号に対する賛成討論を許します。 

○湯淺祐德君 

 私は、議案第３号、八街市特別職の職員等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条

例の制定について、賛成の立場から討論申し上げます。 

 この一部改正は、市長、副市長及び教育長の給与について、市長にあっては１０パーセン

ト、副市長にあっては７パーセント、教育長にあっては５パーセントの削減をそれぞれ行う

ものであって、今年度平成２４年度においても、平成２３年度の削減率をさらに一段上回る

削減が現在行われているところであります。平成２５年度においても、この平成２４年度と

同様の削減率により給与の削減を引き続き実施するものであります。この削減は、低迷する

昨今の社会情勢や本市の厳しい財政状況等をしっかり受け止めた上での取り組みであり、市

民視点からも評価されるものであると考えます。 

 また、県内でも市長などの給与削減を実施している市町村はさほど多くはなく、一部の実

施しているところと比較しても、今回の本市における削減は、同等ないし、それ以上のもの

になっています。この点から評価すべきものであると考えます。 

 この条例の制定について賛成するものであります。以上です。 

○議長（中田眞司君） 

 次に、丸山わき子議員の議案第５号に対する反対討論を許します。 

○丸山わき子君 

 それでは、議案第５号、市職員の職員管理職手当の特例に関する条例の一部を改正する条

例の制定について反対するものであります。 

 政府は昨年１１月、国家公務員の退職手当を約１５パーセント減らす法改正を成立させ、

全自治体に対し、条例改正で地方公務員も国と同様に退職手当を減額するよう要請していま

す。管理職は自治体にとっては市政運営にあたり、貴重な人材であり、財産であります。財

政が厳しくなったからと、その責任をとらせるのは間違いであります。さらに総務省は管理

職手当の削減を１０パーセント程度求めていますが、八街市では、今回も２０パーセントの

削減で、影響額は７５５万円にもなります。県内の職員の給与比較では、３６市中ワースト

４であり、せめて手当での補充は必要であります。一生懸命働いても管理職だから、中堅層

だからとカットされていたのでは、働く意欲に関わります。責任ある立場の職員の保障をす

べきであり、管理職手当の削減は、やるべきではありません。以上の立場から反対するもの
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であります。 

○議長（中田眞司君） 

 次に、加藤弘議員の議案第５号に対する賛成討論を許します。 

○加藤 弘君 

 私は、議案第５号、八街市一般職の職員の管理職手当の特例に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について賛成討論をするものであります。 

 職員の管理職手当は、さかのぼること平成１７年度から一定の減額が実施されてきている

ところです。これは、本市の厳しい財政状況をきちんと受け止め、管理職自らが率先して何

らかの対応をしなければならないという意思表示のあらわれであるものと捉えており、大い

に評価されるべきものと認識しているところであります。依然として本市の厳しい財政状況

に改善の兆しが見られず、先に開催された市の行財政改革推進本部においても、このような

財政状況のもとでは管理職手当の削減を止める時期にはないとのことから、平成２５年度に

おいても２０パーセントの減額を実施するという決定がなされ、これをもとに平成２５年度

の時限措置として２０パーセントの減額が実施されるということであります。 

 このような管理職職員の思いや行財政改革推進本部における決定は、尊重されるべきもの

と思うところであります。 

 このようなことから、この改正条例の制定について賛成するものであります。 

○議長（中田眞司君） 

 次に、京増藤江議員の議案第７号に対する反対討論を許します。 

○京増藤江君 

 それでは、議案第７号、八街市児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例の制定について反対討論をいたします。 

 日本共産党は、児童クラブの開設時間延長を一貫して求めてきました。今回７時まで延長

する条例が出されたことは大変歓迎するものですが、延長分の保育料を新たに徴収すること

は納得できません。 

 特に、ひとり親家庭の利用は３割となっており、今でさえ５千円の保育料を半分にしてほ

しいという悲鳴が上がっています。不安定雇用と低賃金収入の世帯が多いもとで、これ以上

の負担を押し付けるべきではありません。誰もが安心して利用できる児童クラブにすること

を求め、議案第７号に反対いたします。 

○議長（中田眞司君） 

 次に、石井孝昭議員の議案第７号に対する賛成討論を許します。 

○石井孝昭君 

 私は、議案第７号、八街市児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

の制定について、賛成の立場から意見を述べさせていただきます。 

 児童クラブの開設時間については、現在、平日は放課後から午後６時半まで、土曜日は午

前８時から午後６時半までとなっておりましたが、今回の改正では、開設時間を平日、土曜
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日とも３０分延長し、午後７時までにしようとするものであり、利用者の約１割の方が午後

７時まで延長保育を利用される見込みと伺っております。 

 本市の児童クラブは定員４４０名に対し、平成２４年度利用者は３２１名、うち母子家庭

等が９３名、平成２５年度利用者見込みは３１９名、うち母子家庭等９１名との現状ですが、

今回の３０分間の延長保育は、約３割の母子家庭等の皆様にも十分な配慮が伺えます。 

 また、児童クラブの運営は、本市から八街市社会福祉協議会に委託しておりますが、指導

員も確保されているほか、今回の延長保育を含む管理運営費は、必要に応じた予算が計上さ

れております。 

 なお、今回の延長保育に係る保育料については、利用者の方に一定の負担をしていただく

ことになりますが、受益者負担の適正化を求める観点から、相応の理解ができます。子ども

子育て新システムに向けたきめ細かな対応を希望しながら、議案第７号、八街市児童クラブ

の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について賛成するものであります。 

○議長（中田眞司君） 

 次に、右山正美議員の議案第１６号及び議案第２１号に対する反対討論を許します。 

○右山正美君 

 私は、議案第１６号及び議案第２１号に対して反対するものであります。 

 まず、議案第１６号であります。 

 八街市公共下水道大池第三雨水幹線建設工事に関わる基本協定の変更についてであります。 

 日本共産党は、大池第三雨水幹線建設に対して容量不足であり、将来的に禍根を残す。ま

た、財政が逼迫しているもとで、市民生活を支える施策を優先させるべきだと事業の凍結を

求めてきたところであります。随意契約の問題やコスト削減について、どれだけ調査・検討

をしたのか、大変疑問を持つと指摘もしてきました。 

 今回の基本協定の変更は予定していた工事費を５億９５３万円減として、借金を３億２千

３９０万円減らすものとなっています。しかし、元利償還金は、総額１１億４千５００万円

に上り、今後２５年間、初年度１千９００万円から４千５００万円の返済が求められます。

この間のクリーンセンター建設、八街駅前区画整理事業、駅舎整備事業の償還金は８億円を

超し、大池第三雨水幹線建設費が加われば、一層厳しい財政運営が強いられます。市民サー

ビスを削減してまでも、この事業を優先的に取り組んできた責任は大変重大であると言わざ

るを得ません。今、何を最優先にした市政運営にすべきか、真剣に考えるべきであります。 

 この立場から反対するものであります。 

 次に、議案第２１号、平成２４年八街市下水道事業特別会計補正予算についてであります。 

 この補正予算は、了承された大池第三雨水幹線整備事業に関わる継続費補正の変更と、そ

れによる事業費の確定によるものが主なものであり、将来必要な事業とは認めるものの、大

雨に対して容量不足であり、問題であると指摘しました。優先するべき課題は、住民の暮ら

しを守る施策であります。総務管理費と下水道事業費の中で、日本下水道事業団研修負担金

は、丸投げしている委託事業者から何を学ぶのか、大変疑問に思うところであります。 
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 大池調整池はあらゆる場所からの雨水の集積地でもある。管理委託とは定期的な放射能検

査の施策もとるべきである。よって、この補正予算には反対をいたします。以上です。 

○議長（中田眞司君） 

 次に、鯨井眞佐子議員の議案第２３号に対する賛成討論を許します。 

○鯨井眞佐子君 

 私は、議案第２３号、平成２５年度八街市一般会計予算について賛成の立場から討論をさ

せていただきます。 

 平成２５年度予算編成方針に現下の行政環境と厳しい財政状況を認識した上で、限られた

財源を重点的かつ効果的に配分する施策精選型の予算編成と掲げられております。 

 最初に、限られた財源についてですが、長引く景気低迷の中、市税収入の向上を図るとい

う大変大きな課題を抱えておりますが、前年度と比較し、約１億円の増となっております。 

 また、地方交付税、各譲与税や交付金などについては、過大見積もりに留意した予算計上

であるように見受けられますし、国・県支出金につきましても、現行制度で見込まれるもの

を積極的に活用し、財源確保に努めております。さらに、行政財産管理の適正化ではあるも

のの、新たに職員通勤自動車を駐車する場合の有料化や飲料水等自動販売機の設置場所の貸

付収入を見込んでおります。しかしながら、財源不足は避けられず、各種基金からの繰り入

れや市債を活用することにより、その財源不足に対応しています。中でも市債については、

前年度と比較し、約１億３千万円増となっておりますが、歳出の市債償還元金を下回ってお

り、起債残高の削減に努めております。 

 一方、歳出面では、行財政改革推進本部を中心に、事務事業全般にわたり経費の節減や既

存の制度・施策の見直しに努め、先の一般質問の答弁にありましたように、一般財源ベース

で約１億９千２００万円の財源を生み出し、予算編成に反映したということでございます。

人件費については、市長等の特別職の人件費について、引き続き削減となっており、一般職

人件費についても継続して管理職手当２０パーセントを削減しております。 

 次に、重点的かつ効果的に配分する施策精選型についてですが、主な施策を挙げてみます

と、東日本大震災から今月１１日で丸２年となりますが、その教訓を活かし、東日本大震災

復興基金を利用して、災害時の避難場所整備事業として災害対策用品の充実を進めるととも

に、第１６分団消防機庫の建て替えや第８分団の水槽・小型動力ポンプ付き積載車が更新さ

れるなど、火災予防体制も充実されます。 

 そのほか、課税事務の効率化を図るためのエルタックス導入や、電子入札を図るための、

ちば電子調達システムの導入など、効率的で効果の高い事務処理を推進するための経費を計

上しております。 

 以上のように、財政の健全化を維持するという困難な行政課題に対しての努力が伺われ、

予算編成方針に沿った予算となっております。とはいえ、財政調整基金の積立金残高は、こ

のままの取り崩しが進めば、平成２６年度には枯渇しそうな状況でありますので、今後も北

村市長の強力な指導力のもと、一層の経費削減に取り組むとともに、財源確保に努め、複雑
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かつ多様化する市民ニーズに応えつつ、中長期を見据えた行財政運営をお願いしまして、賛

成するものでございます。 

○議長（中田眞司君） 

 次に、丸山わき子議員の議案第２３号及び議案第２３号に対する修正動議に対する反対討

論を許します。 

○丸山わき子君 

 それでは、議案第２３号、平成２５年度一般会計予算及び修正動議に対し、反対するもの

であります。 

 まず、八街市一般会計予算に対してでございます。 

 １５日、広範な国民の反対と不安の声をよそに、守るべきものは守ると安倍首相はＴＰＰ

交渉への参加を表明いたしました。聖域なき完全撤回を前提にする限り、ＴＰＰ交渉参加に

反対するという総選挙時の自民党の公約にも違反するものです。 

 新規参入国には、対等な交渉権もなく、守るべきものは守るどころか、交渉の余地すらな

く、アメリカなど９カ国で合意したことの丸呑みを責められることになります。地方議会か

らのＴＰＰ反対などの意見書は、２千１４４件にも上り、国民不在、ないがしろの交渉参加

は即刻撤回すべきであります。 

 さて、安倍内閣の２０１３年度政府予算は、大型公共事業のばらまき、大企業減税の拡充、

社会保障の削減、原発推進、軍事費の拡大など、財界とアメリカ言いなりの政治を完全に復

活させる予算となっています。一時的な財政支出等で、見かけの景気回復、そのもとで消費

税大増税への地ならしをねらった予算であることも重大であります。安倍首相がデフレ打開

策として掲げる三本の矢の方針を踏まえて、大都市圏環状道路、国際コンテナ戦略湾岸など

の大型公共事業が軒並みに増額され、研究開発減税の拡充や投資減税など、大企業向けのば

らまきも拡大されています。 

 その一方で、デフレ不況の原因である国民の所得低下を打開する施策はなく、地方公務員

の賃金引き下げを前提とした地方交付税の引き下げ、年金減額や生活保護基準の引き下げな

どの社会保障削減、中小企業金融円滑化法の打ち切りなど、国民の暮らしの予算が削減され

ています。これでは、デフレ不況は解決されないどころか、逆に促進され、消費税増税とあ

わせて、暮らしと経済の危機をますます深刻化させることになります。国民が納めた税金は、

まず、国民の暮らし最優先で使われるべきであります。生活保護など、国民生活向けの予算

は削減し、大企業向けの予算や軍事費を優先させるのは、本末転倒です。日本経済の停滞を

打開するためにも、今、重要なのは、国民の暮らしを応援し、所得を増やして消費を拡大す

ることです。消費税を増税し、社会保障を改悪する安倍政権に、国民の暮らしを任すことは

できません。 

 生活保護基準の引き下げは、２０１３年度から３年連続引き下げる計画で、２０１３年度

は、まず６７１億円削減です。生活保護を受け取っている世帯の９６パーセントが対象にな

ります。まさに国民の自立自助を原則に、国の責任を後退させるものです。 
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 また、生活保護基準の引き下げは、最低賃金の引き下げや国保税、介護保険料、保育料、

就学援助費など、３８もの制度に連動し、国民生活の広範囲に影響を及ぼします。政府に対

し、生活保護基準で引き下げをするなの断固とした態度を示すべきであります。こうした政

府予算のもとで、ますます市民の生活を守る市政運営が求められております。 

 本市の新年度予算の予算編成方針では、財源確保にあたり、さらなる債権確保など、一層

の徴収強化の方針とともに、受益者負担の適正化、新たな財源についても積極的に取り組む

とし、２９７事業の見直しで１億９千２００万円の削減を図ったとしています。しかし、こ

の事業の見直しは、身体障害者・精神障害者保健福祉手帳交付等診断料助成削減、児童クラ

ブの時間延長による保育料の負担増や、はり・きゅう・マッサージ券の支給制限など、最も

支援が必要な市民への負担増強化とともに、リサイクル推進費に見られるように、新年度予

算の上程後、元に戻さなければならないほど、施策を無視した一方的な削減の上に成り立た

せた予算となっています。 

 この間、進められてきた不要不急の公共事業のツケが、教育福祉を後退させ、市民サービ

スの低下と財政難が市政運営にのしかかってきています。平成２５年度も駅前区画整理事業

と同じ轍を踏むことになると警告してきた大池第三雨水幹線事業を進めようとしていますが、

今後一層の財政難とサービス切り捨ての市政運営となることは明らかであります。 

 行革推進が施策やサービス削減に財源を求めるやり方は、もはや限界であり、市政運営の

展望もありません。今、求められているのは、この間の大型公共事業最優先の事業評価とと

もに、市政運営の視点をどこに置くかを明らかにすることであります。 

 市の基幹産業と位置付けてきた農業・商工予算が年々減り続けており、平成２５年度は総

予算のわずか１．９パーセント、これでは、元気な街づくり、活性化にはつながりません。

大きな経済波及効果をもたらした住宅リフォーム助成制度のように、市民の懐を暖める施策

を縦横に張り巡らせることや、農産物での街おこし、自然エネルギー活用など、地域活性化

の街づくりで、市税収アップをさせる取り組みが必要であります。 

 歳出で指摘すべき点は、総務費では、市長の政治姿勢が問われる給与・交際費についてで

あります。市の財政力指数は０．６５３で市長報酬は７７万４千円、類似団体の白井市の財

政力指数は０．９０１、富里市は０．７８１と八街市より高くなっていますが、市長報酬は

７４万７千円と低くなっています。また、市長交際費は「精いっぱいの努力」と前年度の１

９０万円から１５０万円に引き下げていますが、平成２３年度決算では１８６万８千円に対

し、隣の佐倉市長は７６万４千９７０円の支出にすぎません。八街市の財政力は市民の生活

実態から見れば、当然引き下げた予算計上をすべきです。再検討を求めるものであります。 

 税金の無駄をなくという点で、先ほども申し上げましたけれども、入札制度の改善であり

ます。平成２４年度の土木に関わる一般競争入札の結果は、平均９７．２８パーセントと大

変高くなっております。９５パーセント以上は談合の疑いが極めて高いとされており、公平

性、透明性、競争性をより一層発揮できるよう、高落札への厳しい対応が必要であります。 

 ３点目には安全対策費の５４．４パーセントもの削減です。八街市の道路事情からいえば、
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むしろ増やすべきであります。市民の安全対策を軽視する予算計上となっていると言っても

過言ではありません。 

 民生費では、事業見直しによる縮小・減額は、７２１万４千円にもなっており、市民の福

祉施策、子育て支援を一層後退させるものとなっております。 

 衛生費では、市のリサイクル率は２２．２パーセント、県平均２４．１パーセントより下

回っているにも関わらず、リサイクルへの市民意識は定着したと、資源回収団体への補助金

キロ当たり４円から２円に、将来的にはゼロ円にすることを表明しました。しかし、こうし

た取り組みは、ごみの減量化に逆行するものであります。ごみの減量化で、クリーンセンタ

ーの維持管理費の軽減につなげていくことも視野に入れ、市民との協働で、ごみ減量化計画

に取り組むべきであります。 

 また、衛生費、健康増進費では、誰もがお金の心配なく、がん検診が受けられるよう検診

費用の無料化を求めるものであります。早期発見、早期治療の取り組みで、年々増大する国

保の医療費抑制につなげていくことが必要であります。 

 農林水産費では、農業総予算の２５パーセントを北総中央用水事業が占めていますが、今

後、農家の利用状況が心配されます。高い水を買って安い野菜を作っていたのでは、割に合

わないという農家の切実な声に対策は皆無です。北総中央用水事業が農業活性化につながる

どころか、農家の負担になっていくことは問題であります。 

 商工費は、利子補給金が２千万円もの減額となり、商工業者が最も必要としている、気軽

に活用できる少額の貸付制度もなく、駅前区画整理事業は商店街の活性化につながると、大

切な税金を投入して推進してきたのにも関わらず、商店街活性化への対策は進んでいません。

市内事業者は、約２千７００、小売飲食店は７００、農家戸数は１千４００戸と、基礎的な

地域経済力を活かした活性化につなげた元気な街づくりにしていくことは、喫緊の課題であ

ります。今、市民の雇用と所得を増やし、消費に回すことによる内需の押し上げが必要であ

ります。その施策で注目されているのが、公契約条例と中小企業振興条例であります。こう

した条例制定での思い切った取り組みが必要であります。 

 土木費では、大池第三雨水幹線整備事業への１億６千万円もの繰り出しです。財政難と言

いつつ、この事業を何よりも最優先で推進する一方で、市民サービスの削減、負担増ではた

まったものではありません。大雨に対応できない施設整備を急ぐことより、今何をなすべき

か、冷静な判断が求められています。 

 住宅リフォーム助成制度の経済波及効果は、平成２４年度で１７倍となり、市民、業者の

皆さんから大変喜ばれている制度であり、市税アップにもつながるという優れた制度です。

ところが、平成２５年度の助成額は、平成２４年度と同額の３００万円にとどまっています。

市の活性化につながる助成制度を発展させるためにも、思い切った増額をすべきであります。 

 また、防災・減災対策が急がれます。平成２７年度までに市内の建物の耐震化率９０パー

セントの目標が設定されていますが、遅々として進んではおりません。耐震化に対し、上限

３０万円の助成となっていますが、これでは、なかなか決断はできません。助成枠を広げ、
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後押しをする内容とすべきです。 

 住宅管理費では、市営住宅のあり方が問われています。本来、公営住宅は、生活困窮者に

低廉な住宅を提供していくというのが役割のはずですが、老朽化を理由に次々と市営住宅を

閉鎖し、税滞納者には入居資格を取り上げるなど、本当に住宅に困っている市民が行き場を

失う住宅政策となっています。老朽化した施設整備、耐震化対策とともに、高齢者住宅の整

備を積極的に進めるべきであります。 

 教育費では、学校給食センターと学校建設費で、対前年度比１９．８パーセントとなって

いますが、実際には教育総務費、学校管理費、教育振興費など、６千６００万円もの削減と

なっており、教育行政へのしわ寄せが心配されます。施設維持管理費、施設整備事業費など、

学校管理費では、各小中学校からの予算要望に応えきれないまま、学校や子ども、本市の不

登校の児童・生徒は、全国の３、４倍になっており、その対策の強化は切実です。教職員の

増員、小学校への適応教室の設置など、抜本的な対応が求められております。 

 また、各学校への図書館へは、交付税化されている司書や新聞の配置で、子どもたちの心

を育てる施策の充実が必要であります。子どもたちを取り巻く経済状況は悪化しており、７

人に１人は貧困という政府の統計があるのにも関わらず、就学援助費の受給率は全国平均の

１６パーセントよりさらに低い７．３パーセントにとどまっています。受給者、対象者の拡

充とともに、国が指導するクラブ活動、生徒会費、ＰＴＡ会費への支給の拡充が必要であり

ます。市民の暮らし、福祉に寄り添う姿勢を求め、以上の立場から反対するものであります。 

 あわせて、修正動議に対して反対いたします。 

 平成２５年度の予算案は、２９７事業の見直しで、１億９千２００万円の削減を図ったと

していますが、施策を無視した一方的な削減の上に成り立たせた予算となっています。資源

回収団体への補助金の削減も、その１つです。財源不足を理由に、暮らし、福祉、市民との

協働に関わる分野を容赦なく削減し、市民に負担を強いるものとなっています。 

 修正動議の内容では、市民全体への目配りに欠ける内容であり、賛成できるものではござ

いません。 

 以上の立場から反対いたします。 

○議長（中田眞司君） 

 次に、石井孝昭議員の議案第２３号に対する賛成討論を許します。 

○石井孝昭君 

 私は、議案第２３号、八街市一般会計予算について賛成の立場から意見を述べさせて

いただきます。 

 まず、平成２５年度予算編成方針に、「現下の行政環境と厳しい財政状況を認識した

上で、限られた財源を重点的かつ効果的に配分する施策精選型の予算編成」と掲げられ

ております。長引く景気低迷の中、市税収入の向上を図るという大きな課題を抱えてお

りますが、前年度と比較し、約１億円の増となっております。 

 行政財産管理の適正化ではあるものの、新たに職員通勤自動車を駐車する場合の有料
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化や飲料水等自動販売機の設置場所の貸付収入を見込んでおります。しかしながら、財

源不足は避けられず、地方交付税はもとより、各種基金からの繰り入れや市債を活用す

ることにより、その財源不足に対応しております。中でも市債については、前年度と比

較し、約１億３千万円増となっておりますが、歳出の市債償還元金を下回っており、起

債残高の削減に努めております。 

 歳出面では、行財政改革推進本部を中心に、事務事業全般にわたり、経費の節減や既

存の制度・施策の見直しに努め、一般財源ベースで約１億９千２００万円の財源を生み

出し、予算編成に反映されております。 

 人件費については、市長等の特別職の人件費について、引き続き削減となっており、

一般職人件費についても、継続して管理職手当２０パーセントを削減しております。 

 また、課税事務の効率化を図るためのエルタックス導入や電子入札を図るための、ち

ば電子調達システムの導入など、効率的で効果の高い事務処理を推進するための経費を

計上しております。 

 福祉関係では、障害者自立支援給付事業、難病療養者支援事業など、前年度より手厚

い予算措置を計上しております。 

 待機児童問題に関してでは、八街かいたく保育園の新設により、大幅な待機児童の減

少につなげております。児童クラブの管理運営については、時間延長による増額予算を

計上しており、働くお母さん方や母子家庭の皆様方にも十分な配慮が伺えます。 

 また、生活保護費の急増の対策については、国の法改正を注視することになりますが、

増大する医療扶助費の対策については、医療レセプトを活用しながら、医師会、歯科医

師会、薬剤師会等にも緊密に連携を取りながら、ジェネリック医薬品を推進していくと

いうことです。さらに、生活保護システムの整備も進み、窓口での適正な審査、判断の

上、増大する生活保護問題に取り組んでいただきたいと思います。 

 衛生費関係では、医療費助成事業により、今年度から小学校４年生から中学校３年生

まで、医療費が現物給付方式に転換されたり、子どもたちの疾病予防のための各健康診

査の増進が図られております。 

 環境問題につきましても、資源回収実施団体奨励金の減額について、市内部で検討の

結果、今後もごみの減量化を積極的に推進するため、前年度と同額にすることを決定し

たことは、市民との協働の観点からも市の積極的な姿勢は大いに評価すべきものと考え

ております。 

 農業振興では、本市の基幹産業である農業の振興策として、輝けちばの園芸産地整備

支援事業による施設化を支援するための予算が、前年度予算の約３倍となっているほか、

後継者対策として青年就農給付金の増額や農用地利用集積円滑化事業費など積極的な農

業支援の予算が盛り込まれております。 

 便利で快適な街づくりのため、多くの市民の方々が長年待ち望んでいた、榎戸駅整備

のための基本設計並びに詳細設計費、約１億６３８万５千円の予算が計上されており、
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早期の整備が期待されているところでございます。 

 また、道路整備事業費は２億１千８７７万８千円が計上されており、これは前年度よ

り３千万円以上増額されているとともに、住宅診断化促進事業や住宅リフォーム補助事

業など、市民の安心・安全のための予算も計上されております。 

 防災関係では、東日本大震災から、今月１１日で丸２年となりますが、東日本大震災

復興基金を利用して、災害時の避難場所整備事業として、災害対策用品の充実を進める

とともに、第１６分団消防機庫の建て替えや第８分団の水槽・小型動力ポンプ付き積載

車が更新されるなど、火災予防体制も充実される計画にあります。 

 教育関係では、平成２４年度、育て八街っ子推進事業費が一定の責任を終え、県の緊

急雇用創出事業、平成２５年度教育補助員配置事業２６名を適材適所に配置するとのこ

とでございます。朝陽小学校改築事業が開始され、中央公民館整備事業では、南棟耐震

補強工事、トイレ改修工事等が取り組まれる予定になっております。 

 以上のように、財政の健全化を維持するという困難な行政課題に対しての努力が伺わ

れ、予算編成方針に沿った予算となっております。とはいえ、財政調整基金の積立金残

高は、このままの取り崩しが進み、先を見れば、平成２６年度には予算組みが大変厳し

い状況となります。市民の皆様にも、本市の状況を理解していただく努力が必要である

と思います。 

 今後も北村市長の強力な指導力のもと、一層の経費削減に取り組むとともに、財源確

保に努め、複雑かつ多様化する市民ニーズに応えつつ、中長期を見据えた行財政運営を

しっかりお願いいたしまして、議案第２３号、平成２５年度八街市一般会計予算に賛成

するものであります。 

○議長（中田眞司君） 

 次に、鯨井眞佐子議員の議案第２３号に対する修正動議に対する反対討論を許します。 

○鯨井眞佐子君 

 私は、議案第２３号、平成２５年度八街市一般会計予算に対する修正動議について反

対するものです。 

 この動議は、平成２５年度予算を平成２３年度予算にしようとするものであります。

内容は、リサイクル推進費、資源回収実施団体奨励金であります。昨年、奨励金がキロ

５円から１円引き下げられ４円になりました。実施団体の説明会で、団体の皆さんから

不満の声はありましたものの、市財政厳しき折、仕方がないかと、４円で受け入れてお

ります。この説明会には、私も参加しております。 

 平成２５年度予算編成の中で、４円が２円にと半額計上であったため、私は議案質疑

で検討していただきたいと要求をしたものです。そして、検討の結果、昨年同様、キロ

４円で行きますとの回答に、執行の皆様のご努力を高く評価するものであります。 

 この修正動議を出された桜田議員は、昨年、キロ５円を４円にと１円引き下げた予算

案に賛成しており、昨年同様のキロ４円となった今、この動議を提出される意味が全く
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わかりません。 

 また、資源回収団体の要望は、キロ５円にしていただきたいということではなく、４

円を継続していただきたいということであります。 

 よって、議案第２３号、平成２５年度八街市一般会計予算に対する修正動議に反対す

るものであります。 

○議長（中田眞司君） 

 次に、京増藤江議員の議案第２４号に対する反対討論を許します。 

○京増藤江君 

 それでは、議案第２４号、平成２５年度八街市国民健康保険特別会計予算に対する反

対討論をいたします。 

 デフレ不況のもとで収入が減り続け、暮らしが悪化する中、国保税を払いたくても高過ぎて

払いきれない市民に対し、市は差し押さえなどの徴収強化を続けています。徴収強化をしても、

平成２３年度の収納率は、現年度分で８４．０２パーセント、過年度分と合わせると４６．１

４パーセントであり、高過ぎる国保税のために多くの方々が苦しんでいます。 

 八街市では、平成２５年２月１日現在、国保加入世帯のうち短期保険証交付は２千１８４世

帯、資格証明書は２９６世帯であり、保険証未交付は５００世帯に上っています。保険証がな

ければ、具合が悪くなったとき、すぐに病院に行けません。地方自治体の仕事は、住民の福祉

を向上させ、命・暮らしを守ることです。憲法第２５条でうたっている健康で文化的な最低限

度の生活を保障し、社会保障としての国保の役割を果たすために、全ての世帯に保険証を交付

することを求めます。 

 また、国は、国民の反対を押し切って、７０歳から７４歳までの医療費負担を２割にしよう

としていますが、実施されるならば、高齢者を医療から遠ざける結果になります。実施しない

よう国に求めるべきです。 

 また、入院する際、保険税滞納者に限度額認定証が発行されないことは、病気の悪化、命を

縮める結果になりかねません。限度額認定証の発行を求めます。医療費の増大が国保財政悪化

の原因の１つとなっています。昨年度から保険事業として人間ドックへの助成が始まり、今年

度さらに拡大したことは評価できます。しかし、受診率が低い特定健診の予算は減額です。メ

タボ検診だけではなく、検査項目を増やすなど、基本健診を充実させ、病気の早期発見、早期

治療の取り組みなどを求めます。 

 委員会における賛成討論において、市税等徴収対策本部を中心に徴収率向上に向けた施策を

展開し、より安定した国保事業の運営に期待する旨の発言がありましたが、収入実態に合わな

い高過ぎる国保税を引き下げずに、徴収強化を図ることは、市民の暮らし、健康を破壊するこ

とにつながります。国保税が高過ぎて払いきれない、引き下げてほしいという市民の切実な声

に応え、収入に応じた払える国保税にするために、八街市は一般会計からの制度外繰り入れを

再開するとともに、国庫負担を早急に元に戻すよう、国に強く要望すること。また、国民皆保

険制度を破壊するＴＰＰ交渉に参加しないことを国に要求することを求めて反対討論といたし
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ます。 

○議長（中田眞司君） 

 次に、木村利晴議員の議案第２４号に対する賛成討論を許します。 

○木村利晴君 

 私は、議案第２４号、平成２５年度八街市国民健康保険特別会計予算について賛成の立場か

ら意見を述べさせていただきます。 

 我が国の国民皆保険制度は、誰もがいつでもどこでも平等に、安心して医療を受けることが

できる医療制度を確立し、世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成してきました。この

皆保険制度を維持していくことは、国民みんなの願いであり、行政に課せられた使命ではない

かと考えます。しかしながら、近年、世界に類を見ないスピードで高齢化が進行し、非正規労

働者の増加や所得の減少、また、家族形態や地域の変化など、社会経済の諸情勢に大きな変化

が生じており、医療を取り巻く環境にも大きく影響していることから、医療保険財政も厳しい

状況が続いております。 

 さて、保険税については、市税等徴収対策本部の取り組みが、収納率の向上という成果とな

ってあらわれてきているようですが、増加する医療費には届いていないのが現状のようです。

しかし、そのような中、提案されている平成２５年度当初予算については、保険税を前年度と

比較しても、不況の影響からか、予算額が横ばいとなっておりますが、予算の算出基礎での現

年度分徴収率は、８４パーセントを確保していくこととしており、徴収対策本部の意気込みが

感じられます。 

 また、千葉県における国保広域化等支援方針も継続的に実施しており、国庫補助金も減額さ

れることなく交付されるものと思われます。 

 一方、歳出においては、今年度の状況から、保険給付費の増加は推測できますが、義務的な

経費であることから、単純に予算を抑えることはできないものであり、医療費の増嵩が避けら

れない中、疾病予防、医療費の適正化は、欠くことのできない重要な施策となっております。 

 その１つの事業として、保健事業に力を注ぐことが有効であり、特定健康診査に加え、人間

ドック助成事業費も拡充することにより、特定健康診査の受診率の向上にも努めると聞いてお

りますので、保健事業の充実に期待しております。 

 最後に、国保担当者におかれましては、保険者としての責務を十分に認識しつつ、引き続き

市税等徴収対策本部を中心に、徴収率向上に向けた施策を展開し、より安定した国保事業の運

営に取り組んでいただけるものとの期待も含め、平成２５年度八街市国民健康保険特別会計予

算について賛成するものであります。 

○議長（中田眞司君） 

 次に、京増藤江議員の議案第２５号に対する反対討論を許します。 

○京増藤江君 

 それでは、議案第２５号、平成２５年度八街市後期高齢者医療特別会計予算に対して反対討

論をいたします。 
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 制度開始以来、後期高齢者医療制度は国民から廃止を求められています。年齢で医療差別を

実施する制度を導入している国は日本だけです。２年ごとに保険料の見直しがあり、高齢者の

増加、医療費の増加などにより、際限なく保険料が引き上げられます。滞納者には短期保険証

を発行し、差し押さえもするという大変冷たい制度です。 

 八街市においては、短期保険証が交付されておりますが、長く社会に貢献してきた高齢者が

お金の心配なく、必要な治療を受けられるようにすることが市民の願いです。日本共産党は、

高齢者を差別する後期高齢者医療制度を廃止し、元の老人保健に戻すよう国に要求することを

求めます。 

 委員会における賛成討論において、この制度が年齢による区別をしている等の問題点を指摘

しています。長年、社会に貢献してこられた高齢者を年齢で医療差別することは許されません。

一刻も早い廃止を求め、議案第２５号に反対いたします。 

○議長（中田眞司君） 

 次に、服部雅恵議員の議案第２５号に対する賛成討論を許します。 

○服部雅恵君 

 私は、議案第２５号、平成２５年度八街市後期高齢者医療特別会計予算について賛成の立場

から意見を述べさせていただきます。 

 後期高齢者医療制度は、７５歳以上の全ての方々が、これからも安心して医療を受けること

ができるよう、将来にわたり国民皆保険を堅持するため、若い世代を含めた全ての世代で支え

合う医療制度として平成２０年度に創設され、以降５年が経過いたしました。しかしながら、

７５歳に到達すると、それまで加入していた保険制度から分離した保険制度に加入させるとい

った、年齢による区別をしている等の問題点が生じていることから、本制度は既に制度廃止の

方針が出されておりますが、現在も３党の実務者協議、並びに社会保障制度改革国民会議にお

いて検討されています。 

 さて、このような中、平成２５年度の後期高齢者医療保険事業ですが、保険料につきまして

は、保険料率、均等割額に変更はなく、保険料軽減措置や被保険者の負担軽減は継続されてお

ります。 

 また、給付につきましては、被保険者数の増加が見込まれるため、保険者である広域連合へ

の負担金の増加が推測されますが、義務的経費であるため、やむを得ないものと考えられます。 

 今後は、高齢者医療制度の新制度施行までの国の動向について十分留意いただき、的確な対

応を図ることを期待し、平成２５年度八街市後期高齢者医療特別会計予算について賛成するも

のであります。 

○議長（中田眞司君） 

 次に、京増藤江議員の議案第２６号に対する反対討論を許します。 

○京増藤江君 

 それでは、議案第２６号、平成２５年度八街市介護保険特別会計予算に対する反対討論をい

たします。 
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 平成２４年度から第５期介護保険制度が始まり、介護保険料が平均で１３パーセント、基準

額で年間６千１００円引き上げられ、５万２千８００円となりました。年金から引かれるもの

が多く、手元に残る額が少ないと高齢者から悲鳴が上がっている中、平成２３年度決算におい

て、八街市の普通徴収の人の約３割が滞納となっており、収納率は相変わらず、県下最下位グ

ループとなっています。 

 滞納額が増加する中で保険料を引き上げたことは、滞納者を増やします。要介護・要支援の

認定を受けている方のうち、保険料を１年以上滞納しているのは、平成２５年１月現在１６名、

そのうちの７名が介護保険サービスの制限を受けています。保険料を滞納すれば、サービスの

利用を制限されたり、利用料が３割に引き上げられ、高齢者の生活が成り立たなくなります。

保険料、利用料の軽減が求められています。 

 また、保険料を引き上げた一方、保険あって介護なしの状況が拡大しています。特養待機者

は１６３名に上っており、実効ある早急な対策が必要です。さらに、在宅の高齢者に対するヘ

ルパーによる生活援助が３０分以上６０分未満から２０分以上４５分未満に時間短縮されたこ

とで、買い物や洗濯などの必要な援助が削られ、日常生活に深刻な困難を生じるなど、さまざ

まな影響が出ています。 

 制度改定のたびに制度が改悪され続けてきましたが、利用料の負担軽減、ヘルパーの生活援

助の時間短縮を撤回し、利用者が安心して生活できる制度にすべきです。国の責任で介護職員

への抜本的な処遇改善を国に要求すべきです。 

 また、保険給付費では、介護サービス等諸費は前年度と比べると約５億７千１４５万円の増

加ですが、介護予防等諸費は４千万円の減額です。介護予防を充実させることが重度化を遅ら

せることにつながります。介護予防の充実を求めます。 

 また、療養型短期入所療養介護の保険給付は、前年度と比較すると約８億２千７００万円減

額、介護療養型医療施設の給付も約５千３００万円減額しており、療養型のサービス減をどう

解決するのか大変疑問であり、充実させるべきです。各中学校区に地域包括支援センターを設

置し、高齢者の見守り事業の開始や配食サービスの充実を求めます。 

 小泉・自民党・公明党政権時代に、毎年２千２００億円社会保障の費用が減額され、社会保

障をズタズタにしました。安倍自公政権は社会保障制度改革推進法により、介護保険制度もさ

らに制度を改悪しようとしています。制度改悪を許さず、充実させるために、国庫負担を増や

すことを国に要求すべきです。 

 また、保険料の全額免除、収入に注目した一律免除、一般財源からの繰り入れは適当でない

という三原則を厚労省が指導していますが、介護保険は自治事務であり、多くの自治体が独自

の施策を実施しています。八街市でも市民の生活実態に合った独自の取り組みを求めます。 

 委員会における賛成討論において、歳入歳出において、介護保険財政の健全性、持続性を確

保している旨の発言がありましたが、介護保険は制度見直しのたびに改悪されてきました。誰

もが必要な介護を受けられる制度にすることを求め、反対討論といたします。 

○議長（中田眞司君） 
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 次に、小山栄治議員の議案第２６号に対する賛成討論を許します。 

○小山栄治君 

 私は、議案第２６号、平成２５年度八街市介護保険特別会計予算につきまして、賛成の立場

から討論いたします。 

 平成２４年１０月１日現在の高齢者人口は１万５千７２７人、人口に占める高齢者の割合、

高齢化率は２０．９５パーセントに達し、２千１１３人の方が、要支援・要介護認定を受けて

います。介護保険制度が発足した平成１２年度末の高齢者人口の９千１３５人、要支援・要介

護認定者数の８３９人と比較しますと、高齢者人口は１．７２倍に、要支援・要介護認定者数

は、２．５２倍に増加するなど、より一層の高齢化の進展が見られます。 

 平成２５年度介護保険特別会計予算は、歳出においては、第５期介護保険事業計画を受けて、

サービス利用の増加に対応した３７億１千５２５万６千円の計上であり、歳入においては、保

険給付の支給を補うべく、国、県、支払基金及び市の負担割合に応じて計上し、介護保険料は

第１号被保険者の増加により前年度より５．３１パーセント増の７億６千５２３万２千円を見

込んでおります。 

 以上のことから、介護保険財政の健全性、持続性を確保すべく努力されており、私は平成２

５年度八街市介護保険特別会計予算に賛成いたします。 

○議長（中田眞司君） 

 次に、右山正美議員の議案第２７号に対する反対討論を許します。 

○右山正美君 

 議案第２７号、平成２５年度八街市下水道事業特別会計予算について反対をするものであり

ます。 

 総予算の１８億８千５８９万５千円中、１４億７千６０７万９千円、７８．２パーセントが

下水道事業費と計上され、その主なもの、１２億３３４万８千円が大池第三雨水幹線事業とし

て進められようとしています。 

 日本共産党は、これまでも必要な事業であることは認めつつ、財政逼迫のもと、市民生活を

守る施策を優先させるべきだと、これまでも求めてきたわけであります。 

 また、事業についても、第１に容量不足の問題であります。周辺の冠水対策も取り入れたと

していますが、昨今のゲリラ豪雨に対応できなければ、これは解消につながらないわけであり

ます。 

 第２に、契約の問題であります。業者の選定や入札、契約事務など、透明性、競争の公正や

工事品質などの確保など、議会のチェック機能が働かないところで進められ、議会の形骸化に

つながる問題であります。 

 第３に、コスト削減について、どれだけ調査研究したのか。 

 第４に、財源の問題で、一般財源の負担はないとしてきましたが、一般財源１億円、地方債

を含めると４億円からの負担、２５年間の長きにわたり、償還金払いとなります。市民生活は

後回しという現実は、大型焼却炉建設、駅北側区画整理事業、駅舎建設など、優先的にこれま
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でも進められてきた結果、大幅な道路の補修・修理が遅れ、市民の暮らしの施策が後回しにさ

れているのは、今日も続いている現実問題であります。 

 よって、議案第２７号について、反対をするものであります。以上です。 

○議長（中田眞司君） 

 ほかに討論の通告はありません。 

 これで、討論を終了します。 

 採決の順序について、あらかじめ申し上げます。 

 議案第２３号については、予算の組み替えを求める動議及び予算に対する修正動議が提出

されていますので、当該議案の採決の際には、先に予算の組み替え動議を採決し、可決の場

合は本会議を休憩して、議会運営委員会を開催します。否決の場合は、引き続き予算に対す

る修正動議を採決します。修正動議が可決の場合は、修正部分を除く原案について、また、

修正動議が否決の場合は、原案について採決を行います。 

 これから、採決を行います。 

 採決は分割して行います。 

 最初に、議案第２号、八街市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

の制定についてを採決します。 

 この議案に対する委員長報告は可決です。 

 この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（中田眞司君） 

 起立全員です。議案第２号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３号、八街市特別職の職員等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条

例の制定についてを採決します。 

 この議案に対する委員長報告は可決です。 

 この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起 立 多 数） 

○議長（中田眞司君） 

 起立多数です。議案第３号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４号、八街市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制

定についてを採決します。 

 この議案に対する委員長報告は可決です。 

 この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（中田眞司君） 

 起立全員です。議案第４号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５号、八街市一般職の職員の管理職手当の特例に関する条例の一部を改正す
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る条例の制定についてを採決します。 

 この議案に対する委員長報告は可決です。 

 この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起 立 多 数） 

○議長（中田眞司君） 

 起立多数です。議案第５号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６号、八街市学校給食センター事業特別会計条例を廃止する条例の制定につ

いてを採決します。 

 この議案に対する委員長報告は可決です。 

 この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（中田眞司君） 

 起立全員です。議案第６号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第７号、八街市児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

の制定についてを採決します。 

 この議案に対する委員長報告は可決です。 

 この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起 立 多 数） 

○議長（中田眞司君） 

 起立多数です。議案第７号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第８号、八街市高齢者福祉計画策定審議会設置条例等の一部を改正する条例の

制定についてを採決します。 

 この議案に対する委員長報告は可決です。 

 この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（中田眞司君） 

 起立全員です。議案第８号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第９号、八街市介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてを採決しま

す。 

 この議案に対する委員長報告は可決です。 

 この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（中田眞司君） 

 起立全員です。議案第９号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１０号、八街市指定地域密着型サービス基準条例の制定についてを採決しま

す。 
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 この議案に対する委員長報告は可決です。 

 この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（中田眞司君） 

 起立全員です。議案第１０号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１１号、八街市指定地域密着型介護予防サービス基準条例の制定についてを

採決します。 

 この議案に対する委員長報告は可決です。 

 この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（中田眞司君） 

 起立全員です。議案第１１号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１２号、八街市新型インフルエンザ対策本部条例の制定についてを採決しま

す。 

 この議案に対する委員長報告は可決です。 

 この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（中田眞司君） 

 起立全員です。議案第１２号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１３号、八街市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の

制定についてを採決します。 

 この議案に対する委員長報告は可決です。 

 この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（中田眞司君） 

 起立全員です。議案第１３号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１４号、八街市小規模水道条例の制定についてを採決します。 

 この議案に対する委員長報告は可決です。 

 この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（中田眞司君） 

 起立全員です。議案第１４号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１５号、八街市市道の移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準

を定める条例の制定についてを採決します。 

 この議案に対する委員長報告は可決です。 

 この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 
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（起 立 全 員） 

○議長（中田眞司君） 

 起立全員です。議案第１５号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１６号、八街市公共下水道大池第三雨水幹線建設工事に係る基本協定の変更

についてを採決します。 

 この議案に対する委員長報告は可決です。 

 この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起 立 多 数） 

○議長（中田眞司君） 

 起立多数です。議案第１６号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１７号、八街市公共下水道（雨水）整備事業大池調整池用地の取得について

を採決します。 

 この議案に対する委員長報告は可決です。 

 この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（中田眞司君） 

 起立全員です。議案第１７号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１８号、平成２４年度八街市一般会計補正予算についてを採決します。 

 この議案に対する委員長報告は可決です。 

 この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（中田眞司君） 

 起立全員です。議案第１８号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１９号、平成２４年度八街市国民健康保険特別会計補正予算についてを採決

します。 

 この議案に対する委員長報告は可決です。 

 この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（中田眞司君） 

 起立全員です。議案第１９号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２０号、平成２４年度八街市後期高齢者医療特別会計補正予算についてを採

決します。 

 この議案に対する委員長報告は可決です。 

 この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（中田眞司君） 
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 起立全員です。議案第２０号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２１号、平成２４年度八街市下水道事業特別会計補正予算についてを採決し

ます。 

 この議案に対する委員長報告は可決です。 

 この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起 立 多 数） 

○議長（中田眞司君） 

 起立多数です。議案第２１号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２２号、平成２４年度八街市水道事業会計補正予算についてを採決します。 

 この議案に対する委員長報告は可決です。 

 この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（中田眞司君） 

 起立全員です。議案第２２号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２３号、平成２５年度八街市一般会計予算の組み替えを求める動議を採決し

ます。 

（桜田秀雄議員退席） 

○議長（中田眞司君） 

 この動議に賛成の議員の起立を求めます。 

（起 立 少 数） 

○議長（中田眞司君） 

 起立少数です。議案第２３号平成２５年度八街市一般会計予算の組み替えを求める動議は

否決されました。 

（桜田秀雄議員入場） 

○議長（中田眞司君） 

 次に、議案第２３号、平成２５年度八街市一般会計予算を採決します。 

 この議案に対する委員長報告は可決です。 

 まず、本案に対する修正動議について採決します。 

 本修正動議に賛成議員の起立を求めます。 

（起 立 少 数） 

○議長（中田眞司君） 

 起立少数です。修正動議は否決されました。 

 次に、原案について採決します。 

 この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起 立 多 数） 

○議長（中田眞司君） 
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 起立多数です。議案第２３号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２４号、平成２５年度八街市国民健康保険特別会計予算についてを採決しま

す。 

 この議案に対する委員長報告は可決です。 

 この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起 立 多 数） 

○議長（中田眞司君） 

 起立多数です。議案第２４号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２５号、平成２５年度八街市後期高齢者医療特別会計予算についてを採決し

ます。 

 この議案に対する委員長報告は可決です。 

 この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起 立 多 数） 

○議長（中田眞司君） 

 起立多数です。議案第２５号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２６号、平成２５年度八街市介護保険特別会計予算についてを採決します。 

 この議案に対する委員長報告は可決です。 

 この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起 立 多 数） 

○議長（中田眞司君） 

 起立多数です。議案第２６号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２７号、平成２５年度八街市下水道事業特別会計予算についてを採決します。 

 この議案に対する委員長報告は可決です。 

 この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起 立 多 数） 

○議長（中田眞司君） 

 起立多数です。議案第２７号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２８号、平成２５年度八街市水道会計予算についてを採決します。 

 この議案に対する委員長報告は可決です。 

 この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（中田眞司君） 

 起立全員です。議案第２８号は原案のとおり可決されました。 

 日程第３、発議案第２号、八街市空き家等の適正な管理に関する条例の制定に対しての質疑

を行います。 

 質疑ありませんか。 
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○鯨井眞佐子君 

 先ほど提案理由をご説明いただいたわけですけれども、そこの中に、私の名前が出てまいり

ました。平成２２年度の狭隘道路の条例制定についてだったと思いますけれども、この空き家

条例とは全く異なるものでございまして、私も、そこの名前が出たということは、あたかも賛

成したかのような疑いを持たれかねません。私は、この内容については、狭隘道路の制定です

ので、全く違いますので、私の部分を削除していただきたいと要望いたします。 

○桜田秀雄君 

 鯨井議員の平成２２年度の質問の中で言われたように、狭隘道路対策、この中で垣根の問題

が質問されておりました。いわゆる、この垣根に対する対策をとってほしいと。それも含まれ

ておりましたので、この中に述べさせていただきました。 

○鯨井眞佐子君 

 私は、ここに列記することを承諾というか、桜田委員から申し入れもされておりませんし、

された時点で、私は内容が違うのでということで、しっかりお断りをしたかったと思います。

こういうふうに列記されることは、とても困りますので、私は削除を要請したいと思います。 

 それと、私の狭隘道路の条例なんですけれども、それも道路境界線の確定がなかなか難しい

ということでできておりませんので、そういったことも含めて、大変これは、私個人がとても

賛成ではないということをしっかりと申し上げたいのです。それで、削除をぜひ要望いたしま

す。 

○桜田秀雄君 

 そのようなご要望であれば、削除したいと思いますので、先ほどの発言について議長の方で

取り扱いをお願いいたします。 

○議長（中田眞司君） 

 ほかに質疑はありませんか。 

○右山正美君 

 本題に入ります。空き家条例の適正な管理に関する条例が出されて、第１条で提出者の考え

をお聞きしたいと思いますが、１条では空き地、垣根及び空き家ということで、一括して空き

家等というふうになっているわけですが、これには無理があるんじゃないかなというふうに思

うんですけれども、提出者の感想をまず最初にお聞きしたいと思います。 

○桜田秀雄君 

 ただいまの質問ですが、空き地、空き家、垣根、この３つを１つの条例にまとめるのは無理

があるのではないかと、そういうふうな質問でございますけれども、条例の中身の全体を読ん

でいただきますとわかりますように、八街市には空き家等に関する適正な管理に関する条例、

これが既にありますけれども、それと、ほぼ内容は似通っておりますし、各項目ごとの例えば

市の責務とか、所有権者の責務とか、こういう問題について何ら問題ではないと、このように

認識をしております。 

○右山正美君 
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 責務とか、そういう問題ではなくて、それは後からやりますけれども、これは空き地と空き

家と垣根を一緒くたにしていて、空き地の管理の適正化に関する条例というのは、ほかにあっ

て、これがだから、どうしても無理なような感じがして、それは空き家に付随する垣根とか、

そういう問題だったら、まだいいですよ。だけど、どうしても空き地といいますと、空き家じ

ゃないところの空き地というのがいっぱいあるわけですよ。そこまで管理されるということに

なってくると、ちょっとこれは不自然ではないかなというふうに思うんですが、この後の問題

は後で言いますから、その辺について、どのように考えているか。ちょっと、私は無理がある

かなというふうには思うんですけれども、再度お願いします。 

○桜田秀雄君 

 ただいまの意見については、定義の中で、第２条、この中で書かれておりますので、その辺

をご参照いただきたいと思います。 

○右山正美君 

 定義の中でもいろいろありますけれども、私はそういった一緒くたにして、空き家等という

には、ちょっと無理があるし、第２条の中でいろいろ、るるありますけれども、その辺も問題

があるかなというふうに思います。 

 先に進みますが、市の責務の問題であります。市の責務の問題で、ここに第３条の２項で、

未然に防止するために必要な施策を策定しというふうにあるわけですけれども、この必要な施

策というのは、どういうものなのか。その辺の検討はどうなのか。その辺についてどうでしょ

うか。 

○桜田秀雄君 

 ただいまの質問については、これから規則等も必要でございますので、その中で検討をして

いきたいと、このように考えております。 

○右山正美君 

 では、この規則というのは、誰が作るんですか。 

○桜田秀雄君 

 もし、これが可決されたのであれば、市当局が行うことになると思いますし、その点につい

ては、そのようになります。 

○右山正美君 

 可決されればと言いますけれども、やはり行政との連携というのが、後で出てきますけれど

も、連携というものが、どうしても、こういうのは必要でありますし、たとえ議会でやったと

しても、やはり執行側との連携が必要になってくるのではないかなというふうに思うんですよ。

やはりこの中で必要な施策、では、議会の中で、こうやって条例として出てきて、規則は後で

決めますからと。では、どういう規則が出てくるのか、わからなかったら、これは条例として

扱えないんじゃないですか。私は、そういうふうに意見を述べさせていただいておきます。 

 それと、所有者等の責務、これは個人の財産なんですよ。個人の財産を市がそういう具合に

管理する。あるいは、市の責務で、こうやっていくということは、かなりのことがなければで
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きないと思うんですけれども、そういう問題もありますし、実態調査とか、そういったものを

いろいろやっていきますと、財源的に財政が発生するんですよ、お金が。そういった問題が市

との連携で、そういう問題も含めて、これは条例ですからね。検討されたのかどうか、その辺

について伺います。 

○桜田秀雄君 

 ただいまの問題につきましては、平成２３年、私の方から、こういう条例を作っていただき

たいと市当局に一般質問の中でお願いをいたしました。しかし、その中で、もし市の方で、そ

のような制定作業が行われないのであれば、平成２３年１２月議会には、私の方から条例案を

提案したいと、このように申しておきましたけれども、平成２５年度の３月議会に至っても提

案がなされないために、私の方から提出をさせていただきました。確かに、今、右山議員から

言われたことは、ごもっともでございますけれども、その点については、意思の疎通が欠けて

いたのかなと、その点はおわびを申し上げたいと思います。 

○議長（中田眞司君） 

 お諮りします。本日の会議時間は、議事の都合により、この際、あらかじめ、これを延長し

たいと思います。 

 これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中田眞司君） 

 ご異議なしと認めます。 

 本日の会議時間は、延長することに決定しました。 

○右山正美君 

 執行側との連携もとれていない、財政的な背景もない。そういった中で、よく桜田議員がい

つも言っていらっしゃる住民、支援者、そういった方々が、そういった問題も含めて、私はち

ょっと抜けているんじゃないかなというふうに思いますよ。というのは、やはりパブリックコ

メントとか、そういったこともやって作り上げていく。こういうことが、私は大事ではないか

なと。ただ単に、よそのところからピックアップして、取ってきて条例にするということだけ

ではなくて、市行政、執行側との連携、あるいは市民との連携、こういったものを抱き合わせ

て、まさしく市民の要求・要望も含めて、これで作り上げていかないと、ちょっと一方的なや

り方では、私はできないと思うんですけれども、その辺についてはどうでしょうか。 

○桜田秀雄君 

 先ほども申し上げましたけれども、市当局とのすり合わせ、これが欠けているのではないか

と。その辺については、先ほど申し上げたとおりでございます。 

 また、これ以降、この条例、本来はパブリックコメントとか、さまざまな市民の皆さんの意

見を聞く、こういう機会も必要ではなかったかという点でございますけれども、そういうこと

を踏まえまして、この条例の施行日をこれからやはり、そうした市民への説明、こうした時間

も必要でございますから、交付の日からとさせていただいておりますので、ご理解を願いたい
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と思います。 

○右山正美君 

 別に桜田議員を責めているわけじゃないんだ。こういうところに問題があるよということを

私は指摘しているわけで、１７条においても、命令代執行とか、緊急安全代執行とか、そうい

ったものも、やはり予算措置というものが出てくるんですよ。そのお金をどうするんだといっ

たときに、やはり市が出さなければいけませんし、住民とどういうところで会議をやって、ど

ういう問題が出て、どういうところでやるんだといったときに、これはやはり正直言って抜け

ているんですよ。大体、空き家とか、そういったところは、私も本当に火事が出たところが完

全に壊さないで、そのままで放置されているところが結構ありますね。ああいうのも嫌なんで

すけれども、でも、やはりお金がないとか、ずるい人もいるでしょうけれども、やはりそうい

うところで、お金のない人たちが大多数いて、お金を持っている人もいるんですよ、私、知っ

ていますけれども、私の区にいますから教育関係者で。私が忠告したら、どこから調べたんだ

と言ったのもいましたけれども、はっきり言って、やはりそういう人もいるんですよ。だから

やはりお金のないほとんどの人が、そのようにいますから、なかなかこれを処理しきれない、

処理しないというために、では、どうするんだと。お金を貸し付けるから、一部を負担するか

ら壊していいですかという、地権者にやる。鎌ヶ谷の空き家条例というのは、そういうのが入

っているんですよ。 

 あと、１８条に警察の問題も入っていますね。警察の問題で、やはりこれは民事介入が果た

してできるかどうかという問題もあるんですよ。ただし、火災とか犯罪とか、これを防止する

ためには、これは警察の介入ができるんですけれども、やはりその辺の問題も含めて考えてい

かなければいけない。とにかく、やはり執行側と連携をとりながら、財政的な問題も発生する

わけですし、この空き家という問題について、どこで論議するんだといったときに、どう論議

するんですか。やはり協議会とか、そういうところで論議して、そして協議会を設置したら協

議会の報酬とか、そういうのもありますね。そういう財源の問題も出てくるんですよ。ですか

ら、私はもっともっと検討して、私は絶対嫌だとは言いませんけれども、やはりもっと実効性

のあるものにしていかないと、これはあまりにも、ひとりよがりで、ちょっと抜け落ちている

部分がかなりあると思います。とりあえず、それまでです。 

○議長（中田眞司君） 

 ほかに質疑はありませんか。 

○林 政男君 

 今、右山議員からるる話がありましたけれども、私も先ほど名前が登場しましたので、私な

りに質問させていただきます。 

 まず第一に、この空き家条例の判断、これは今論議を聞いていると、この条例の施行に関し

て必要な事項は規則で定めるということでありますけれども、どういう基準をもって、空き家

とか、いろんなことを考えていらっしゃるんですか。これは、後で考えるんじゃないでしょう。

この条例とセットで出していかなければおかしいでしょう。施行細則がなければ。その辺はど
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ういうふうに考えていますか。 

○桜田秀雄君 

 ここに定義の第２条の中にありますけれども、空き家とは市内に所在する建物、その他の工

作物で、常時無人の状態にあるものと、このような認識を持っております。 

○林 政男君 

 それは、すごい拡大解釈じゃないですか。そういうのは、そこらじゅうにいっぱいあるとい

う気がしますよ。さらに言わせていただくと、この個人の権利、先ほど右山議員が言ったよう

に財産権ですよね。これの判断を、これは調査を行うというんですけれども、どこを基準に誰

が行うんですか。市の職員でしょう。桜田議員が行うわけではないでしょう。その辺の定義付

けはどうなっているんですか。 

○桜田秀雄君 

 誰が行うのかということになりますと、これは八街市には建築審査会とか、そういうものが

ございませんから、そういう委託を受けた職員が行うことになろうかと思います。これは、建

築基準法の中の８条を引用させて、それを根拠にしたいと。 

○林 政男君 

 １つの事案を扱うのに、大変広範囲にわたるんですよ。民生関係もあるし、そちらの経済の

いろんな分野の方が、建築主事もいるし、法的に権利関係の詳しい方もみんな入らなければい

けないんですよ。そうすると、先ほど右山議員がおっしゃられた、やはり協議会とか、そうい

う機関がないと、勝手にはできないんですね。それがここには書いていない。 

 最後に、ここが一番大事なところだと思うんですけれども、ここに代執行できると書いてあ

りますよね。これは、人の財産を市当局が命令して、財産をある意味ではく奪ですよね。ある

いは取り壊し命令とか、そういうのをさせるわけですよね。それをこんな、いとも簡単には代

執行ってできないんですよ。すごい手続が複雑なんですよ。それをどうされるんですか。これ

を見ると、建築基準法の第１０条第４項を準用する建築基準法第９条第１２項の定めるところ

に従い、自ら所有者等のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができるとい

う、市長がこれを行うということは、相当な手続をしないとできないんですよね。個人財産を

取り壊す、あるいは撤去ですからね。その辺はどうやって考えているのですか。 

○桜田秀雄君 

 先ほど来、右山議員からもお話がありましたけれども、個人財産ということで、憲法第２９

条との関係、さまざまあろうかと思いますけれども、この条項については、ただいま林議員が

申し上げましたように、建築基準法の中に、そういう条項がございますので、これを使えば十

分であろうと、そのような認識を持っております。 

 また、特にこれはあくまでも所有者に対する、自らが率先して行っていただきたいと、そう

いうことを要請するものであって、もちろん最終的には、今言われた条例の中で、各条文にあ

りますけれども、代執行もできると、そういう条例案になっておりますけれども、なるべくそ

こに至らないように、先ほども説明の中で申し上げましたように、緊急安全代行措置及び命令
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代行措置というものを設けておりますので、ご理解を願いたいと思います。 

○林 政男君 

 今の意見の中で、代執行するということはわかっているんですけれども、そこに行くまでの

手続が、この中のどこにも書いていないでしょう。全然、個人の権利とか、そういうのを奪う

に対して、市長だってやたらに命令出せませんよ。個人財産にいろいろ関わることですから。

これには、やはり法曹界、要するに法律に詳しい方を市役所の中のスタッフに入って、いろん

な角度からやらなければ、そんな簡単に代執行なんてできませんよ。それをどこで担保してい

るか。この条例にはできない。したがって、この空き家条例の制定については、この際、撤回

されたらどうですか。 

○桜田秀雄君 

 今、林政男議員から言われた内容については、これから総務常任委員会の中でやられるので

あろうと思いますので、その中で議論を申し上げ、考えてみたいと、このように考えています。 

○議長（中田眞司君） 

 ほかに質疑はありませんか。 

○新宅雅子君 

 先ほど、桜田議員から林政男議員と、小菅議員と私、新宅雅子が空き家条例のことで質問を

したと。私は、確かに質問をいたしました。それで、もう出そろったというふうにおっしゃい

ました。出そろったというふうに言って、私の名前を使わないでいただきたい。私は、そうい

うつもりで、桜田議員のような、こういう条例を今作ろうと思って質問をしたわけではありま

せんので、もし、空き家条例を、これを撤回しないのだったら、私の名前はやはり削除してい

ただきたい、そういうふうに思います。いかがでしょうか。 

○桜田秀雄君 

 皆さん方が、各議会の中でさまざまな発言をされております。その発言は会議録に載ってお

るわけでございますけれども、それについては、私は問題はないのかなと思いますけれども、

今、新宅議員の方から、ぜひとも削除していただきたいというのであれば、これもまた議長の

方でお取り扱い願えればよろしいかなと思います。 

○議長（中田眞司君） 

 先ほど、桜田秀雄議員より、発議案第２号の提案理由の説明の発言中、特定の議員の氏名の

部分について削除の申し出がありました。この件については、議長において後ほど速記を調査

の上、措置することにします。 

○石井孝昭君 

 お隣にいて、ちょっと言いづらい部分があるんですけれども、この空き家条例の適正化に関

する制定について、議員である桜田議員が問題１つ提起されることは、議員としてすばらしい

ことだというふうには思っておりますが、ご自身としては、その部分、執行部との整合性をと

る部分とかが不足していたということは、認識されたようなので、その部分に関しては、今後

改めていただければありがたいと思いますけれども、まず、例えば空き家を管理する条例なん
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ですけれども、どこの部で、どの課で、どういう形のセクションが担当されると想定されてお

りますでしょうか。 

○桜田秀雄君 

 その辺については、私が申し上げることではないのではないかなと。例えば、先ほど、まだ

委員会の付託は決まっていないと、こういうお話でございましたけれども、この条例案、先ほ

ど各議員から話がありましたように、各課にまたがる事項でございます。それについても、総

務常任委員会を窓口とすると言われたように、これは、この先、考えることではないかと、こ

のように考えております。 

○石井孝昭君 

 条例ということなので、総務ということを今おっしゃったのかなと思いますけれども、林政

男議員の言うとおり、経済建設の部分であったりとか、非常にそういう法曹の部分だとかとい

う部分は、非常にここに絡んでくるものだと思っております。 

 また、固定資産税ということになりますと、当該市町村に不動産を持っている方、要は八街

に在住の方はもとよりなんですけれども、他市町村で不動産を八街に持っている方。これは会

社も含みますけれども、そういう方々に不動産納税義務があるわけですけれども、その方々の

例えば権利を失ったときの調査権、あと、もう一つには国民健康保険の資産割部分にも、この

部分は十分影響してくるというふうに認識をしております。その部分の解釈は、桜田議員はい

かがでしょうか。 

○桜田秀雄君 

 確かに固定資産で、空き家を取り壊して更地にしますと、固定資産税が数倍に上がると、こ

ういう状況もありますし、その辺については、国民健康保険税にも影響する。いろんな面にも

ちろん影響すると思いますけれども、その辺については、直接、この条例とは絡みがないので

はないかなと、こんなふうに思いますが。 

○石井孝昭君 

 今、お答えいただいたんですけれども、それは全く誤解で、十分影響があるというふうに、

私は認識しております。ですから、非常に税という部分は八街市にとっても対策本部を中心に

果敢に取り組んでいるところでもありますし、そうすると、文教の委員会にも影響してくると

いうふうに認識をしております。先ほどの法曹の話も出ましたけれども、代執行の話になると、

恐らく裁判所の許可を得て、市長がそれを承諾をして、判こを押して代執行という形になろう

かと思いますけれども、先ほどの前段のお話の中では、さまざまなそういった協議会とか、そ

こに付帯する、連名する委員さんとか、何かの受け皿がないと、そこが整わないのかなという

ふうに思いますので、私としては、今日出してこられた、この発議案第２号に関しては、非常

に唐突感があるというふうに認識しておりますので、その部分は、ご自身はどちらかが取り扱

う委員会だとおっしゃっていますけれども、私としては、ここは一応、お取り下げになられて

お考えになっていただいた方がいいと。もしくは、今日取り下げで、執行部の皆様等々と膝を

合わせて、また、６月なり、先の議会に私はお考えを提出されたらいかがかなと。もしくは、
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執行部の皆様から本来であれば、そういう部分は提出していただければ、私からもありがたい

というふうに思いますので、そこはどこの部になるのか、どこの課なのか、私は今申し上げる

ことはできませんけれども、執行部にも、その辺を一言申し伝えておきたいと思います。以上

です。 

○議長（中田眞司君） 

 ほかに。 

○川上雄次君 

 私の方からは、この条例を撤回するという話が出てこないので、発言させていただくんです

けれども、空き家条例を制定するというのは、全国的な流れで、県内でも多くの市で導入して

おります。そういった意味では、時代の流れとして、本市でも導入を早期に検討すべき項目だ

と思っております。そういう意味では、執行の方で、ぜひとも、これには取り組んでいただき

たいということと、あと、今回、取り下げないということなので、今回の条例については、空

き地及び垣根が入っております。既に本市では、空き地に関する条例ができております。また、

垣根については、条例の制定を私どもも願っているんですけれども、市道と垣根との境界線、

莫大な量の境界を確定するには、費用もかかるし、時間もかかるし、地権者の協力もいるとい

うことで、簡単に条例化できないという状況があります。この辺についての状況、これまでの

空き地条例の経緯であったりとか、垣根についての経緯については、桜田議員は、この条例を

作る前に執行部、また、担当課から詳しい話を聞いたりして検討されたのかどうか。その点を

もう一度確認します。 

○桜田秀雄君 

 その辺については、先ほど林政男議員にお答えしておりますけれども、調整ができていない

と、この点については、先ほど申し上げたとおりでございます。 

 先ほどからいろんな意見が出ておりまして、八街市議会でこれだけの議論がされているとい

うことは、大変、私もありがたいと、このように思っています。この条例について、確かに、

今、石井議員、あるいは林政男議員から言われたように、財産権に及ぶ問題でございますから、

それについて、例えば政令都市であれば、建築審査会、こういうものがありますから、そうい

う中で、その判断ができる、そう思いますけれども、八街市はそうした審議会等が正直言って

ございません。これをやるのに、やはりその審議会等の意見、これは市長が職務を遂行する上

で、審議会等の意見を聞かなければ、これはやはり前に進められない。そういう事案でござい

ますので、今、石井議員からお話があったように、できれば、これから形は私が撤回をして、

新たに市側の方に検討を願うと、そういう姿勢があれば、撤回をしたいと思いますけれども、

市長いかがでしょうか。 

 だから、そういうことでございますので、執行部も聞いておられますので、今回は石井議員

の発言に基づきまして、撤回をさせていただきたいというふうに思います。 

○議長（中田眞司君） 

 予定外の進行になりましたので、暫時休憩しますので、そのままで待ってください。 
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（休憩 午後 ５時２０分） 

（再開 午後 ５時２２分） 

○議長（中田眞司君） 

 再開します。 

 ほかに質疑はありませんか。 

○加藤 弘君 

 今まで多くの方からいろんなご意見をいただいた中で、こちらに賛同者として載っている

古場議員のお考えはいかがなものか、お聞かせ願いたい。先ほども賛同者として載っていな

がら、賛同に回らないという状況がございましたので、その辺、古場議員のお考えを伺いた

いと思います。 

○古場正春君 

 先ほど撤回するということでございますので、提案者と同じです。 

○議長（中田眞司君） 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中田眞司君） 

 質疑がなければ、これで質疑を終了します。 

 会議中でありますが、議会運営委員会及び全員協議会開催のため、ここで２０分間の休憩

をいたします。 

 最初に議会運営委員会を開催しますので、関係する議員は第２会議室へお集まりください。 

（休憩 午後 ５時２４分） 

（再開 午後 ６時０４分） 

○議長（中田眞司君） 

 再開いたします。 

 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 ただいま北村市長から議案第２９号、議案第３０号が提出されました。 

 お諮りします。この際、これを日程に追加し、追加日程第１として、直ちに議題にしたい

と思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中田眞司君） 

 ご異議なしと認めます。 

 議案第２９号、議案第３０号を日程に追加し、追加日程第１として、直ちに議題とするこ

とに決定しました。 

 追加日程第１、議案の上程を行います。 

 議案第２９号、議案第３０号の提案理由の説明を求めます。 
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○市長（北村新司君） 

 本日、追加提案いたしました案件は、平成２４年度八街市一般会計補正予算及び平成２４

年度八街市下水道事業特別会計補正予算でございます。 

 本議会におきまして、平成２４年度八街市一般会計補正予算第５号、平成２４年度八街市

下水道事業特別会計補正予算第２号を提案し、先ほど、それぞれ原案のとおり可決する旨の

議決をいただいたところでございますが、今回の補正予算は、国の第１次補正予算の成立に

伴い、平成２５年度以降に実施を予定している計画事業の一部を前倒しをして実施するため、

それぞれ平成２４年度予算に計上するものでございます。 

 それでは、提案いたしました各議案についてご説明いたします。 

 議案第２９号は、平成２４年度八街市一般会計補正予算についてでございます。 

 この補正予算は、既定の予算に７億８千１８２万円を増額し、歳入歳出予算の総額を２０

６億５千４３２万４千円とするものでございます。 

 歳入につきましては、国庫支出金３億９千２８万円、繰入金１千３４万円、市債３億８千

１２０万円を増額するものでございます。 

 歳出につきましては、橋りょうの点検調査費等を含む道路整備事業費１億２千７１５万９

千円、道路排水施設整備事業費５千１００万円、流末排水施設整備事業費１億５千８００万

円、小中学校の校舎の耐震改修工事及び老朽化した浄化槽の改修のため、小学校施設改修事

業費及び中学校施設改修事業費４億４千５６６万１千円を増額することとし、本補正予算を

含む本年度予算において、年度内に完了が見込めない経費について、繰越明許費の設定を行

うものでございます。 

 議案第３０号は、平成２４年度八街市下水道事業特別会計補正予算についてでございます。 

 この補正予算は、既定の予算に１千８００万円を増額し、歳入歳出予算の総額を１１億９

千６６７万９千円とするものでございます。 

 歳入につきましては、国庫支出金８００万円、市債１千万円を増額するものでございます。 

 歳出につきましては、下水道事業費１千８００万円を増額することとし、年度内に完了が

見込めないことから、繰越明許費の設定を行うものでございます。 

 よろしくご審議の上、可決くださるようお願い申し上げます。 

○議長（中田眞司君） 

 お諮りします。ただいま議題となっています議案第２９号、議案第３０号は、会議規則第

３７条第３項の規定により、委員会付託を省略したいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中田眞司君） 

 異議なしと認めます。 

 これから、議案第２９号、議案第３０号に対する質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 
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○丸山わき子君 

 若干、質問をさせていただきます。 

 歳出、これは議案第２９号、１２ページでお伺いするところですが、道路整備事業に関し

まして、橋りょう点検調査及び長寿命化計画策定業務ということであるわけですが、これは

八街市は、この橋りょうに関わっては、どのくらい対象物件があるのか、お伺いしたいと思

います。 

○建設部長（糸久博之君） 

 市内の橋りょうにつきましては、大小ございますけれども、２５カ所ございます。 

○丸山わき子君 

 今、全国的にも、この橋りょうに関しては危険箇所総点検という取り組みがされている中

で、ぜひ、これも八街市としても早急にやらなければならないというふうに思うところであ

ります。 

 それと、次の工事請負費につきまして、この道路改良工事、具体的には、どの路線になっ

ていくのか、お伺いいたします。 

○建設部長（糸久博之君） 

 道路改良につきましては、市内の２５路線を対象としております。１・２級の道路が１０

路線と一般の生活道路が１５路線、合計２５路線でございます。 

 主なものといたしましては、１１２号線、勢田のバス通りのカーブの付近とか、２０９号

線の東部グラウンド、コンビニの脇の入ったところの道路でございます。あと２１１号線、

用草のクリーンセンターの進入路付近、２１２号線、クリーンセンター先の佐倉地先の付近

でございます。あと、２１６号線として、南中学校前の通りでございます。あと、２１８号

線、これは二州第二保育園、馬神社付近から国道４０９号へ抜ける付近の道でございます。

あと２２１号線として、立合松、これは住野の交差点の東側から次の交差点から４０９号に

北の方に抜ける道でございます。あと、２２３号線、これは長谷団地、一区の国道４０９号

から富里へ向かう道路、市営住宅の長谷団地の前あたり。その他でございます。 

○丸山わき子君 

 この間、私も議会の中で質問してきたところでございますが、例えば大関・西林に関わる

北総中央用水事業、ここでは、住民との間に道路整備をしていくよという約束がされていま

すが、今後、部長は地元住民の皆さんとの話し合いをしていくんだという答弁をいただいて

いますけれども、こういった予算で、この地域の道路整備はしていけないのかどうか。その

辺についてはいかがでしょうか。 

○建設部長（糸久博之君） 

 北総中央用水の関係でございますけれども、平成２５年度におきましては、向日台の方か

ら四木へ向かって、２１６号線の工事をする予定でございます。先ほど丸山議員のご指摘の

あったことにつきましては、まず、こちらの方が終わったという形で、次回に検討してまい

りたいと考えております。 
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○丸山わき子君 

 段階的ではなくて、次には元気臨時交付金というのが交付される予定であります。ぜひ、

そういった点では、住民の皆さんとの約束をまず守っていただくという点で、大いに、その

交付金の活用をしていただきたいというふうに思いますが、その辺はどうでしょうか。 

○経済環境部長（中村治幸君） 

 北総中央用水の関係の道路ですので、私の方から答弁させていただきます。 

 地元説明につきましては、現在、準備をしておりまして、近々説明の方をさせていただく

予定でございます。北総中央用水の今言われております道路につきましては、平成２７年度

に北総中央用水事業が完了するということで、現在、北総中央用水関係で買収した道路が国

の管理道路になっております。この北総中央用水事業が完了した後に、改良区あるいは市の

方に、この道路が移管されるという運びになっておりますので、その後に整備ができるとい

うことで、移管になった後の整備について、現在、道路管理部門と調整しておるというとこ

ろでございます。 

○議長（中田眞司君） 

 ほかに質疑はありませんか。 

○右山正美君 

 一般会計で、小中学校の耐震化、これは２年前から耐震化を進めなさいということでやっ

てきて、ようやくここに来て耐震化が進むということになってきたわけですが、今日、この

場で議決されて、どういうアクションで耐震化を進めていくのか。まず、その辺について伺

いたいと思います。 

○教育次長（長谷川淳一君） 

 耐震化工事につきましては、小学校３校、中学校１校が未実施ということで残っているわ

けでございますけれども、当初は平成２５年度に設計で、平成２６年度の夏休み、学校の授

業等に支障を来さないような形で進めるということで計画しておりましたけれども、たまた

ま国の補正予算の活用で、財源的に有利だということを受けまして、平成２５年度中の上半

期で設計を終わらせて、下半期で工事をやるということで、大変厳しい日程ではございます

けれども、そういう工程で、今計画をしております。 

○右山正美君 

 そうしますと、大体、夏休みで全体的には終わらないと、上半期、下半期という話があり

ましたけれども、夏休みで半分ぐらい、下半期の冬休みで半分ぐらいという考え方ですか。 

○教育次長（長谷川淳一君） 

 説明が悪かったようでございますが、上半期というのは、４校とも設計を大体９月から１

０月ぐらいまでに仕上げると。工事を１０月以降、１０月から３月の間に学校との調整を図

りながら工事を実施するということでございます。 

○右山正美君 

 そうすると、冬休みではなくて、授業が再開されていても、その間に工事は進めていくと、
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こう認識していいんですか。要望として、一刻も早く、そういうふうにやってほしいんです

が。 

○教育次長（長谷川淳一君） 

 騒音とか、振動が出る工事がどうしてもございますので、それはなるべく冬休み等、休み

の時期にやりたいというふうに考えておりますけれども、なかなかそれではおさまらないと

いうことでございますけれども、ただ、授業の実施しているときにも、工事をやらないと、

とても完成が間に合いませんので、調整しながらやっていくということでございます。 

○右山正美君 

 今でも地震はどんどん来ておりまして、この小中学校の耐震化の問題については、さまざ

まな経緯があったわけですけれども、とにかく避難場所にもなっているということで、早く

やってほしいという気持ちがあったわけで、やっとこれで追い付いて、耐震化が進むという

ことは、大変うれしいことで、また、児童・生徒が安心して、その場で生活できるという点

では、積極的に対応していただきたいと、そういう具合に申し上げておきます。 

 それから、議案第３０号ですが、８００万円の社会資本整備交付金と１千万円の繰入金で

１千８００万円、この事業が１１ページの歳出で見てほしいんですが、公共下水道汚水整備

事業費ということで、繰越明許になっているわけですけれども、これはどうしても年度内に

終わらないということで、繰越明許になったわけですけれども、これはどのくらいの長さの

距離で、場所がどういうところなのか。その辺について。 

○下水道課長（藏村隆雄君） 

 今回補正しまして、事業費としまして１千８００万円ですけれども、場所は榎戸字方角台、

泉台団地の東側に隣接する箇所で、市道榎戸３０号線でございます。工事延長につきまして

は、内径２００ミリの塩ビ管を１５５メートル整備する予定でございます。 

○右山正美君 

 １５５メートルということで、そこに付随する世帯数はどのくらいあるのか。また、せっ

かく下水道管を通しても、やはり一体事業の面を考えますと、多くの方が下水道に参加して

もらえるような、そういったことも考えていかないと、費用の面で落ちると思うんですけれ

ども、その辺の対応策というのは、どのように考えているのか。 

○下水道課長（藏村隆雄君） 

 今回整備する箇所につきましては、対象世帯数が１７カ所を見込んでおります。この延長

に対する対象戸数につきましては、費用対効果について十分見込めるものと考えております。 

○右山正美君 

 一番最初に聞けばよかったんですけれども、これは補正で繰越明許になったというか、も

ちろん予算が足りなくなったんでしょうけれども、事業の内容として、１千８００万円追加

で繰り越しになったんですけれども、やはりどうしても、それは予算上不足したということ

で認識していいのかどうか。それと、もっと重大な工事の中身が違ってきたのかどうか。そ

の辺の事情についてはどうなんでしょうか。 
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○下水道課長（藏村隆雄君） 

 この補正予算につきましては、予算額が足りなくなったということではございませんで、

国の補正予算に基づきまして、国の方から要望等があれば要望をしてほしいという依頼があ

りまして、それに基づいて、来年度、平成２５年度以降に予定していた箇所を前倒しして計

上したものでございます。 

○右山正美君 

 前倒ししたということであれば、私は区域内のことで、もっとやらざるを得ないようなと

ころはあるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、その辺についてはどうですか。 

○下水道課長（藏村隆雄君） 

 下水道課としましては、現在、事業認可をいただいている箇所で、一番有利と思われる箇

所を選定したものでございます。 

○右山正美君 

 費用対効果ということもいろいろありますし、そこに張り付いている世帯数が、全員が下

水道に加入していただける。こういったことも、私は費用対効果の面からすれば、大変重要

になってくると思いますので、そういう努力も、ぜひしていただきたいと、こういう具合に

申し上げておきます。以上です。 

○議長（中田眞司君） 

 ほかに質疑はありませんか。 

○林 修三君 

 １点だけ、お伺いします。補正予算案の１２ページに道路排水対策費ということで、５千

１００万円が計上されておりますけれども、先ほどの説明では、市道９路線の冠水対策であ

るというように伺いましたが、具体的におわかりでしょうか。 

○建設部長（糸久博之君） 

 ９路線につきましては、側溝整備が３路線ございまして、１１２号線、これは勢田の消防

機庫の前の通りでございます。あと、二区１１号線、これは二区、長谷川病院の近くでござ

います。あと、六区８号線、これは国道４０９号から六区の元消防機庫の付近から東金の方

に行く道でございます。 

 あと、そのほかの６路線につきましては、地下貯留施設整備でございまして、２１６号線、

南中学校の前の通りのクランクしている部分の付近でございます。あと、三区４３号線、こ

れは石井印刷付近でございます。夕日丘２７号線、これは岡田のシンレキ工業さんの南に向

かって右の方になりますけれども、その付近です。夕日丘３６号線、これは１１２号線、小

山バス停入り口付近の西側になります。四木１号線、１１６号線の四木の消防機庫の東側に

あたります。砂の７号線、これは南中学校前の通りの１本南側の平行した細い道路になりま

す。以上です。 

○林 修三君 

 市民の道路の冠水対策については、非常に要望が多くございます。今回このように９路線
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について冠水対策をしていただくということは、大変ありがたく、感謝申し上げたいと思い

ます。ぜひ、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（中田眞司君） 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中田眞司君） 

 質疑がなければ、これで質疑を終了します。 

 これから、討論を行います。 

 最初に、議案第２９号について討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中田眞司君） 

 討論がなければ、これで、議案第２９号の討論を終了します。 

 次に、議案第３０号についての討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中田眞司君） 

 討論がなければ、これで、議案第３０号の討論を終了します。 

 これから、採決を行います。 

 最初に、議案第２９号、平成２４年度八街市一般会計補正予算についてを採決します。 

 この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（中田眞司君） 

 起立全員です。議案第２９号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３０号、平成２４年度八街市下水道事業特別会計補正予算についてを採決し

ます。 

 この議案は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起 立 全 員） 

○議長（中田眞司君） 

 起立全員です。議案第３０号は、原案のとおり可決されました。 

 本日、桜田秀雄議員から提出された発議案第２号、八街市空き家等の適正な管理に関する

条例の制定について撤回したいと申し出があります。 

 発議案第２号の撤回の件を日程に追加し、追加日程第２として議題にしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中田眞司君） 

 ご異議なしと認めます。 

 発議案第２号の撤回の件を日程に追加し、追加日程第２として議題とすることを決定しま
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した。 

 追加日程第２、発議案第２号の撤回の件を議題とします。 

 桜田秀雄議員から発議案第２号の撤回の理由の説明を求めます。 

○桜田秀雄君 

 それでは、八街市空き家等の適正な管理に関する条例の制定についての撤回について、ご

説明をいたします。 

 提案理由の中でも申し上げましたように、火災で焼け落ちた家屋が市内には、至るところ

に点在をしております。住民の皆さんが大変に困っています。こうした状況を少しでも動か

したいとの思いで、この条例案を提出させていただきました。 

 質疑の中で、大変貴重なご意見をいただきました。特に、市民の財産権に及ぶ事案であり、

専門家と知識人等、こうした皆さん方のいわゆる審議会等の設置、これは必要不可欠である

と、私も認識をしております。こうしたことから、本件については撤回をさせていただき、

今後、市と相談しながら、よりよい条例案ができることを願いながら撤回をさせていただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（中田眞司君） 

 お諮りします。ただいま議題となっています発議案第２号の撤回の件を許可することにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（中田眞司君） 

 ご異議なしと認めます。 

 発議案第２号の撤回の件を許可することに決定しました。 

 本日の日程は全て終了しました。 

 会議を閉じます。 

 平成２５年３月第１回八街市議会定例会を閉会します。 

 この定例会は、終始熱心な審議を経て、全ての案件を議了し、ただいま閉会になりました。 

 執行部は、各議員から出されました意見を十分尊重し、市政を執行されますよう強く要望

いたしまして、閉会のご挨拶といたします。 

 議員の皆様に申し上げます。 

 この後、議会だより編集委員会を開催しますので、関係する委員は第２会議室にお集まり

ください。 

 長時間、ご苦労さまでした。 

（閉会 午後 ６時３０分） 
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○本日の会議に付した事件 

 １．発議案の上程 発議案第２号 

   提案理由の説明 

 ２．議案第２号から議案第２８号 

   委員長報告、質疑 

   議案第２３号組み替えを求める動議の提出、質疑 

   議案第２３号修正動議の提出、質疑 

   討論、採決 

 ３．発議案第２号 

   質疑、委員会報告 

 ４．議案の上程 

   議案第２９号、議案第３０号 

   提案理由の説明 

   委員会付託省略、質疑、討論、採決 

 ５．発議案第２号の撤回の件 

……………………………………………………………………………………………………………… 

発議案第２号 八街市空き家等の適正な管理に関する条例の制定について 

議案第２号 八街市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定につい 

      て 

議案第３号 八街市特別職の職員等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例の制定に 

      ついて 

議案第４号 八街市一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第５号 八街市一般職の職員の管理職手当の特例に関する条例の一部を改正する条例の制 

      定について 

議案第６号 八街市学校給食センター事業特別会計条例を廃止する条例の制定について 

議案第７号 八街市児童クラブの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定につ 

      いて 

議案第８号 八街市高齢者福祉計画策定審議会設置条例等の一部を改正する条例の制定につい 

      て 

議案第９号 八街市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第10号 八街市指定地域密着型サービス基準条例の制定について 

議案第11号 八街市指定地域密着型介護予防サービス基準条例の制定について 

議案第12号 八街市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について 

議案第13号 八街市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定につい 

      て 

議案第14号 八街市小規模水道条例の制定について 



－３７３－ 

議案第15号 八街市市道の移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条 

      例の制定について 

議案第16号 八街市公共下水道大池第三雨水幹線建設工事に係る基本協定の変更について 

議案第17号 八街市公共下水道（雨水）整備事業大池調整池用地の取得について 

議案第18号 平成２４年度八街市一般会計補正予算について 

議案第19号 平成２４年度八街市国民健康保険特別会計補正予算について 

議案第20号 平成２４年度八街市後期高齢者医療特別会計補正予算について 

議案第21号 平成２４年度八街市下水道事業特別会計補正予算について 

議案第22号 平成２４年度八街市水道事業会計補正予算について 

議案第23号 平成２５年度八街市一般会計予算について 

議案第24号 平成２５年度八街市国民健康保険特別会計予算について 

議案第25号 平成２５年度八街市後期高齢者医療特別会計予算について 

議案第26号 平成２５年度八街市介護保険特別会計予算について 

議案第27号 平成２５年度八街市下水道事業特別会計予算について 

議案第28号 平成２５年度八街市水道事業会計予算について 

議案第29号 平成２４年度八街市一般会計補正予算について 

議案第30号 平成２４年度八街市下水道事業特別会計補正予算について 

……………………………………………………………………………………………………………… 

議案第23号平成２５年度八街市一般会計予算の組み替えを求める動議 

議案第23号平成２５年度八街市一般会計予算に対する修正動議 
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